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本資料のうち，枠囲みの内容

は，商業機密あるいは防護上の

観点から公開できません。 

Ⅴ-3-別添 1 竜巻への配慮が必要な施設の強度に関する説明書 
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1. 概要

本資料は，Ⅴ-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」に示すとおり，非常

用ディーゼル発電機排気消音器及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機排気消音器（以下「デ

ィーゼル発電機排気消音器」という。）が竜巻時及び竜巻通過後においても，消音器の機能維持

を考慮して，主要な構造部材が構造健全性を有することを確認するものである。  

2. 基本方針

Ⅴ-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「3.2 機能維持の方針」に

示す構造計画を踏まえ，ディーゼル発電機排気消音器の「2.1 位置」，「2.2 構造概要」，

「2.3 評価方針」及び「2.4 適用規格」を示す。 

2.1 位置 

 ディーゼル発電機排気消音器は，Ⅴ-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方

針」の「3.2 機能維持の方針」に示すとおり，図2-1に示す位置に設置する。 

図 2-1 ディーゼル発電機排気消音器の位置図 
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2.2 構造概要 

 ディーゼル発電機排気消音器について，Ⅴ-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計

算の方針」の「3.2 機能維持の方針」に示す構造計画を踏まえ，ディーゼル発電機排気消音

器の構造を示す。 

 ディーゼル発電機排気消音器は屋外に設置しており，取付ボルト又は基礎ボルトにより固定

している。ディーゼル発電機排気消音器の概要図を図2-2～図2-4に示す。 

図2-2 ディーゼル発電機排気消音器概要図（非常用ディーゼル発電機２Ｃ） 

図2-3 ディーゼル発電機排気消音器概要図（非常用ディーゼル発電機２Ｄ） 
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図2-4 ディーゼル発電機排気消音器概要図（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機） 

2.3 評価方針 

ディーゼル発電機排気消音器の強度評価は，Ⅴ-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強

度計算の方針」の「4. 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界」にて設定している，荷重及び

荷重の組合せ並びに許容限界を踏まえ，ディーゼル発電機排気消音器の評価対象部位に作用す

る応力等が許容限界に収まることを「3. 強度評価方法」に示す方法により，「4. 評価条件」

に示す評価条件を用いて計算し，「5. 強度評価結果」にて確認する。  

ディーゼル発電機排気消音器の強度評価フローを図2-5に示す。ディーゼル発電機排気消音

器の強度評価においては，その構造を踏まえ，設計竜巻による荷重とこれに組み合わせる荷重

（以下「設計荷重」という。）の作用方向及び伝達過程を考慮し，評価対象部位を選定する。

強度評価においては，ディーゼル発電機排気消音器に対して，設計竜巻の風圧力及び自重を加

えた応力が許容応力以下であることを確認する。各部材の強度評価には，設計竜巻による荷重

は水平方向より作用する外荷重という観点で地震荷重と同様なものであると考え，「原子力発

電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 ＪＥＡＧ４６０１・補-1984」（（社）日本

電気協会），「原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡＧ４６０１-1987」（（社）日本電気協

会）及び「原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡＧ４６０１-1991 追補版」（（社）日本電

気協会）（以下「ＪＥＡＧ４６０１」という。）における1質点系モデルによる評価方法を準

用し，Ⅴ-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「5. 強度評価方法」

に示すよこ置円筒型容器の評価式を用いる。 

ディーゼル発電機排気消音器の許容限界は，Ⅴ-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強

度計算の方針」の「4.2 許容限界」に示す許容限界である，ＪＥＡＧ４６０１の許容応力状態

ⅢＡＳとする。 

フィルタ部 吸収部 

基礎ボルト 

（吸収部） 

胴板（吸収部） 

基礎ボルト 

（フィルタ部）

胴板（フィルタ部）
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図2-5 ディーゼル発電機排気消音器の強度評価フロー 

2.4 適用規格 

・「建築物荷重指針・同解説」（（社）日本建築学会，2004改定)

・「原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 ＪＥＡＧ４６０１・補-

1984」（社）日本電気協会

・「原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡＧ４６０１-1987」（社）日本電気協会

・「原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡＧ４６０１-1991追補版」（社）日本電気協会

・「発電用原子力設備規格 設計・建設規格 ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１-2005/2007」（社）日本機械

学会（以下「ＪＳＭＥ」という。） 

設計竜巻による荷重 

評価対象部位の選定 

荷重及び荷重の組合せの設定 

応力計算 

設定する許容限界との比較 
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3. 強度評価方法

3.1 記号の定義 

ディーゼル発電機排気消音器の強度評価に用いる記号を表3-1に示す。 

表3-1 強度評価に用いる記号（1/2） 

記号 単位 定義 

Ａ m2 受圧面積（風向に垂直な面に投影した面積） 

ＡＡ m2 
軸方向応力評価における受圧面積（風向に垂直な面に投影した面

積） 

Ａｂ mm2 基礎ボルトの軸断面積 

ＡＨ m2 
軸直角方向応力評価における受圧面積（風向に垂直な面に投影し

た面積） 

Ｃ － 建築物荷重指針・同解説により規定される風力係数 

ＣＡ －
軸方向応力評価における建築物荷重指針・同解説により規定され

る風力係数  

ＣＨ －
軸直角方向応力評価における建築物荷重指針・同解説により規定

される風力係数  

ｄ mm 基礎ボルト呼び径 

Ｆ MPa ＪＳＭＥ ＳＳＢ-3121.1(1)により規定される値 

ＦｂＡ N 基礎ボルトに対する軸方向応力評価における引張力 

ＦｂＨ N 基礎ボルトに対する軸直角方向応力評価における引張力 

ｆｓ MPa 
ＪＳＭＥ ＳＳＢ-3121.1により規定される供用応力状態Ａ及びＢ

での許容せん断応力  

ｆｔ MPa 
ＪＳＭＥ ＳＳＢ-3121.1により規定される供用応力状態Ａ及びＢ

での許容引張応力  

Ｇ － ガスト影響係数 

ｇ m/s2 重力加速度（ｇ＝9.80665） 

Ｈ mm 排気消音器の高さ（全高） 

ｈ mm 排気消音器重心高さ 

ＬｇＨ mm 重心から基礎ボルト間の軸直角方向水平距離 

ＬＨ mm 支点から基礎ボルト間の軸直角方向水平距離 

ＬｇＡ mm 重心から基礎ボルト間の軸方向水平距離 

ＬＡ mm 支点から基礎ボルト間の軸方向水平距離 

ｍ kg 排気消音器の質量 

Ｎ － 基礎ボルトの本数 

9
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表3-1 強度評価に用いる記号（2/2） 

記号 単位 定義 

ｎｆＡ － 軸方向応力評価における引張力を受ける基礎ボルトの本数 

ｎｆＨ － 軸直角方向応力評価における引張力を受ける基礎ボルトの本数 

Ｑｂ N 基礎ボルトに対するせん断力 

ｑ N/m2 設計用速度圧 

Ｓｕ MPa ＪＳＭＥ付録材料図表Part5の表にて規定される設計引張強さ 

Ｓｙ MPa ＪＳＭＥ付録材料図表Part5の表にて規定される設計降伏点 

ＶＤ m/s 設計竜巻の最大風速 

Ｗ mm 排気消音器の幅 

ＷＭ N 設置（変更）許可を受けた竜巻による飛来物の衝撃荷重 

ＷＰ N 設計竜巻による気圧差による荷重 

ＷＴ N 設計竜巻による複合荷重 

ＷＴ１ N 設計竜巻による複合荷重（ＷＴ１＝ＷＰ） 

ＷＴ２ N 設計竜巻による複合荷重（ＷＴ２＝ＷＷ＋0.5･ＷＰ＋ＷＭ） 

ＷＴＡ N 軸方向応力評価における設計竜巻による複合荷重（ＷＴ２） 

ＷＴＨ N 軸直角方向応力評価における設計竜巻による複合荷重（ＷＴ２） 

ＷＷ N 設計竜巻の風圧力による荷重 

ρ kg/m3 空気密度 

ΔＰ N/m2 設計竜巻の気圧低下量 

π － 円周率 

σｂＡ MPa 軸方向応力評価における基礎ボルトに生じる引張応力 

σｂＨ MPa 軸直角方向応力評価における基礎ボルトに生じる引張応力 

τ MPa 基礎ボルトに生じるせん断応力 
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3.2 評価対象部位 

ディーゼル発電機排気消音器の評価対象部位は，Ⅴ-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設

の強度計算の方針」の「4.2 許容限界」にて示している評価対象部位に従って，「2.2 構造概

要」にて設定している構造に基づき，設計荷重の作用方向及び伝達過程を考慮し設定する。  

風圧力による荷重は，ディーゼル発電機排気消音器に作用し，取付ボルト又は基礎ボルトに

作用する。 

排気消音器の転倒により，ディーゼル発電機の排気機能を閉塞させる波及的影響を考慮し，

取付ボルト，基礎ボルトを評価対象部位として設定する。  

なお，ディーゼル発電機排気消音器（非常用ディーゼル発電機２Ｄ）及びディーゼル発電機

排気消音器（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機）は，フィルタ部と吸収部がフランジで結

合されているが，おおむね弾性範囲であれば大きな変位は発生せず，風荷重による応力はフィ

ルタ部と吸収部各々直下の基礎ボルトに発生すると考えられることから，フィルタ部と吸収部

に分けて評価を行う。 

ディーゼル発電機排気消音器の強度評価における評価対象部位を，図3-1～図3-3に示す。 

図3-1 ディーゼル発電機排気消音器（非常用ディーゼル発電機２Ｃ）の評価対象部位 

図3-2 ディーゼル発電機排気消音器（非常用ディーゼル発電機２Ｄ， 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機）の評価対象部位（フィルタ部） 

取付ボルト 

基礎ボルト 
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図3-3 ディーゼル発電機排気消音器（非常用ディーゼル発電機２Ｄ， 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機）の評価対象部位（吸収部） 

3.3 荷重及び荷重の組合せ 

強度評価に用いる荷重及び荷重の組合せは，Ⅴ-3-別添 1-1「竜巻への配慮が必要な施設の

強度計算の方針」の「4.1 荷重及び荷重の組合せ」に示している荷重及び荷重の組合せを用い

る。 

(1) 荷重の設定

構造強度評価に用いる荷重を以下に示す。

a. 常時作用する荷重

常時作用する荷重として，持続的に生じる荷重である自重を考慮する。

b. 設計竜巻による荷重

屋外の施設であるため風圧力による荷重を考慮する。開放された施設であるため，ディ

ーゼル発電機排気消音器に気圧差は発生しないことから気圧差による荷重は考慮しない。 

また，ディーゼル発電機排気消音器が仮に飛来物による衝撃荷重によって貫通しても，

その貫通箇所又は本来の排気箇所から排気されるため，設計竜巻による荷重とこれに

組み合わせる荷重に衝撃荷重を考慮しない。 

(a) 風圧力による荷重(ＷＷ)

風圧力による荷重ＷＷは，Ⅴ-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方

針」の「4.1(3)c.(a) 風圧力による荷重」に示す式に従い，算出する。 

ＷＷ＝ｑ・Ｇ・Ｃ・Ａ 

(2) 荷重の組合せ

強度評価に用いる荷重の組合せは，Ⅴ-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算

の方針」の「4.1 荷重及び荷重の組合せ」にて設定している荷重の組合せを踏まえ，ディー

ゼル発電機排気消音器の評価対象部位ごとに設定する。  

ディーゼル発電機排気消音器の取付ボルト及び基礎ボルトには，自重及び風圧力による荷

重が作用する。  

強度評価の荷重の組合せを表 3-2 に示す。 

基礎ボルト 
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表 3-2 荷重の組合せ 

施設分類 施設名称 
評価対象

部位 
荷重 

波及的影響を及

ぼす可能性があ

る施設 

ディーゼル発電機排気消音器 

（非常用ディーゼル発電機２Ｃ） 

取付 

ボルト 
①自重

②風圧力による

荷重 

ディーゼル発電機排気消音器 

（非常用ディーゼル発電機２Ｄ） 基礎 

ボルト ディーゼル発電機排気消音器 

（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機）

3.4 許容限界 

ディーゼル発電機排気消音器の取付ボルト又は基礎ボルトの許容限界は，Ⅴ-3-別添1-1「竜

巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「4.2 許容限界」にて設定している許容限界に

従って，「3.2 評価対象部位」にて設定した評価対象部位ごとに，機能損傷モードを考慮し，

ＪＥＡＧ４６０１に基づく許容応力状態ⅢＡＳの許容応力の許容荷重を用いる。  

許容限界はＪＥＡＧ４６０１を準用し，その他支持構造物の許容限界を適用し，許容応力状

態ⅢＡＳから算出した許容応力を許容限界とする。ＪＥＡＧ４６０１に従い，ＪＳＭＥ付録材

料図表Part5,6の表にて許容応力を計算する際は，評価対象部位の最高使用温度又は周囲環境

温度に応じた値をとるものとするが，温度がＪＳＭＥ付録材料図表記載の中間の値の場合は，

比例法を用いて計算する。ただし，ＪＳＭＥ付録材料図表Part5,6で比例法を用いる場合の端

数処理は，小数点第1位以下を切り捨てた値を用いるものとする。 

ディーゼル発電機排気消音器の取付ボルト又は基礎ボルトの許容限界について，表3-3に示

す。 

表3-3 許容限界 

評価対象 

部位 

許容応力 

状態 
応力の種類 許容限界 

取付ボルト 

又は 

基礎ボルト 

ⅢＡＳ 
一次 

応力 

引張 1.5ｆｔ 

せん断 1.5ｆｓ 

組合せ Min｛1.5 ｆｔ，（2.1 ｆｔ－1.6τ）｝ 

13
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3.5 評価方法 

ディーゼル発電機排気消音器の強度評価は，Ⅴ-3-別添 1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強

度計算の方針」の「5. 強度評価方法」にて設定しているディーゼル発電機排気消音器の評価式

を用いる。 

(1) 計算モデル

受圧面の重心位置に風圧力による荷重が作用する 1 質点系モデルとして計算を行う。非常

用ディーゼル発電機２Ｃ排気消音器の評価モデル図を図 3-4，図 3-5 に，非常用ディーゼル

発電機２Ｄ排気消音器，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機排気消音器の評価モデル図を

図 3-6～図 3-9 に示す。 

 

図 3-4 非常用ディーゼル発電機２Ｃ排気消音器の評価モデル図（軸直角方向） 

図 3-5 非常用ディーゼル発電機２Ｃ排気消音器の評価モデル図（軸方向） 

風

h 

LgH
LH 

風

h 

LgA 
LA
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図 3-6 非常用ディーゼル発電機２Ｄ排気消音器，高圧炉心スプレイ系ディーゼル 

発電機排気消音器の評価モデル図（フィルタ部軸直角方向） 

図 3-7 非常用ディーゼル発電機２Ｄ排気消音器，高圧炉心スプレイ系ディーゼル 

発電機排気消音器の評価モデル図（フィルタ部軸方向） 

 

図 3-8 非常用ディーゼル発電機２Ｄ排気消音器，高圧炉心スプレイ系ディーゼル 

発電機排気消音器モデル図（吸収部軸直角方向） 

風 h 

LH 
LgH 

h 

風 

LgA 

LA 

風 

h

LgH

LH
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図 3-9 非常用ディーゼル発電機２Ｄ排気消音器，高圧炉心スプレイ系ディーゼル 

発電機排気消音器の評価モデル図（吸収部軸方向） 

(2) 計算方法

a. 引張応力

取付ボルト又は基礎ボルトに対する引張力は最も厳しい条件として，図 3-3～図 3-9 で

取付ボルト又は基礎ボルトを支点とする転倒を考え，これを片側の取付ボルト又は基礎ボ

ルトで受けるものとして計算する。

(a) 軸直角方向

イ. 引張力

ＨｆＨ

ｇＨＴ
ｂＨ

Ｌｎ

Ｌｇｈ－ｍＷ
＝Ｆ

ロ. 引張応力

ｂ

ｂＨ
ｂＨ

Ａ

Ｆ
＝σ

ここで，取付ボルト又は基礎ボルトの軸断面積Ａｂは 

２
ｂ ｄ

4

π
＝Ａ

(b) 軸方向

イ. 引張力

ＡｆＡ

ｇＡＴ
ｂＡ

Ｌｎ

Ｌｇｈ－ｍＷ
＝Ｆ

ロ. 引張応力

ｂ

ｂＡ
ｂＡ

Ａ

Ｆ
＝σ

ここで，取付ボルト又は基礎ボルトの軸断面積Ａｂは 

２
ｂ ｄ

4

π
＝Ａ

LgA 

LA 

h

風
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b. せん断応力

取付ボルト又は基礎ボルトに対するせん断応力は，基礎ボルト全本数で受けるものとし

て計算する。 

(a) せん断力

Ｑｂ＝ＷＴ

(b) せん断応力

ＮＡ

Ｑ
τ＝

ｂ

ｂ
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4. 評価条件

「3.強度評価方法」に用いる評価条件を表 4-1～表 4-8 に示す。

表 4-1 許容応力評価に用いる条件（非常用ディーゼル発電機２Ｃ排気消音器） 

評価対象部位 材料 
温度条件

(℃) 

Ｓｙ 

(MPa) 

Ｓｕ 

(MPa) 

Ｆ 

(MPa) 

1.5ｆｔ

(MPa) 

1.5ｆｓ

(MPa) 

取付ボルト SNB7 50 715 838 586 439 338 

表 4-2 許容応力評価に用いる条件（非常用ディーゼル発電機２Ｄ排気消音器，高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機排気消音器）

評価対象部位 材料 
温度条件

(℃) 

Ｓｙ 

(MPa) 

Ｓｕ 

(MPa) 

Ｆ 

(MPa) 

1.5ｆｔ

(MPa) 

1.5ｆｓ

(MPa) 

基礎ボルト SS400 50 231 394 231 173 133 

表 4-3 評価条件 

ｑ 

(N/m2) 

Ｇ 

(-) 

6.1×103 1.0 

表 4-4 評価条件（非常用ディーゼル発電機２Ｃ排気消音器基礎ボルト） 

ＬｇＨ 

(mm) 

ＬＨ

(mm) 

ＬｇＡ 

(mm) 

ＬＡ

(mm) 

ＡＨ 

(m2) 

ＡＡ 

(m2) 

800 1600 1100 2925 20.10 8.613 

ＣＨ 

(-) 

ＣＡ 

(-) 

Ｗ 

(mm) 

Ｈ 

(mm) 

ｈ 

(mm) 

ｍ 

(kg) 

1.2 2.4 6300 3190 1640 8248 

ｇ 

(m/s2) 

ボルト 

サイズ

Ｎ 

(-) 

ｎｆＨ

(-) 

ｎｆＡ

(-) 

Ａｂ 

(mm2) 

9.80665 M30 14 6 2 706.9 
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表 4-5 評価条件（非常用ディーゼル発電機２Ｄ排気消音器フィルタ部基礎ボルト） 

ＬｇＨ 

(mm) 

ＬＨ

(mm) 

ＬｇＡ 

(mm) 

ＬＡ

(mm) 

ＡＨ 

(m2) 

ＡＡ 

(m2) 

700 1400 1800 5100 22.29 7.995 

ＣＨ 

(-) 

ＣＡ 

(-) 

Ｗ 

(mm) 

Ｈ 

(mm) 

ｈ 

(mm) 

ｍ 

(kg) 

1.2 2.4 7250 3075 1775 9500 

ｇ 

(m/s2) 

ボルト 

サイズ

Ｎ 

(-) 

ｎｆＨ

(-) 

ｎｆＡ

(-) 

Ａｂ 

(mm2) 

9.80665 M30 8 4 2 706.9 

表 4-6 評価条件（非常用ディーゼル発電機２Ｄ排気消音器吸収部基礎ボルト） 

ＬｇＨ 

(mm) 

ＬＨ

(mm) 

ＬｇＡ 

(mm) 

ＬＡ

(mm) 

ＡＨ 

(m2) 

ＡＡ 

(m2) 

700 1400 794 2000 6.975 4.950 

ＣＨ 

(-) 

ＣＡ 

(-) 

Ｗ 

(mm) 

Ｈ 

(mm) 

ｈ 

(mm) 

ｍ 

(kg) 

1.2 2.4 3100 2250 1150 4500 

ｇ 

(m/s2) 

ボルト 

サイズ

Ｎ 

(-) 

ｎｆＨ

(-) 

ｎｆＡ

(-) 

Ａｂ 

(mm2) 

9.80665 M30 4 2 2 706.9 
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表 4-7 評価条件（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機排気消音器フィルタ部基礎ボルト） 

ＬｇＨ 

(mm) 

ＬＨ 

(mm) 

ＬｇＡ 

(mm) 

ＬＡ 

(mm) 

ＡＨ 

(m2) 

ＡＡ 

(m2) 

675 1350 1550 4200 16.80 5.945 

 

ＣＨ 

(-) 

ＣＡ 

(-) 

Ｗ 

(mm) 

Ｈ 

(mm) 

ｈ 

(mm) 

ｍ 

(kg) 

1.2 2.4 6075 2765 1690 9500 

 

ｇ 

(m/s2) 

ボルト 

サイズ 

Ｎ 

(-) 

ｎｆＨ 

(-) 

ｎｆＡ 

(-) 

Ａｂ 

(mm2) 

9.80665 M30 8 4 2 706.9 

 

表 4-8 評価条件（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機排気消音器吸収部基礎ボルト） 

ＬｇＨ 

(mm) 

ＬＨ 

(mm) 

ＬｇＡ 

(mm) 

ＬＡ 

(mm) 

ＡＨ 

(m2) 

ＡＡ 

(m2) 

450 900 794 2000 6.681 4.202 

 

ＣＨ 

(-) 

ＣＡ 

(-) 

Ｗ 

(mm) 

Ｈ 

(mm) 

ｈ 

(mm) 

ｍ 

(kg) 

1.2 2.4 3100 2155 1180 4500 

 

ｇ 

(m/s2) 

ボルト 

サイズ 

Ｎ 

(-) 

ｎｆＨ 

(-) 

ｎｆＡ 

(-) 

Ａｂ 

(mm2) 

9.80665 M30 4 2 2 706.9 
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5. 強度評価結果 

強度評価結果を表 5-1，表 5-2 に示す。 

非常用ディーゼル発電機２Ｃ排気消音器基礎ボルト，非常用ディーゼル発電機２Ｄ排気消音器

基礎ボルト及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機排気消音器基礎ボルトに発生する応力は許

容応力以下である。 

 

表 5-1 強度評価結果（軸直角方向） 

評価対象部位 損傷モード 
発生応力 

(MPa) 

許容応力 

(MPa) 

非常用ディーゼル発電機２Ｃ排気消音

器基礎ボルト 

引張 27 439 

せん断 15 338 

組合せ 27 439 

非常用ディーゼル発電機２Ｄ排気消音

器（フィルタ部）基礎ボルト 

引張 57 173 

せん断 29 133 

組合せ 57 173 

非常用ディーゼル発電機２Ｄ排気消音

器（吸収部）基礎ボルト 

引張 15 173 

せん断 19 133 

組合せ 15 173 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

排気消音器（フィルタ部）基礎ボルト 

引張 38 173 

せん断 22 133 

組合せ 38 173 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

排気消音器（吸収部）基礎ボルト 

引張 30 173 

せん断 18 133 

組合せ 30 173 
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表 5-2 強度評価結果（軸方向） 

評価対象部位 損傷モード 
発生応力 

(MPa) 

許容応力 

(MPa) 

非常用ディーゼル発電機２Ｃ排気消音

器基礎ボルト 

引張 29 439 

せん断 13 338 

組合せ 29 439 

非常用ディーゼル発電機２Ｄ排気消音

器フィルタ部基礎ボルト 

引張 5 173 

せん断 21 133 

組合せ 5 173 

非常用ディーゼル発電機２Ｄ排気消音

器吸収部基礎ボルト 

引張 18 173 

せん断 26 133 

組合せ 18 173 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

排気消音器フィルタ部基礎ボルト 

引張 1 173 

せん断 16 133 

組合せ 1 173 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

排気消音器吸収部基礎ボルト 

引張 14 173 

せん断 22 133 

組合せ 14 173 
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1. 概要

本資料は，Ⅴ-3-別添 1-2「防護対策施設の強度計算の方針」に示すとおり，防護対策施設で

ある非常用ディーゼル発電機室ルーフベントファン竜巻防護対策施設，中央制御室換気系冷凍機

竜巻防護対策施設，海水ポンプエリア竜巻防護対策施設，原子炉建屋外側ブローアウトパネル竜

巻防護対策施設及び使用済燃料乾式貯蔵容器竜巻防護対策施設の防護ネットが，防護対象施設の

機能喪失に至る可能性のある飛来物（以下「飛来物」という。）が防護対象施設へ衝突すること

を防止するために，主要な部材が破断せず，たわみを生じても飛来物が防護対象施設と衝突しな

いよう，飛来物のエネルギが防護ネットの限界吸収エネルギの値を下回っていること，及び防護

ネットを構成する部材が許容限界に至らないことを確認するものである。

2. 基本方針

Ⅴ-3-別添 1-2「防護対策施設の強度計算の方針」を踏まえ，防護ネットの「2.1 位置」，

「2.2 構造概要」，「2.3 評価方針」及び「2.4 適用規格」を示す。 

2.1  位置 

防護ネットは，原子炉建屋（ディーゼル発電機室屋上，原子炉棟外壁及び付属棟屋上），海

水ポンプ室周り及び使用済燃料乾式貯蔵建屋外壁に設置する。 

防護ネットの設置位置図を図 2-1 に，各設置位置におけるネットの割付展開図を図 2-2 から

図 2-8 に示す。 

図 2-1 防護ネットの設置位置図 
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図 2-2 防護ネットの割付展開図 

（海水ポンプエリア竜巻防護対策施設） 
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図 2-3 防護ネットの割付展開図 

（２Ｃ非常用ディーゼル発電機室ルーフベントファン竜巻防護対策施設） 
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図 2-4 防護ネットの割付展開図(1/2) 

（２Ｄ非常用ディーゼル発電機室ルーフベントファン竜巻防護対策施設） 
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図 2-4 防護ネットの割付展開図(2/2) 

（２Ｄ非常用ディーゼル発電機室ルーフベントファン竜巻防護対策施設） 
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図 2-5 防護ネットの割付展開図 

（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機室ルーフベントファン竜巻防護対策施設） 
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図 2-6 防護ネットの割付展開図(1/2) 

（中央制御室換気系冷凍機竜巻防護対策施設） 
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図 2-7 防護ネットの割付展開図(2/2) 

（中央制御室換気系冷凍機竜巻防護対策施設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-7 防護ネットの割付展開図 

原子炉建屋外側ブローアウトパネル竜巻防護対策施設 
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図 2-8 使用済燃料乾式貯蔵容器竜巻防護対策施設配置図 
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2.2 構造概要 

防護ネットの構造は，Ⅴ-3-別添 1-2「防護対策施設の強度計算の方針」の「3.1 防護ネッ

トの構造設計」に示す構造計画を踏まえて設定する。 

防護ネットは，ネット，ワイヤロープ，接続冶具（支持部，固定部）及び鋼製枠から構成さ

れ，原子炉建屋及び海水ポンプ室周り及び使用済燃料乾式貯蔵建屋外壁に設置する。防護ネッ

トは，防護対象施設又は開口部周辺に設置した架構に接続ボルト等を用いて取付けられ，架構

は基礎若しくは建屋の床及び壁により支持される。 

防護ネットのうちネットは，四隅にワイヤロープを縫うようにはわせたワイヤロープにより

支持し，ワイヤロープは接続冶具（支持部）を介して，鋼製枠に設置した接続冶具（固定部）

にて支持する構造とする。 

防護ネットは，ネットに作用する自重，飛来物による衝撃荷重及び風圧力による荷重をワイ

ヤロープ，接続冶具（支持部，固定部）を介して，鋼製枠に伝達する。 

防護ネットのうちネットは，飛来物が衝突した際に局部的に生じる衝撃荷重に耐え，変形す

ることにより飛来物の持つ運動エネルギを吸収し，防護対象施設への衝突を防止するものであ

る。ネットは，らせん状の硬鋼線を 3 次元的に編み込み，編み込みの方向によって主に荷重 

を受け持つ展開方向と展開直角方向の異方性を持っており，ネットに対して L 字に張った 2本

のワイヤロープで支持される。 

ワイヤロープは，展開方向に並行するワイヤロープと，展開方向に直交するワイヤロープが 

接合されていることから，ワイヤロープの張力が均一に発生する構造となっており，ワイヤロ

ープは接続冶具（支持部）であるターンバックル及びシャックルで支持される。ワイヤロープ

は，ネットの自重による平常時のたわみが大きくならないように，初期張力をかけ，トルク管

理を行う。また，ネットは 2 枚以上重ねて敷設するため，それぞれのネットの機能が発揮され

るよう，ワイヤロープや接続治具等はネットごとに同じ構成にて設置する。 

防護ネットの概要図を図 2-9 に示す。 
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図 2-9 防護ネットの概要図  
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2.3  評価方針 

防護ネットの強度計算は，Ⅴ-3-別添 1-2「防護対策施設の強度計算の方針」の「2.3 荷重

及び荷重の組合せ」及び「5. 許容限界」にて設定している荷重及び荷重の組合せ並びに許容

限界を踏まえて，防護ネットの評価対象部位に作用する応力等が，許容限界に収まることを

「3. 強度評価方法」に示す方法により，「4. 評価条件」に示す評価条件を用いて計算し，

「5. 強度評価結果」にて確認する。 

防護ネットの評価フローを図 2-10 に示す。 

防護ネットの強度評価においては，その構造を踏まえて，設計竜巻による荷重とこれに組み

合わせる荷重（以下「設計荷重」という）の作用方向及び伝達過程を考慮し，評価対象部位を

設定する。 

具体的には，設計荷重に対して，防護ネットは内側に設置した防護対象施設の機能喪失に至

る可能性のある飛来物を捕捉し防護対象施設へ衝突させないために，破断が生じないよう十分

な余裕を持った強度を有すること，及びたわみが生じても，飛来物が防護対象施設と衝突しな

いよう防護対象施設との離隔が確保できることを確認する。 

防護ネットのうち，ネットは破断が生じないことの確認として，ネットが飛来物のエネルギ

を吸収することができること，及び飛来物の衝突箇所においてネット目合いの破断が生じない

よう十分な余裕を持った強度を有することを評価する。また，防護ネットが飛来物を捕捉可能

であることを確認するために，設計荷重に対して，ネットを支持するワイヤロープ及び接続冶

具（支持部，固定部）に破断が生じないよう十分な余裕を持った強度を有することを評価す

る。 

防護ネットのうち，たわみについては，ネットに作用する設計荷重に対して，ネット及びワ

イヤロープにたわみが生じた場合でも，飛来物が防護対象施設に接触しないことを評価する。 

評価においては，防護ネットの形状，及び評価条件として，展開方向寸去と展開直角方向寸

法の比（以下「アスペクト比」という。），飛来物の衝突位置の影響及びネットの等価剛性の

取扱いの影響を考慮した評価を実施する。 

ネット寸法のアスペクト比については，電力中央研究所報告書「高強度金網を用いた竜巻飛

来物対策工の合理的な衝撃応答評価手法」（総合報告：Ｏ01)（以下「電中研報告書」とい

う。）の評価式の適用性が確認されている 1:1～2:1 の範囲で使用し，その範囲を外れる部分

はエネルギ吸収等において有効な面積とならないため，ネットの吸収エネルギ評価，ネットの

破断評価及びたわみ評価において，評価ごとに保守的な設定となるように，アスペクト比を考

慮した評価を実施する。アスペクト比の影響を考慮した評価におけるネット寸法の設定方法に

ついては，「3.5 評価方法」に示す。また，アスペクト比の影響を考慮した評価におけるネ

ット寸法は，「4. 評価条件」に示す。 

飛来物の衝突位置の影響については，評価において飛来物がネット中心に衝突する場合につ

いて評価を実施することから，中央位置からずれた位置（以下「オフセット位置」という。）

に衝突する場合の影響を考慮し，ネット，ワイヤロープ及び接続冶具の破断評価において，評

価における係数を設定する。係数の設定については「3.5 評価方法」に示す。 

ネットの等価剛性については，電中研にて複数回実施している衝撃引張試験の結果から算出

する。等価剛性の算出の方法を考慮し，ネットの吸収エネルギ評価及び防護ネットのたわみ評
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価において，評価における係数を設定する。係数の設定については，「3.4 許容限界」に示

す。 

ネット評価の考慮事項の選定について，表 2-1 に示す。 

防護ネットを支持し，ネットに作用する荷重が伝達される架構の強度評価は，Ⅴ-3-別添 1-

2-1-3「架構の強度計算書」に示す。 

 

図 2-10 防護ネットの評価フロー  

 

荷重条件（風圧力，飛来物，自重）

※1 

吸収エネルギ評価 

破断評価 衝撃荷重の算定 オフセット衝突を考慮した係数の考慮

※2

※1

ネットのたわみ評価 ネットのたわみ量の算定

ワイヤロープのたわみ評価 ワイヤロープのたわみ量の算定 

ネット本体の 

たわみ量の算定 

破断評価

※3

接続治具(支持部)に作用する

荷重及び応力の算定 
ワイヤロープ張力の算定

破断評価 応力の算定 

START 

ネットに作用する 

エネルギの算定 

ネットの評価

たわみ評価

ワイヤロープ及び接続治具(支持部)の評価 

接続治具(固定部)の評価

：荷重の伝達

ネット条件（寸法，枚数等）

※2

剛性の導出過程を考慮した

係数の考慮 

※3
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表 2-1 ネット評価の考慮事項の選定 

 吸収エネルギ評価 破断評価 たわみ評価 

算出方法 

飛来物の有する運動エネ

ルギ，自重及び風圧力に

より生じるエネルギを算

出し，ネットに生じるエ

ネルギの総量を算出。 

自重，飛来物によるネッ

トへの衝撃荷重及び風圧

力による荷重を算出し，

ネットの引張荷重及びワ

イヤロープの張力，接続

治具に発生する応力を算

出。 

自重，飛来物による衝撃

荷重及び風圧力による荷

重によりネット及びワイ

ヤロープに生じるたわみ

量を算出。 

アスペクト

比 

アスペクト比の影響を

考慮してネット寸法を

設定。 

アスペクト比の影響を

考慮してネット寸法を

設定。 

アスペクト比の影響を

考慮してネット寸法を

設定。 

衝突位置 

オフセット衝突時のネッ

トの吸収エネルギは中央

衝突と同等であることか

ら，オフセットによる影

響はなく考慮不要。 

オフセット衝突時の衝撃

荷重が中央衝突より増加

することを算出荷重に考

慮する。 

ネットの最大たわみ位置

である中央位置のたわみ

及びオフセット位置のた

わみを考慮して，たわみ

量を設定。 

ネット 

剛性 

等価剛性の算出過程の影

響から定められる係数を

限界吸収エネルギに考慮

する。 

荷重による各部位の評価

であり，ネットの等価剛

性を用いた評価は行って

いないため考慮不要。 

等価剛性の算出過程の影

響から定められる係数を

飛来物の衝突によりネッ

ト本体に生じるたわみ量

に考慮する。 

 

2.4  適用規格 

適用する規格，基準，指針等を以下に示す。 

・日本工業規格(ＪＩＳ) 

・「発電用原子力設備規格 設計・建設規格 ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣl-2005/2007」 

（（社）日本機械学会（以下「ＪＳＭＥ」という。） 

・「原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 ＪＥＡＧ４６０１・補-

1984」（社）日本電気協会 

・「原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡＧ４６０１－1987」（社）日本電気協会 

・「原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡＧ４６０１－1991 追補版」（社）日本電気協会 

・「鋼構造設計規準―許容応力度設計法―」（社）日本建築学会(2005) 

・「建築物荷重指針・同解説」（社）日本建築学会(2004 改定) 

・「小規模吊橋指針・同解説」（社）日本道路協会 
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3. 強度評価方法 

3.1 記号の定義 

(1) 防護ネット 

a. 吸収エネルギ評価 

吸収エネルギ評価に用いる記号を表 3-1 に示す。 

 

表 3-1 吸収エネルギ評価に用いる記号(1/2) 

記号 単位 定義 

ａ mm ネット 1 目合いの対角寸法 

ａｓ mm ネット 1 目合いの破断変位 

ｂ mm 設計飛来物の端面の長辺方向寸法 

ｃ mm 設計飛来物の端面の短辺方向寸法 

Ｅｆ kJ 設計飛来物衝突時にネットに作用するエネルギ 

Ｅｉ kJ i 番目の列におけるネットの吸収可能なエネルギ 

Ｅｍａｘ kJ ネット設置枚数 n を考慮した限界吸収エネルギ 

Ｅｔ kJ ネット設置枚数 n を考慮したネットに作用する全エネルギ 

Ｅｗ kJ 自重及び風圧力によりネットに作用するエネルギ 

Ｆｉ kN 設計飛来物衝突時の i 番目の列における作用力 

Ｆｗ kN 自重及び風圧力によりネットに作用する荷重 

Ｋ kN/m ネット 1 目合いの等価剛性 

Ｋｘ kN/m ネット設置枚数 n を考慮したネット 1 目合いの展開方向の 1 列の等価

剛性 

Ｋｘ’ kN/m ネット 1 目合いの展開方向の 1列の等価剛性 

Ｌｘ m ネット展開方向寸法 

Ｌｙ m ネット展開直角方向寸法 

ｍ kg 設計飛来物の質量 

Ｎｘ ― ネット展開方向目合い数 

Ｎｙ ― ネット展開直角方向目合い数 

Ｐｉ kN 設計飛来物衝突時にネットに発生する i番目の列における張力 

Ｐｗ kN ネットの自重により作用する荷重 

ｖ m/s 設計飛来物の移動速度 

Ｗｗ kN 風圧力によりネットに作用する荷重 

Ｘｉ m i 列目のネットの伸び 
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表 3-1 吸収エネルギ評価に用いる記号(2/2) 

記号 単位 定義 

δ m 設計飛来物衝突時のネットの最大たわみ量 

δａ m 自重及び風圧力における荷重によるたわみ量 

δｉ m i 番目の列におけるネットのたわみ量 

δｍａｘ m ネットの最大たわみ量 

θｉ deg i 番目の列におけるネットたわみ角 

θｍａｘ deg ネットの最大たわみ角 

φ － ネットの充実率 

ρ kg/m3 空気密度 

 

b. 破断評価 

  破断評価に用いる記号を表 3-2 に示す。 

 

表 3-2 破断評価に用いる記号(1/2) 

記号 単位 定義 

ａｗ mm 取付けプレート溶接部ののど厚  

Ａｂ mm2 ボルト呼び径断面積  

ＣＣ － ワイヤグリップの効率  

Ｅｔ kJ ネット設置枚数nを考慮したネットに作用する全外力エネルギ  

Ｆ１ kN 
設計飛来物衝突時のネットの許容荷重（ネット1目合いの破断荷

重）  

Ｆ２ kN 
設計飛来物衝突時にネット目合い1箇所が受ける衝撃荷重の最大

値  

Ｆ３ kN ワイヤロープ破断荷重（JIS規格値）  

Ｆａ kN 設計飛来物衝突時にネットが受ける最大衝撃荷重  

Ｆａ’ kN 
設計飛来物衝突時にネットが受けるオフセット衝突を加味した

最大衝撃荷重 

ＦＰ kN ワイヤロープにより接続用の治具（支持部）に作用する荷重  

ＦＰ１ kN 
設計飛来物がネットに衝突する際に1本目のワイヤーロープから

隅角部へ作用する合成荷重 

ＦＰ２ kN 
設計飛来物がネットに衝突する際に2本目のワイヤーロープから

隅角部へ作用する合成荷重 

Ｆｘ kN 
設計飛来物がネットに衝突する際ワイヤーロープから隅角部へ

作用するX方向の合成荷重 

Ｆｙ kN 
設計飛来物がネットに衝突する際ワイヤーロープから隅角部へ

作用するY方向の合成荷重 
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表 3-2 破断評価に用いる記号(2/2) 

記号 単位 定義 

Ｌ mm 面取り長さ  

ＬＰｗ mm 取付けプレート溶接部の有効長さ  

ＬＰ１ mm アイプレート長さ（縦方向）  

ＬＰ２ mm アイプレート長さ（横方向）  

Ｌｘ m ネット展開方向寸法  

Ｌｙ m ネット展開直角方向寸法  

ｎ 枚 ネット設置枚数  

ｎ１ 個 飛来物の衝突位置周辺のネット1枚当たりの目合いの個数  

ｎ２ 本 隅角部固定ボルト本数  

Ｓ mm アイプレート溶接部の溶接脚長  

Ｔ’ kN 
設計飛来物のネットへの衝突によりn枚のネットに発生する張力の合計

の最大値  

Ｔ１’ kN 
設計飛来物のネットへの衝突によりワイヤロープ1本に作用する張力の

最大値  

Ｔｘ kN 
設計飛来物のネットへの衝突により展開方向のワイヤーロープから発生

するX方向の荷重  

Ｔｘ’ kN 
設計飛来物のネットへの衝突により展開直角方向のワイヤーロープから

発生するX方向の荷重 

Ｔｙ kN 
設計飛来物のネットへの衝突により展開方向のワイヤーロープから発生

するY方向の荷重  

Ｔｙ’ kN 
設計飛来物のネットへの衝突により展開直角方向のワイヤーロープから

発生するY方向の荷重 

δ m 設計飛来物衝突時のネットの最大たわみ量  

δｗ m ワイヤロープのたわみ量  

θ deg 設計飛来物衝突時のネットのたわみ角  

θｗ１ deg ネット展開方向に平行なワイヤロープのたわみ角  

θｗ２ deg ネット展開直角方向に平行なワイヤロープのたわみ角  

θｘ deg 設計飛来物衝突時のネット展開方向に平行のネットたわみ角  

θｙ deg 設計飛来物衝突時のネット展開直角方向に平行のネットたわみ角  

σｓ MPa 隅角部固定ボルトに発生するせん断応力  

τＷ MPa アイプレート溶接部に発生するせん断応力  
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c. たわみ評価 

  たわみ評価に用いる記号を表 3-3 に示す。 

 

表 3-3 たわみ評価に用いる記号(1/2) 

記号 単位 定義 

Ｅｉ kJ i番目の列におけるネットの吸収可能なエネルギ  

Ｅｔ kJ ネット設置枚数nを考慮したネットに作用する全外力エネルギ  

Ｆａ kN 飛来物衝突時にネットが受ける最大衝撃荷重  

ＦＰ kN 
設計飛来物がネットに衝突する際2方向のワイヤーから支持部へ

作用する合成荷重 

Ｋｘ kN/m ネット1目合いの展開方向の1列の等価剛性  

Ｌｂ m 変形前のワイヤロープ長さ  

Ｌｍｉｎ m 防護ネットと防護対象施設の最小離隔距離  

Ｌｘ m ネット展開方向寸法  

Ｌｙ’ m ワイヤロープへの飛来物の影響範囲 

Ｌｙ m ネット展開直角方向寸法  

Ｌｚ m ワイヤロープの全長  

ｎ 枚 ネット設置枚数  

Ｎｙ 個 ネット展開直角方向目合い数  

Ｓ m 変形後のワイヤロープ長さ  

Ｓｘ m 
ネット展開方向と平行に配置されているワイヤロープの変形後の

長さ  

Ｓｙ m 
ネット展開直角方向と平行に配置されているワイヤロープの変形

後の長さ  

Ｔ１’ kN 
設計飛来物のネットへの衝突により1枚のネットのワイヤロープ1

本に作用する張力の最大値  

δ m 飛来物衝突時のネットの最大たわみ量  

δｉ m 飛来物衝突時のi番目の列におけるネットのたわみ量  

δ’ m 設計飛来物衝突時のワイヤロープの変形による伸び量  

δｔ m ワイヤロープのたわみ量を含めた防護ネット全体のたわみ量  

δｗ m ワイヤロープのたわみ量  

δｗｘ m 
ネット展開方向に平行に配置されているワイヤロープの変形後の

たわみ量  

δｗｙ m 
ネット展開直角方向に平行に配置されているワイヤロープの変形

後のたわみ量  
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表 3-3 たわみ評価に用いる記号(2/2) 

記号 単位 定義 

ε － ワイヤロープのひずみ量  

θ deg 設計飛来物衝突時のネットのたわみ角  

θｘ deg 設計飛来物衝突時のネット展開方向に平行のネットのたわみ角  

θｙ deg 
設計飛来物衝突時のネット展開直角方向に平行のネットのたわみ

角  

 

 

3.2 評価対象部位 

(1) 防護ネット 

a. ネット 

ネットの評価対象部位は，Ⅴ-3-別添 1-2「防護対策施設の強度計算の方針」の「5.1 

防護ネットの許容限界」にて示している評価対象部位を踏まえて，「2.2 構造概要」にて

設定している構造に基づき，設計荷重の作用方向及び伝達過程を考慮し設定する。  

設計荷重は，ネットに直接作用する。このため，設計荷重に対する評価対象部位は，ネ

ットとする。評価対象部位について図 3-1 に示す。 

b. ワイヤロープ 

ワイヤロープの評価対象部位は，Ⅴ-3-別添 1-2「防護対策施設の強度計算の方針」の

「5.1 防護ネットの許容限界」にて示している評価対象部位を踏まえて，「2.2 構造概

要」にて設定している構造に基づき，設計荷重の作用方向及び伝達過程を考慮し設定する。 

設計荷重は，ネットに作用し，ワイヤロープに作用するため，設計荷重に対する評価対

象部位は，ワイヤロープとする。 

c. 接続治具（支持部） 

接続治具（支持部）の評価対象部位は，Ⅴ-3-別添 1-2「防護対策施設の強度計算の方

針」の「5.1 防護ネットの許容限界」にて示している評価対象部位を踏まえて，「2.2 構

造概要」にて設定している構造に基づき，設計荷重の作用方向及び伝達過程を考慮し設定

する。 

設計荷重は，ネットに作用し，ワイヤロープを介して接続治具（支持部）に作用するた

め，設計荷重に対する評価対象部位は，接続治具（支持部）であるターンバックル及びシ

ャックルとする。 

d. 接続治具（固定部） 

接続治具（固定部）の評価対象部位は，Ⅴ-3-別添 1-2「防護対策施設の強度計算の方

針」の「5.1 防護ネットの許容限界」にて示している評価対象部位を踏まえて，「2.2 構

造概要」にて設定している構造に基づき，設計荷重の作用方向及び伝達過程を考慮し設定

する。 

設計荷重は，ネットに作用し，ワイヤロープ，接続治具（支持部）を介して接続治具

（固定部）である隅角部固定ボルト，アイプレートに作用する。 
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アイプレートは，プレート本体，プレートと鋼製枠の溶接部，プレートとリブの溶接部

及びリブと鋼製枠の溶接部と評価部位があるが，評価上溶接線が最も短いリブと鋼製枠の

溶接部を評価対象部位とする。 

隅角部固定ボルトの評価対象部位を図 3-2 に，アイプレート（溶接部）の評価対象部位

を図 3-3 に示す。 

 

 

図 3-1 ネットの評価対象部位 
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図 3-2 隅角部固定ボルトの評価対象部位 

 

 

図 3-3 ワイヤロープの取付けプレート(溶接部)の評価対象部位 

  

45



 

22 

N
T
2
 
補
②

 Ⅴ
-
3
-別

添
1
-
2-
1
-
1
 
R
1 

3.3 荷重及び荷重の組合せ 

強度評価に用いる荷重は，Ⅴ-3-別添 1-2「防護対策施設の強度計算の方針」の「2.3 荷重

及び荷重の組合せ」にて設定している荷重の種類を踏まえ設定する。 

(1) 荷重の設定 

a. 常時作用する荷重 

自重を考慮する。なお，これらの荷重はネットの設置方向を考慮する。自重は鉛直下向

きに発生するため，水平方向に設置した防護ネットに対し，考慮することとする。鉛直方

向設置ネットについては，自重と飛来物の衝突荷重は作用する方向が異なることから考慮

しない。 

また，ワイヤロープ及び接続治具（支持部，固定部）の自重については，ネットから作

用する荷重に比べ十分に小さいことから考慮しない。 

ワイヤロープ及び接続治具（支持部，固定部）の評価時は，上載荷重としてネットの自

重を考慮する。 

b. 設計竜巻による荷重 

設計竜巻による荷重として，風圧力による荷重，気圧差による荷重及び飛来物の衝撃荷

重を考慮する。なお，防護ネットは閉じた空間にないため，気圧差による荷重は考慮しな

い。飛来物による衝撃荷重としては，衝撃荷重が大きくなる向きで飛来物がネットに衝突

することを想定する。 

強度評価に用いる荷重は，以下の荷重を用いる。荷重の算定に用いる竜巻の特性値を，

表 3-4に示す。 

 

表 3-4 設計竜巻による荷重の算定に用いる竜巻の特性値 

最大風速 

ＶＤ 

(m/s) 

移動速度 

ＶＴ 

(m/s) 

最大接線風速 

ＶＲｍ 

(m/s) 

最大気圧低下量 

ΔＰｍａｘ 

(N/m２) 

100 15 85 8900 

 

(a) 風圧力による荷重(WW) 

風圧力による荷重 Wwは，次式により算定する。 

 

1000
CGq ・φ・Ａ・・

＝Ｗ ａ
Ｗ  

 

設計用速度圧ｑは，次式により算定する。 

 

２
ＤρＶ

　2
1q  
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(b) 飛来物による衝撃荷重 

破断評価においては，飛来物による衝撃荷重は以下のとおり算出する。 

ネットの飛来物による衝撃荷重Ｆa”は時間とともに比例的に増加すると仮定すると，

衝撃荷重Ｆa”は以下のとおり算出される。 

・・　①・”＝Ｆ tQa  

したがって，速度ｖは式①の衝撃荷重Ｆa”から，以下のとおり算出される 

　・・　②＋ｖ
ｍ

・ｔ
　＝－

”Ｆｖ＝－

1

2

t

0 a

2
Q

dt
m
1

 

さらに，設計飛来物の移動距離ｄは，式②の速度ｖから以下のとおり算出される。 

ｔ・・　③＋ｖ
・

　＝－

ｄ＝

1

3

t

0

m6
tQ

dtv
 

設計飛来物が衝突しネットのたわみが最大になる時間ｔ１におけるネットの変位はδ，

設計飛来物の速度は 0 であるから，式②及び③より，  

　・・　④ｖｍ＝Ｑ・ 1
2
1 2t  

11

3
1

6
ｔ＋ｖ

ｍ

Ｑ・ｔ
＝－δ  

上記 2式を連立し， 

113
2

ｔｖ＝δ  

よって， 

δ　・・　⑤
ｖ

＝ｔ
1

1 2
3

 

以上より，時間ｔ1における衝撃荷重Ｆa”は式①及び④より， 

1

1
a t

v2ｍ
”＝Ｆ  

さらに，式⑤と連立し， 

　・・　⑥
・δ

ｖｍ
”＝Ｆａ 3

4 2
1  

また，時間ｔ1における設計飛来物の衝突によりネットに作用するエネルギＥｆは，衝

突時の設計飛来物の運動エネルギとして，以下より求められる。 

　・・　⑦＝Ｅｆ

2
1vm

2
1
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従って，式⑥及び⑦より，  

 

　・・　⑧
・δ

Ｅ
”＝Ｆａ 3

8 f  

 

(2) 荷重の組合せ 

a. ネット 

(a) ネット 

ネット目合い寸法 40 mm のネットを 2 枚設置するため，鋼製パイプはすり抜けること

はないが，鋼製パイプよりも小さい飛来物のすり抜け低減対策として，念のためにネッ

ト 2 枚の上部にさらにネット目合い寸法 40 mm のネット 1 枚を補助金網として設置して

いることから，これを上載荷重とし，ネットに作用する荷重として，上載荷重，ネット

の自重，飛来物がネットに衝突する場合の衝撃荷重及び風圧力による荷重を組み合わせ

た荷重を設定する。 

(b) ワイヤロープ及び接続治具（支持部） 

設計飛来物がネットに衝突する場合にワイヤロープ等に作用する荷重は，ネットから

ワイヤロープに伝達し，その荷重を接続治具（支持部）を介して接続治具（固定部）に

伝達することから，ネットに作用する荷重を評価対象部位であるワイヤロープ及び接続

治具（支持部）に作用する荷重として設定する。 

ワイヤロープ及び接続治具（支持部）に作用する自重及び風圧力による荷重について

は，ネットに作用する荷重に比べて十分小さいことから考慮しない。 

(c) 接続治具（固定部） 

設計飛来物がネットに衝突する場合にネット取付部への荷重は，ネットからワイヤロ

ープ，接続治具（支持部）を介して接続治具（固定部）に作用することから，ワイヤロ

ープからの荷重を評価対象部位である隅角部固定ボルト，アイプレートに作用する荷重

として設定する。 

接続治具（固定部）に作用する自重及び風圧力による荷重については，ネットに作用

する荷重に比べて十分小さいことから考慮しない。 

 

吸収エネルギ評価，破断評価及びたわみ評価における，ネット，ワイヤロープ及び接

続治具（支持部及び固定部）に作用する荷重及びその組合せを表 3-5 から表 3-7 に示す。 
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表 3-5 吸収エネルギ評価における荷重及びその組合せ 

ネット 

考慮する荷重 

常時作用する 

荷重 

飛来物による 

衝撃荷重 

風圧力による 

荷重 

・原子炉建屋（ディーゼル発

電機室屋上，原子炉棟外壁

及び付属棟屋上） 

・海水ポンプ室周り 

・使用済燃料乾式貯蔵建屋外

壁 

水平
○ 

（自重＋上載荷重）
○ － 

側面 － ○ ○ 

＜凡例＞ ○：考慮する，－：考慮しない 

 

表 3-6 破断評価における荷重及びその組合せ(2/2) 

設置エリア 評価対象部位 

考慮する荷重 

常時作用す

る荷重 

飛来物 

による 

衝撃荷重 

風圧力 

による 

荷重 

・原子炉建屋（ディー

ゼル発電機室屋上，

原子炉棟外壁及び付

属棟屋上） 

・海水ポンプ室周り 

・使用済燃料乾式貯蔵

建屋外壁 

水平 

ネット 

○ 

（自重＋上

載荷重） 

○ － 

ワイヤロープ 

○ 

（自重＋上

載荷重） 

○ － 

側面 

ネット － ○ ○ 

ワイヤロープ － ○ ○ 

＜凡例＞ ○：考慮する，－：考慮しない 

 

3.4 許容限界 

ネットの許容限界は，Ⅴ-3-別添 1-2「防護対策施設の強度計算の方針」の「5. 許容限界」

にて設定している許容限界を踏まえて，「3.2 評価対象部位」にて設定した評価対象部位の機

能損傷モードを考慮して設定する。 

吸収エネルギ評価，破断評価及びたわみ評価の許容限界を以下に示す。 
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(1) 吸収エネルギ評価 

吸収エネルギ評価においては，計算により算出するネットの限界吸収エネルギがネットに

作用する外力エネルギ以上であることにより，ネットが破断しないことを確認する。ネット

1 目合いの要素試験の結果から得られる目合い展開方向の限界伸び量によりネットの最大変

形角が定まり，ネット最大変形角における吸収エネルギがネットの有する限界吸収エネルギ

Emaxとなる。Emaxに係数を考慮した値を吸収エネルギ評価の許容限界とする。 

限界吸収エネルギは，複数枚を重ね合わせたネットを一体として扱ったモデルにて算出す

る。また，ネットの変形及び吸収エネルギの分布を考慮したオフセット衝突位置での吸収エ

ネルギ評価の結果，電中研報告書を参照して，ネット最大たわみ時のネットの全長は飛来物

のネットへの衝突位置によらずネット最大たわみ時展開方向の長さで一定であり，ネットに

発生する張力も一定となることから，飛来物のネットへの衝突位置によらずネットから飛来

物への反力も同等となり，オフセット位置への飛来物の衝突時の吸収エネルギは中央衝突時

と同等となる。したがって，吸収エネルギ評価では中央衝突の場合にて評価を行う。 

最大吸収エネルギは，ネット1目合いの展開方向の1列の等価剛性，展開方向寸及びたわみ

量から，以下のとおり算出される。吸収エネルギ評価におけるネットのモデル図を図3-4に

示す。 

 

 

図 3-4 限界吸収エネルギ評価におけるネットのモデル図 
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図 3-4 に示すとおりネットの展開方向に 1 目合いごとにで囲った形に帯状に分割し，N1か

ら Ny までの各列が分担するエネルギを各列のたわみ量から算定し，それらを積算すること

によりネットの吸収するエネルギを算出し，ネットが吸収可能な限界吸収エネルギを算出す

る。 

ただし，中央部の最大たわみ量が発生する列数は，飛来物の寸法及びネット目合いの対角

寸法から算出されるネット展開直角方向目合い列数を考慮して設定する。飛来物の端部寸法

（b×c）及びネット目合いの対角寸法 a を考慮し，最大たわみが発生する場合のネット展開

直角方向目合い列数を以下のとおり算出する。ネットの吸収エネルギが小さくなるよう，目

合い列数の算出に用いる飛来物の寸法として値の小さい寸法 cを適用し，最大たわみが生じ

る目合い列数を少なくすることにより，限界吸収エネルギが小さくなるように評価する。 

評価モデルとしては，展開方向に 1 目合いごとに帯状に分割するモデルとしており，限界

吸収エネルギが小さく算出されるよう，三角形モデルとして評価を実施する。 

吸収エネルギ評価の許容限界の算定フローを図 3-5 に示す。 

 

 

図 3-5 吸収エネルギ評価の許容限界の算定フロー 

 

電中研報告書のネット 1 目合いの引張試験から 1 目合いの破断変位を設定する。ネット 1

目合いの破断変位から算出する最大たわみ角から，飛来物が衝突した際の列の最大たわみ量

δｍａｘは次式により算定される。 

ｍａｘｍａｘ θ＝ tan
2
LX  

 

Ｓ

－
ｍａｘ

ａ＋ａ

ａ
＝θ 1cos  

ネットを構成するネットの展開方向の目合い数Ｎｘは，ネット展開方向寸法Ｌｘ及びネッ

ト 1 目合いの対角寸法 a から求める。展開直角方向の目合い数Ｎｙは，ネット展開直角方向

寸法 Ly 及びネット 1 目合いの対角寸法 a から求める。ネットを構成する 1 目合いはそれぞ

 a 

a+as 

θmax 
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れ K の等価剛性を持っているため，1 列当たりバネ定数Ｋを持つバネをＮｘ個直列に接続し

たものと考えることができる。そのため，1列当たりの剛性Ｋｘ’は 

ａ

Ｌ
＝　　　，

ａ

Ｌ
＝ ｙｘ

ｘ

1000
N1000N y  

ネット展開方向剛性 
ｘ

ｘ ＝’Ｋ
N
K

 

となる。ただし，Ｎｘ，Ｎｙの算出において限界吸収エネルギの値が小さくなるようにＮｘ

は保守的に切り上げ，Ｎｙは保守的に切り捨てた値を用いる。また，補助金網のエネルギ吸

収に期待しないため，補助金網を除くネット設置枚数を考慮したネット展開方向剛性Ｋｘは，

次式により算出される。 

0.5KK ｎ＋’＝ ｘｘ  

飛来物が衝突しなかった列のたわみ量δi は，最大たわみ量δｍａｘからネット端部のたわ

み量 0までの間を，非接触の列の数の分だけ段階的に減少していくと考える。ネットの最大

たわみ量と最大たわみ角を図 3-6 に示す 

 

 

図 3-6 最大たわみ量と最大たわみ角 

 

ネットに飛来物が衝突した際のネットにかかる張力を，ネットの剛性及びネットの伸び量

から算出する。ネットに作用する力のつり合いを図 3-7 に示す。 

 

図 3-7 ネットに作用する力のつり合い 

 

i 番目の列におけるネットの張力Ｐｉは，飛来物の衝突位置の左右を分割して考えると，

伸び量はＸｉ/2，剛性は 2Ｋｘとなることから，  
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ⅰ
ｘⅰ

Ｘ　＝

Ｘ
＝Ｐ

K
2

K2
 

となる。また，作用力Ｆｉは変位量とたわみ量の関係から，  

　・・　⑨
＋Ｌ

－δ　＝

θ－θＬ　＝

θＸ　＝

θＰ＝Ｆ

ｘ

ⅰｘ

ｉｉＸｘｘ

ｉⅰｘ

ｉⅰⅰ

22
i

x

4
L1K4

sintanK2
sinK2

sin2

 

 

ネットに飛来物が衝突した際のネットにかかる作用力Ｆｉを積分することにより i 番目の

列における吸収エネルギＥｉを次式に示す。 

　・・　⑩－＋δ－δ　＝

＋δ
－δ　　＝

δＦ＝

ｘｘｉｘｘｉｘ

ｘｉ

ｘ
ｉｘ

ｉｉｉ

LL4LKK2

d
L4

L1K4

dE

222

0 i22

0

i

i

 

 

以上から，ネット設置枚数ｎを考慮した限界吸収エネルギＥｍａｘは，各列の吸収エネルギ

Ｅｉを第 1 列から第Ｎｙ列まで積算することにより求められる。 

　・・　⑪－Ｌ＋ＬＬ－　　＝

Ｅ＝Ｅ

＝
ｘｘⅰｘｘⅰｘ

Ｎ

＝
ⅰｍａｘ

y

y

N

1i

222

1i

4KK2
 

 

(2) 破断評価 

a. ネット 

破断評価においては，計算により算出するネットに作用する荷重がネットの素材の持つ

破断強度以下であることにより，ネットに破断が生じないよう十分な余裕を持った強度を

有することを確認する。防護ネットは，飛来物の衝突に対し，塑性変形することでエネル

ギを吸収し，飛来物を捕捉することから，ネット目合いの破断試験結果を安全側に整理し

 

Lx/2 

Lx/2+Xi/2 

θi 

δi
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たものを許容限界とする。具体的には，ネット目合いに作用する引張荷重を算出するため，

電中研報告書を参照してネット目合いの引張試験に基づいた 1交点当たりの破断荷重，飛

来物衝突時の周辺の交点数及び防護ネットの設置枚数から，防護ネットの許容引張荷重を

算出する。 

表 3-7 にネットの破断評価の許容限界を示す。 

表 3-7 ネットの破断評価の許容限界 

評価対象部位 許容限界 

ネット Ｆ１ 

 

b. ワイヤロープ 

ワイヤロープは，ネットと一体となって飛来物を捕捉するため，ネットと同様に塑性変

形を許容することから，破断荷重を許容限界とする。具体的な破断荷重は，ネットメーカ

が実施した引張試験にて確認した破断荷重よりも保守的な値であるＪＩＳに規定されてい

る破断荷重を許容限界とする。ワイヤロープについては，その端部にワイヤグリップを設

置しており，その効率 Ccに基づき，許容限界を表 3-8 のように設定する。 

 

表 3-8 ワイヤロープの破断評価の許容限界 

評価対象部位 規格値 許容限界 備考 

ワイヤロープ Ｆ３ Ｃｃ・Ｆ３ ワイヤグリップの効率を考慮 

 

c. 接続治具（支持部） 

ターンバックル及びシャックルは，破断しなければネットを設置位置に保持することが

でき，飛来物を捕捉可能である。したがって，ワイヤロープの張力に対し，設計荷重が十

分な裕度を有していることを確認する。ターンバックル及びシャックルについては，破断

荷重よりも保守的な値である，規格値を 1.5 倍した値を許容限界として表 3-9 のように設

定する。 

 

表 3-9 ターンバックル及びシャックルに適用する許容限界 

評価対象部位 規格値 許容限界 

ターンバックル  

追而 

 シャックル 

 

d. 接続治具（固定部） 

隅角部固定ボルトの破断評価においては，計算により算出する応力が隅角部固定ボルト

に破断が生じないよう十分な余裕を持った強度を許容限界とする。具体的には，隅角部固

定ボルトの許容限界は，ＪＥＡＧ4601 を準用し，「その他の支持構造物」の許容限界を
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適用し，許容応力状態ⅣAS から算出した許容応力を許容限界とする。 

隅角部固定ボルトに適用する許容限界を表 3-10 に示す。 
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表 3-10 隅角部固定ボルトに適用する許容限界 

評価対象部位 材質 温度 

(℃) 

考慮すべき 

損傷モード 

許容応力 

(MPa) 

追而 

（注 1）各評価対象部位の最高使用温度を示す。  

（注 2）ｆｓ＊：許容せん断応力  

ＪＳＭＥ ＳＳＢ－３１２０又はＳＳＢ－３１３０に規定される値  

（注 3）母材である取付けプレートの材質 

 

(3) たわみ評価 

防護ネットは，自重，設計飛来物による衝撃荷重及び設計竜巻の風圧力による荷重に対し，

計算により算出する防護ネットの最大たわみ量がネットと防護対象施設の離隔距離未満であ

ることを確認するため，ネットと防護対象施設の最小離隔距離を許容限界Ｌｍｉｎとして設定

する。 

表 3-11 に防護ネットのたわみ評価の許容限界を示す。 

 

表 3-11 防護ネットのたわみ評価の許容限界 

評価対象項目 許容限界 

防護ネットの 

最大たわみ量 

ネットと防護対象施設の 

最少隔離距離(Ｌｍｉｎ) 

 

3.5 評価方法 

防護ネットのネットに吸収エネルギ評価，破断評価及びたわみ評価の方法を以下に示す。評

価に際しては，アスペクト比及び飛来物の衝突位置の影響に対して以下を考慮した評価を実施

する。 

・アスペクト比の取扱い 

ネットは展開方向，展開直角方向の2方向で剛性が異なり，それぞれの方向に対して伸び

量の制限があるため，展開方向：展開直角方向のアスペクト比が1:1～2:1の範囲で使用

し，その範囲を外れる部分はエネルギー吸収等において有効な面積とならないとして評価

する。アスペクト比が1:1より小さな場合（展開方向寸法が展開直角方向寸法より短い場

合）は，アスペクト比を1:1として評価する。エネルギー吸収できる量が小さく，破断荷重

が大きく算出されるように設定する。アスペクト比が2:1より大きな場合（展開方向寸法が

展開直角方向寸法の2倍より長い場合）は，ネット評価寸法のアスペクト比を2:1とする

が，吸収エネルギー評価及びたわみ評価においては，エネルギー吸収できる量が小さく，

たわみ量が大きくなるように，展開方向の1列の等価剛性は本来のネット形状の展開方向寸

法に対応する値を用いて評価する。一方，破断評価においては，破断荷重が大きくなるよ

うに，展開方向寸法を短く見込んで等価剛性を設定し評価する。 

アスペクト比が 1:1 より小さな場合の評価方法を表 3-12，アスペクト比が 2:1 より大き
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な場合の評価方法を表 3-13 に示す。 

 

表 3-12 アスペクト比が 1:1 より小さな場合の評価方法 

評価項目 吸収エネルギ 破断 たわみ 

評価区画

イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 3-13 アスペクト比が 2:1 より大きな場合の評価方法 

評価項目 吸収エネルギ 破断 たわみ 

評価区画

イメージ 

限界吸収エネルギ量が

小さくなるようにアス

ペクト比を設定 

 

 

 

 

 

作用する荷重が大きく

なるようにアスペクト

比を設定 

 

 

 

 

 

たわみ量が大きくなる

ようにアスペクト比を

設定 

 

 

 

 

 

 

・飛来物の衝突位置の影響 

評価においては，飛来物の衝突位置として中央位置に衝突することを想定した評価を実

施しており，中央位置からずれたオフセット位置に衝突する場合の影響を考慮する。 

吸収エネルギー評価においては，電中研報告書を参照して，ネット最大たわみ時のネッ

トの全長は飛来物のネットへの衝突位置によらずネット最大たわみ時展開方向の長さで一

定であり，ネットに発生する張力も一定となることから，飛来物のネットへの衝突位置に

よらずネットから飛来物への反力も同等となり，オフセット位置への飛来物の衝突時の吸

収エネルギーは中央衝突時と同等となる。従って，吸収エネルギー評価では中央衝突の場

合にて評価を行う。 

破断評価においては，中央位置への衝突に対してオフセット位置への衝突では，その移

動距離が短くなることから，式⑦から中央位置衝突時よりもオフセット位置衝突時の方が

作用する荷重が大きくなることを踏まえ，作用する荷重が大きくなるように，中央位置衝

突時とオフセット位置衝突時の移動距離を踏まえた係数を作用する荷重に乗じる。ただ

し，ネット端部近傍に衝突する場合には，飛来物は傾き，飛来物の側面がネットや架構に

Ｌｙ Ｌｙ

Ｌｘ 

Ｌｙ

（Ｋ値算出用）

Ｌｘ (≦2Ｌｙ) 

（Ｋ値算出用）

2 

1

Ｌｘ(≦2Ｌｙ) 

（Ｋ値算出用）

2 

1

Ｌｙ

Ｌｘ 

1 

1 Ｌｙ

Ｌｘ 

1 

1 Ｌｙ

Ｌｘ 

1 

1 
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接触すると考えられ，衝撃荷重は小さくなる。 

たわみ評価においては，ネットの全長が飛来物の衝突位置によらず，ネット最大たわみ

時展開方向の長さで一定となるため，たわみの軌跡が楕円状となることを考慮して評価す

る。さらに，ネットに対して飛来物がオフセット位置へ衝突した場合においても，各ワイ

ヤロープに対して均等に張力が発生するため，算出結果は飛来物の衝突位置によらず適用

可能である。また，ワイヤロープの初期張力は小さくワイヤロープの評価において有意で

はないため計算上考慮しない。 

 

(1) 吸収エネルギ評価 

吸収エネルギ評価においては，電中研評価式を参照して，ネットが異方性材料であること

を考慮した吸収エネルギ算出のモデル化を行い，自重，上載荷重，風圧力による荷重及び飛

来物による衝撃荷重による外力エネルギがネットの有する限界吸収エネルギを下回ることを

確認する。 

評価においては，複数枚の重ね合わせたネットを一体として考えたモデルにて評価を実施

する。 

式⑪より，Ｅｍａｘは以下のとおりである。 

　・・　⑪－Ｌ＋ＬＬ－＝
ｙ

＝
ｘｘⅰｘｘⅰｘｍａｘ

N

1i

222 4KK2E  

 

自重，上載荷重及び風圧力による荷重によりネットに作用する荷重Ｆｗは，ネット全体に

等分布荷重として作用するものであるため，実現象に合わせネット展開直角方向に対しては

荷重が等分布となるよう作用させる。一方，ネット展開方向に対しては，評価モデル上の制

約により均一に荷重を作用させることが困難であるため，ネットに作用する外力エネルギが

保守的に大きくなるよう，Ｆｗが全てネット展開方向Ｌｘの中央に作用したとして，ネット

にかかる作用力の式を用いて展開方向の 1列当たりの自重，上載荷重及び風圧力による荷重

によりネットが受ける外力エネルギを算出し，列数倍することでネット全体が自重，上載荷

重及び風圧力による荷重により受ける外力エネルギを算出する。 

評価条件であるＫｘ及びＬｘ並びに自重，上載荷重及び風圧力による荷重から算出するＦｗ

を式⑨に代入して数値計算を実施することにより，自重，上載荷重及び風圧力による荷重に

よるたわみ量δａが算出される。 

2L4
L1K4

ｘａ

ｘ
ａｘｙｗ

＋
－＝ＮＦ  

但し， ｗｗｗ Ｗ＋＝ＰＦ  

 

上式にて算出したδａを式⑩において，展開方向の１列当たりの自重及び風圧力による荷

重によりネットが受けるエネルギを列数倍する以下の式に代入することにより，自重及び風

圧力による荷重によりネットが受けるエネルギＥｗが算出される。 
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ｘｘⅰｘｘⅰｘｙｗ －Ｌ＋ＬＬ－＝ＮＥ
222 4KK2  

設計飛来物の衝突によりネットに作用するエネルギーＥｆは，衝突時の設計飛来物の運動

エネルギーとして，以下より求められる。 

2

2
1

ｖｍ＝Ｅｆ  

飛来物の飛来速度は，鉛直の飛来速度にて算出する。斜め方向から衝突した場合の飛来速

度の水平方向速度成分及び鉛直方向速度成分は，評価に用いる鉛直最大飛来速度を下回る。

また，飛来物がネットに対して斜め方向から衝突する場合は，飛来物が衝突後に回転し，ネ

ットと飛来物の衝突面積が大きくなるため，ネットに局部的に作用する荷重は小さくなる。

したがって，飛来物の衝突方向は，ネットに局部的に作用する荷重が大きくなるようにネッ

トに対して垂直に入射するものとし，その飛来速度は鉛直最大飛来速度を用いる。 

以上から，ネット設置枚数ｎを考慮したネットに作用する全外力エネルギＥｔが以下のと

おり算出される。 

・・⑫＋Ｅ＝ＥＥ ｗｆｔ  

 

(2) 破断評価 

破断評価においては，電中研の評価式を参照して，ネットに作用する飛来物による衝撃荷

重が防護ネットを構成する部材の局部的な耐力未満であることを確認する。 

評価に際しては，「2.3 評価の方針」のとおり，設計飛来物の衝突位置の影響として，オ

フセット衝突する場合の影響を考慮する。以下にオフセット衝突する場合の影響を係数とし

て考慮した発生値の割増係数の設定方法を示す。 

・オフセット衝突を考慮する係数 

設計飛来物の移動距離が最も小さくなる場合のオフセット衝突を考えると，中

央衝突と比較して8が0.82倍となることから，中央衝突に比べ衝撃荷重が1.22倍と

なる。 

ネット端部近傍に衝突する場合には，飛来物は傾き，飛来物の側面がネットや

架構に接触すると考えられ，衝撃荷重は小さくなる。 

また，アスペクト比についての扱いは吸収エネルギ評価同様に表 3-12，表 3-13 のとおり

とする。 

 

a. ネット 

ネットに飛来物が衝突した後，ネットのたわみが増加し，飛来物の運動エネルギを吸収

する。ネットに発生する飛来物による衝撃荷重はネット変位の増加に伴い大きくなり，最

大変位発生時に最大値を示すため，破断評価では最大変位発生時の衝撃荷重を用いる。 

最大変位発生時において，飛来物の衝突によりネットの目合いはネット展開方向に引張

荷重を受けることから，破断評価としてネット目合いの引張荷重評価を実施する。 

ネットの破断評価の評価フローを図 3-8 に示す。  
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図 3-8 ネットの破断評価フロー 

(a) 評価モデル 

ネットに飛来物が衝突した際に生じる衝撃について評価を実施する。ネット構造及び

飛来物の大きさを考慮し，ネットの目合い数が最小となるモデル化を行う。衝突位置周

辺の目合い数はネット 1枚あたりｎ１点となる。評価モデルを図 3-9 に示す。 

 

 

図 3-9 破断評価モデル 

 

(b) 評価方法 

ネットに飛来物が衝突した際に生じる衝撃荷重が，ネットの破断荷重以下であり，ネ

ット目合いに破断が生じないよう十分な余裕を持った強度を有することを確認する。 

ここで，ネットに飛来物が衝突した際に生じる衝撃荷重の最大値Ｆａは，「３．３ 

荷重及び荷重の組合せ」にて算出した式⑧のたわみ量と飛来物による衝撃荷重の関係式

を用いて算出する。 

飛来物の衝突による荷重に加え，自重，上載荷重及び風圧力による荷重を考慮するた

め，ＥｆをＥｔと置き換えて，式⑧より， 

・δ

Ｅ
＝Ｆ ｔ

ａ 3
8

 

となる。 

ここで，オフセット衝突による衝撃荷重の増加分による係数1.22を考慮し，衝撃
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荷重の最大値Fa’は 

Fa'= Fa ×1.22 

と算出される。 

b. ワイヤロープ 

設計飛来物による衝撃荷重については，「3.3 荷重及び荷重の組合せ」において算出し

た飛来物が衝突する場合のネットごとに作用する衝撃荷重の最大値 Faを考慮する。 

防護ネットは，電中研報告書と同様に 2本のワイヤロープを L 字に設置し，さらにワイヤ

ロープが接続用の治具により拘束されない構造としており，電中研報告書において実施さ

れている衝撃試験における実測値が包絡されることを確認している評価式を用いて評価を

実施する。ネットに発生する荷重のつり合いのイメージ図を図 3-10 に示す。 

自重，上載荷重，飛来物による衝撃荷重及び風圧力による荷重によりネットに作用する

衝撃荷重の最大値 Fa が集中荷重として作用するとしてモデル化すると，飛来物が衝突す

る場合のネットに発生する張力の合計の最大値Ｔ’は，図 3-10 のネット及びワイヤロー

プに発生する力のつり合いより以下のとおり算出される。 

θ

’Ｆ
＝Ｔ’

sin2
a  

但し，θは以下の式で求められる。 

ｘ

－

Ｌ

δ
＝θ

2tan 1
 

補助金網を除くネット設置枚数を考慮すると，1 枚のネットのワイヤロープ 1 本に発生

する張力の最大値Ｔ１’は，  

θ

’Ｆ
＝

ｎ
・

Ｔ’
＝’Ｔ ａ

sin4
1

21  

と算出される。 

さらに，ワイヤロープが支持する防護ネットの枚数を考慮する。上段のワイヤロープ

には補助金網が設置されており，2枚のネットを支持しているため，下段のワイヤロ

ープより大きな荷重が作用することとなるため，補助金網設置に伴う荷重の分担を考

慮する。 

電中研報告書によると，補助金網を設置している上段のワイヤロープには，補助金

網を設置していないワイヤロープに比べ，1.5倍の張力が発生していることが確認さ

れている。このことから，上段のワイヤロープは，下段のワイヤロープに比べ，補助

金網の影響により1.5倍の張力が発生しているものとし，その影響を考慮する。 

補助金網を支持しているワイヤロープに発生する張力Ｔ１”は， 

Ｔ
１
”＝

Ｔ’

2
＝

Ｆ
ａ
’

4・sinθ
・  1.5

1.5＋1
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図 3-10 ネット及びワイヤロープに発生する力のつり合い(ネット平面図及び断面図) 

 

c. 接続治具（支持部） 

(a) ターンバックル 

ターンバックルの評価については，以下の評価を実施する。 

ターンバックルに作用するワイヤロープに発生する張力の最大値が，ターンバックル

の設計荷重以下であることを確認する。 

(b) シャックル 

シャックルの評価については，以下の評価を実施する。 

シャックルに作用するワイヤロープに発生する張力の最大値が，シャックルの設計荷

重以下であることを確認する。 

 

d. 接続治具（固定部） 

(a) 隅角部固定ボルト 

鋼製枠の 4 隅に設置した隅角部固定ボルトは，ワイヤロープの荷重を，鋼管を介して

受けることとなる。 

ここで，ワイヤロープはたわみにより鋼管に対してθｗ1，θｗ2 のたわみ角を有する

ことから，隅角部固定ボルトへ作用する荷重にはこのたわみ角を考慮する。 

鉛直方向成分は，水平方向成分のように隅角部固定ボルトに対する有意な荷重ではな

いことから，面内荷重で評価する。 

ネットのたわみとワイヤロープのたわみ角の関係を図 3-11 に示す。 
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図 3-11 ネットのたわみとワイヤロープのたわみ角の関係
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隅角部固定ボルトの荷重状態を図 3-12 に示す。 

 

 

図 3-12 隅角部固定ボルトの荷重状態 

 

図 3-13 より，隅角部固定ボルトへ作用する荷重 Fpは， 

2
211

2
2111 90sinT90cos －θ－θ・’＋－θ－θ・’Ｔ＋’Ｔ＝Ｆｐ  

隅角部固定ボルトに発生するせん断応力τsは，  

ｂ

ｐ
ｓ

・Ａ・

・ｎＦ
＝τ

32
 

 

e. アイプレート 

飛来物が防護ネットに衝突する場合にネット取付部への衝撃荷重Ｔ１’は，ワイヤロー

プの引張荷重として作用し，隅肉溶接部にはせん断応力が発生するため，せん断応力評価

を実施する。アイプレートの溶接部を図 3-13 に示す。 
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図 3-13 アイプレート溶接部 

 

溶接部の有効脚長 Lpwは， 

2SLL2SLLL 21 －－＋－－＝ ｐｐｐｗ  

溶接部に発生するせん断応力τｗは， 

ｐｗｗ

ｗ＝τ
La2
T

 

ここで溶接部ののど厚ａｗは以下の式で求められる。 

2
Sa ｗ

ｗ＝  
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(3) たわみ評価 

たわみ評価においては，吸収エネルギ算出モデルを用い，飛来物の運動エネルギ，風圧力

による荷重，自重及び上載荷重によるエネルギを吸収するために必要となるネットのたわみ

量を導出する。また，ワイヤロープ張力に応じたワイヤロープのたわみ量についても算出し，

離隔距離未満であることを確認する。 

たわみ評価の評価フローを図 3-14 に示す。 

 

 

第 3-14 図 たわみ評価の評価フロー 

a. ネット 

ネットの変位量と吸収エネルギーとの関係は式⑩のとおり，以下の式にて導出される。 

　・・　⑩－＋δ－δ＝ ＸＸｉＸｘｉｘ LL4LKK2E 222
i  

ここで，Ｋｘ及びＬｘは定数であるため， 

　　

＝Ｅ　 ｔ
＝

ｉ

ｙN

1i
E  

とすることで，ネットへの付加エネルギーに応じたたわみ量δを算出することができる。 

 

b. ワイヤロープたわみ量を含めた防護ネット全体のたわみ量の算出 

ワイヤロープのたわみ量は，ネット張力によりワイヤロープが放物線状に変形するとし，

算出したワイヤロープに発生する張力及びワイヤロープの引張試験結果（荷重－ひずみ曲

線）から変形後のワイヤロープ長さを求めることで導出する。 

また，ワイヤロープの初期張力は小さくワイヤロープのたわみ量の算出において有意で

はないため計算上考慮しない。 

式⑬に示す計算方法を用いて算出されるワイヤロープに発生する張力からワイヤロープ

のひずみ量εが算出される。したがって，ワイヤロープの変形による伸び量δ’は，以下

のとおり算出される。 
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・ε＝Ｌδ’ ｚ  

また，設計飛来物の衝突によりワイヤロープが図 3-15 のとおり放物線状に変形すると，

変形後のワイヤロープ長さＳは放物線の弦長の式を用いて以下のとおり表される。 

ｂ

ｗｂｗ

ｗ

ｂ
ｗｂ

Ｌ

δ＋Ｌ＋δ

δ

Ｌ
＋δ＋ＬＳ＝

222
22 164

ln
8

16
2
1

 

 

図 3-15 ワイヤロープ変形図 

 

ワイヤロープたわみ量を含めた防護ネット全体のたわみ量δt の算出を行う。ネット及

びワイヤロープ変形図を図 3-18 に示す。 

ネット展開方向と平行に配置されているワイヤロープの変形後の長さをＳｘ，ネット展

開直角方向に配置されているワイヤロープの変形後の長さをＳｙとすると，Ｓｘ及びＳｙは

それぞれδｗｘ，δｗｙの関数であり，ワイヤロープ伸び量δ’は， 

ｙｗｙｙｘｗｘｘ －ＬδＳ＋－ＬδＳ＝δ’  

と表される。 

また，ネット展開方向と平行な断面から見たたわみ量と，ネット展開方向と直交する断

面から見たたわみ量は等しいことから，ワイヤロープたわみ量を含めた防護ネット全体の

たわみ量δｔは， 

2222

2cos22cos2
ｙ

ｙ

ｙ
ｗｘ

ｘ

ｘ

ｘ
ｗｙｔ

Ｌ
－

θ

Ｌ
＋δ＝

Ｌ
－

θ

Ｌ
＋δ＝δ  

ここで，θｘ及びθｙは，「3.5.3 (1) ネット」で算出したネットに作用する全外力エ

ネルギＥｔに応じたたわみ量δより，以下の式で求められる。 

ｙ

－
ｙ

ｘ

－
ｘ

Ｌ

・δ
＝　　　　θ

Ｌ

・δ
＝θ

2tan2tan 11
 

したがって，ワイヤロープたわみ量δｗｘ及びδｗｙを導出することができ，同時にワイ

ヤロープたわみ量を含めた防護ネット全体のたわみ量δｔが算出される。 
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図 3-16 ネット及びワイヤロープ変形図 
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4. 評価条件 

4.1 荷重条件 

飛来物による衝撃荷重の算定条件を表 4-1 に，風圧力による荷重の算定条件を表 4-2 に示す。  

 

表 4-1 飛来物による衝撃荷重の算定条件 

飛来物 
ｂ×ｃ 

(mm) 

ｍ 

(kg) 

ｖ１ 

(m/s) 

水平方向 鉛直方向 

鋼製材 300×200 135 51 34 

 

表 4-2 風圧力による荷重の算定条件 

Ｃ 

(-) 

Ｇ 

(-) 

ρ 

(kg/m3) 

ＶＤ 

(m/s) 

1.2 1.0 1.22 100 

  

 

4.2 防護ネット仕様 

(1) ネット仕様 

ネット仕様を表 4-3 に示す。 

 

表 4-3 ネット仕様 

項目 記号 仕様 備考 

ネット材料 - 

追而 

ネット目合い寸法 - 

ネット 1 目合いの対角寸法 ａ 

ネット 1 目合いの破断変位 ａｓ 

ネット素線の直径 ｄ’ 

ネット 1 目合いの破断荷重 Ｆ１ 

ネット 1 目合いの等価剛性 Ｋ 

衝突箇所周辺の 

ネット 1 枚当たりの目合い数 
ｎ１ 

ネットの素線の引張強度 σ’ 

破断時たわみ角 θｍａｘ 

ネットの単位面積当たりの質量 ｍＮ 

ネットの充実率 φ 

 

(2) 防護ネット構成 

防護ネットの構成を表 4-4 に示す。 
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表 4-4 防護ネットの構成 

防護ネット ネットサイズ 

(m) 

ネット枚数 

Ｌｘ × Ｌｙ 

追而 

（）内は補助金網 

 

(3) ワイヤロープ，ターンバックル及びシャックル 

評価における条件を以下に示す。 

 

a. ワイヤロープ 

ワイヤロープの仕様を表 4-5 に示す。 

 

表 4-5 ワイヤロープの仕様 

評価対象部位 仕様 径 
破断荷重 

（kN） 
ワイヤグリップ効率 

追而 

(注 1)ＪＩＳ Ｇ ３５４９の破断強度 

(注 2)ＪＩＳ Ｂ ２８０９及び（社） 日本道路協会「小規模吊橋指針・同解説」 

 

b. ターンバックル 

ターンバックルの仕様を表 4-6 に示す。 

 

表 4-6 ターンバックルの仕様 

評価対象項目 規格値 許容限界 

追而 

 

c. シャックル 

シャックルの仕様を表 4-7 に示す。 

 

表 4-7 シャックルの仕様 

評価対象項目 規格値 許容限界 

追而 

 

d. 接続用の治具 

評価における条件を以下に示す。 

 

70



 

47 

N
T
2
 
補
②

 Ⅴ
-
3
-別

添
1
-
2-
1
-
1
 
R
1 

(a) 隅角部固定ボルト 

隅角部固定ボルトの評価条件を表 4-8 に示す。 

 

表 4-8 隅角部固定ボルトの評価条件 

評価対象項目 ボルト径 材質 ボルト本数 

追而 

 

(b) アイプレート 

アイプレートの評価条件を表 4-9 に示す。 

 

表 4-9 取付けプレートの評価条件 

評価対象項目 
アイプレート 

母材 

プレート長さ 面取り長さ 

Ｌ 

(mm) 

溶接脚長 

Ｓｗ 

(mm) 

Ｌｐ１ 

(mm) 

Ｌｐ２ 

(mm) 

追而 

 

e. 鋼製枠固定ボルト 

鋼製枠固定ボルトの評価条件を表 4-10 に示す。 

 

表 4-10 鋼製枠固定ボルトの評価条件 

防護ネット 評価対象項目 ボルト径 材質 ボルト本数 

追而 
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5. 強度評価結果 

5.1 ネットに作用する外力エネルギ評価 

竜巻発生時のネットに作用する外力エネルギ評価結果を表 5-1 に示す。 

すべての防護ネットにおいて，作用する全エネルギ(Ｅｔ)は，防護ネットの限界吸収エネル

ギ(Ｅｍａｘ)を下回っている。 

 

表 5-1 ネットに作用する外力エネルギ評価結果 

防護ネット 
Ｅｔ 

(kJ) 

Ｅｍａｘ 

(kJ) 

追而 

 

5.2 破断評価 

(1) ネット 

竜巻による飛来物衝突時のネット目合いの破断評価結果を表 5-2 に示す。 

すべての防護ネットにおいて，飛来物による衝撃荷重(Ｆ２)は，防護ネットの許容荷重 

(Ｆ１)を下回っている。 

 

表 5-2 破断評価結果 

防護ネット 
Ｆ２ 

(kN) 

Ｆ１ 

(kN) 

追而 

 

(2) ワイヤロープ，ターンバックル及びシャックル 

a. ワイヤロープ 

竜巻による飛来物衝突時の強度評価結果を表 5-3 に示す。 

ワイヤロープが負担する荷重(Ｔ１’)は，ワイヤロープの許容荷重(Ｐ)を下回っている。 

 

表 5-3 ワイヤロープ強度評価結果 

防護ネット 
Ｔ１’ 

(kN) 

Ｐ 

(kN) 

追而 
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b. ターンバックル 

竜巻による飛来物衝突時の強度評価結果を表 5-4 に示す。 

発生荷重は，ターンバックルの許容限界を下回っている。 

 

表 5-4 ターンバックル強度評価結果 

防護ネット 
発生荷重 

(kN) 

許容限界 

(kN) 

追而 

（注 1）ワイヤロープ張力であるＴ１’（第 5－3表参照）の値を示す。 

 

c. シャックル 

竜巻による飛来物衝突時の強度評価結果を表 5-5 に示す。 

発生荷重は，シャックルの許容限界を下回っている。 

 

表 5-5 シャックル強度評価結果 

防護ネット 
発生荷重 

(kN) 

許容限界 

(kN) 

追而 

（注 1）ワイヤロープ張力が最大であるＴ１’（表 5－3 参照）の値を示す。 

 

(3) 接続用の治具 

a. 隅角部固定ボルト 

接続用の治具のうち，隅角部固定ボルトの竜巻による飛来物衝突時の強度評価結果を表

5-6 に示す。 

ワイヤロープが負担する荷重(Ｔ１’)による発生応力は，隅角部固定ボルトの許容限界

を下回っている。 

 

表 5-6 接続用の治具(隅角固定ボルト)の強度評価結果 

防護ネット 
発生応力 

(MPa) 

許容限界 

(MPa) 

追而 
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b. アイプレート溶接部 

接続用の治具のうち，アイプレート溶接部の竜巻による飛来物衝突時の強度評価結果を

表 5-7に示す。 

ワイヤロープが負担する荷重(Ｔ１’)による発生応力は，アイプレート溶接部の許容限

界を下回っている。 

 

表 5-7 接続用の治具(アイプレート溶接部)の強度評価結果 

防護ネット 
発生応力 

(MPa) 

許容限界 

(MPa) 

追而 

 

(4) 鋼製枠固定ボルト 

鋼製枠固定ボルトの竜巻による飛来物衝突時の強度評価結果を表 5-8 に示す。 

発生応力は，鋼製枠固定ボルトの許容限界を下回っている。 

 

表 5-8 鋼製枠固定ボルトの強度評価結果 

防護ネット 
発生応力 

(MPa) 

許容限界 

(MPa) 

追而 

 

5.3 たわみ評価 

竜巻による飛来物衝突時の強度評価結果を表5-9に示す。  

すべての防護ネットにおいて，防護ネットへの飛来物衝突による防護ネット全体の

たわみ量(δｔ)は，防護ネットと防護対象施設の最小離隔距離(Ｌｍｉｎ)を下回ってい

る。 

 

表 5-9 たわみ評価結果 

防護ネット 

最大たわみ量 

δｔ 

(m) 

最少離隔距離 

Ｌｍｉｎ 

 (m) 

追而 
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Ⅴ-3-別添 1-2-1-2 防護鋼板の強度計算書 
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1. 概要 

本資料は，Ⅴ-3-別添 1-2「防護対策施設の強度計算の方針」に示すとおり，防護対策施設である

非常用ディーゼル発電機室ルーフベントファン竜巻防護対策施設，中央制御室換気系冷凍機竜巻防

護対策施設，海水ポンプエリア竜巻防護対策施設，原子炉建屋外側ブローアウトパネル竜巻防護対

策施設，中央制御室換気系開口部竜巻防護対策施設，原子炉建屋付属棟軽量外壁部竜巻防護対策施

設，原子炉建屋排気隔離弁竜巻防護対策施設及び原子炉建屋付属棟開口閉鎖部竜巻防護対策施設の

防護鋼板が，設置（変更）許可を受けた設計飛来物（以下「飛来物」という。）の衝突に加え，風

圧力に対し，竜巻時及び竜巻通過後においても防護対象施設に飛来物を衝突させず，また，機械的

な波及的影響を与えず，防護対象施設の安全機能維持を考慮して，防護鋼板が構造健全性を有する

ことを確認するものである。 

 

2. 基本方針 

Ⅴ-3-別添 1-2「防護対策施設の強度計算の方針」を踏まえ，防護鋼板の「2.1 位置」，「2.2 

構造概要」，「2.3 評価方針」及び「2.4 適用規格」を示す。 

 

2.1 位置 

防護鋼板は，原子炉建屋（ディーゼル発電機室屋上，原子炉棟外壁及び付属棟屋上並びに外

壁）及び海水ポンプ室周りに設置する。 

防護鋼板の設置位置図を図 2-1 に示す。 
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2.2 構造概要 

防護鋼板の構造は，Ⅴ-3-別添 2「防護対策施設の強度計算の方針」の「3.2 防護鋼板の構造

設計」に示す構造計画を踏まえて設定する。 

非常用ディーゼル発電機室ルーフベントファン竜巻防護対策施設の防護鋼板は，当該防護対策

施設の架構に取り付けられ施設の外殻となる。 

非常用ディーゼル発電機室ルーフベントファン竜巻防護対策施設防護鋼板の割付展開図を図 2-

2 に示す。 
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図 2-2 非常用ディーゼル発電機室ルーフベントファン防護対策施設防護鋼板の構造図(1/4) 

（２Ｃ非常用ディーゼル発電機室ルーフベントファン竜巻防護対策施設）
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図 2-2 非常用ディーゼル発電機室ルーフベントファン防護対策施設防護鋼板の構造図(2/4) 

（２Ｄ非常用ディーゼル発電機室ルーフベントファン竜巻防護対策施設(1/2)） 
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図 2-2 非常用ディーゼル発電機室ルーフベントファン防護対策施設防護鋼板の割付展開図(3/4) 

（２Ｄ非常用ディーゼル発電機室ルーフベントファン竜巻防護対策施設(2/2)）
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図 2-2 非常用ディーゼル発電機室ルーフベントファン防護対策施設防護鋼板の割付展開図(4/4) 

（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機室ルーフベントファン竜巻防護対策施設）
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(2) 中央制御室換気系冷凍機竜巻防護対策施設架構 

中央制御室換気系冷凍機竜巻防護対策施設の防護鋼板は，当該防護対策施設の架構に取

り付けられ施設の外殻となる。 

中央制御室換気系冷凍機竜巻防護対策施設防護鋼板の割付展開図を図 2-3 に示す。 

 

 

 

図 2-3 中央制御室換気系冷凍機竜巻防護対策施設防護鋼板の割付展開図(1/2) 
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図 2-3 中央制御室換気系冷凍機竜巻防護対策施設防護鋼板の割付展開図(2/2) 
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(3) 海水ポンプエリア竜巻防護対策施設架構 

海水ポンプエリア竜巻防護対策施設の防護鋼板は，当該防護対策施設の架構に取り付け

られ施設の外殻となる。 

海水ポンプエリア竜巻防護対策施設防護鋼板の割付展開図を図 2-4 に示す。 

図 2-4 海水ポンプエリア竜巻防護対策施設架構の割付展開図 

 

(4) 原子炉建屋外側ブローアウトパネル竜巻防護対策施設架構 

原子炉建屋外側ブローアウトパネル竜巻防護対策施設の防護鋼板は，当該防護対策施設

の架構に取り付けられ施設の外殻となる。 

原子炉建屋外側ブローアウトパネル竜巻防護対策施設防護鋼板の割付展開図を図 2-5 に

示す。 

図 2-5 原子炉建屋外側ブローアウトパネル竜巻防護対策施設防護鋼板の割付展開図 
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(5) 中央制御室換気系開口部竜巻防護対策施設防護鋼板 

中央制御室換気系開口部竜巻防護対策施設の防護鋼板は，当該防護対策施設の架構に取

り付けられ施設の外殻となる。 

中央制御室換気系開口部竜巻防護対策施設防護鋼板の割付展開図を図 2-6 に示す。 

 

 

 

図 2－6 中央制御室換気系開口部竜巻防護対策施設防護鋼板の割付展開図
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(6) 原子炉建屋付属棟軽量外壁部竜巻防護対策施設防護鋼板 

原子炉建屋付属棟軽量外壁部竜巻防護対策施設防護鋼板は，当該防護対策施設の架構に

取り付けられ施設の外殻となる。 

原子炉建屋付属棟軽量外壁部竜巻防護対策施設防護鋼板の割付展開図を図 2-7 に示す。 

図 2-7 原子炉建屋付属棟軽量外壁部竜巻防護対策施設防護鋼板の割付展開図 

 

(7) 原子炉建屋排気隔離弁竜巻防護対策施設防護鋼板 

原子炉建屋排気隔離弁竜巻防護対策施設防護鋼板は，当該防護対策施設の架構に取り付

けられ施設の外殻となる。 

原子炉建屋排気隔離弁竜巻防護対策施設防護鋼板の割付展開図を図 2-8 に示す。 

図 2-8 原子炉建屋排気隔離弁竜巻防護対策施設防護鋼板の割付展開図 

 

(8)  原子炉建屋付属棟開口閉鎖部竜巻防護対策施設防護鋼板 

原子炉建屋排気隔離弁竜巻防護対策施設防護鋼板は，当該防護対策施設の架構に取り付

けられ施設の外殻となる。 

原子炉建屋排気隔離弁竜巻防護対策施設防護鋼板の割付展開図を図 2-9 に示す。 

図 2-9 原子炉建屋排気隔離弁竜巻防護対策施設防護鋼板の割付展開図 
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2.3 評価方針 

防護鋼板の強度計算は，Ⅴ-3-別添 1-2「防護対策施設の強度計算の方針」の「2.3 荷重及び

荷重の組合せ」及び「5. 許容限界」にて設定している荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界を

踏まえて，防護鋼板の評価対象部位に作用する応力等が許容限界に収まることを「3. 強度評価

方法」に示す方法により，「4. 評価条件」に示す評価条件を用いて計算し，「5. 強度評価結

果」にて確認する。 

防護鋼板の評価フローを図 2-10 に示す。 

防護鋼板の強度評価においては，その構造を踏まえて，設計竜巻による荷重とこれに組み合わ

せる荷重（以下「設計荷重」という）の作用方向及び伝達過程を考慮し，評価対象部位を設定す

る。 

具体的には，飛来物が防護対象施設に衝突する直接的な影響の評価として，防護対策施設の外

殻を構成する防護鋼板に対する貫通評価を実施する。 

貫通評価においては，設計荷重に対して，施設の外殻を構成する部材が飛来物を貫通させない

ために，防護鋼板が終局状態に至るようなひずみを生じないこと及び防護鋼板の変形量が防護対

策施設と防護対象施設の離隔距離に対して妥当な安全余裕を有することを確認する。 

終局状態に至るようなひずみが確認される場合においては，その範囲を確認し，飛来物が貫通

するものではないことを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-10 防護鋼板の評価フロー 

  

衝突解析＊ 

評価対象部位の設定 

荷重及び荷重の組合せの設定 

許容限界の設定 

解析モデルの設定 

防護鋼板の貫通評価 

防護鋼板の変形（ひずみ）の算定 

変形（変位量）の算定 

強度評価結果の確認 

注記＊ ：衝突解析については，3次元ＦＥＭモデル解析を実施する。 
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2.4 適用規格 

適用する規格，基準，指針等を以下に示す。 

・Methodology for Performing Aircraft Impact Assessments for New Plant Design（Nuclear 

Energy Institute 2011 Rev8 (ＮＥＩ07-13) 

・日本工業規格(ＪＩＳ) 

・「発電用原子力設備規格 設計・建設規格 ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣl-2005/2007」 

（（社）日本機械学会（以下「ＪＳＭＥ」という。） 

・「建築物荷重指針・同解説」（社）日本建築学会(2004 改定) 

・「伝熱工学資料（改訂第 4 版）」（（社）日本機械学会） 
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3. 強度評価方法 

3.1 記号の定義 

(1) 荷重の設定 

荷重の設定に用いる記号を表 3-1 に示す。 

 

表 3-1 荷重の設定に用いる記号 

記号 単位 定義 

Ａ m2 受圧面積 

Ｃ － 風力係数 

Ｆｄ N 常時作用する荷重 

Ｇ － ガスト影響係数 

ｑ N/m2 設計用速度圧 

ＶＤ m/s 竜巻の最大風速 

ＶＲｍ m/s 最大接線風速 

ＶＴ m/s 移動速度 

ＷＭ N 飛来物による衝撃荷重 

ＷＷ N 風圧力による荷重 

ΔＰｍａｘ N/m2 最大気圧低下量 

ρ kg/m3 空気密度 

 

3.2 評価対象部位 

防護鋼板の貫通評価として，飛来物が防護鋼板の主要部材に直接衝突した場合についての解析

を行う。 

飛来物の衝突を考慮する場合，被衝突物の荷重負担面積が小さいほど衝突エネルギーが分散さ

れず，貫通に係る局所的な損傷が大きくなる傾向にある。従って，解析対象部位としては荷重負

担面積の小さい部位に代表性があるため，貫通評価においては，評価対象となる防護鋼板のうち

はり，柱と重なる部分を除いた有効開口部寸法が小さく，厚みが薄い箇所について飛来物の水平

衝突及び鉛直衝突それぞれにおいて代表箇所を選定する。なお，防護鋼板の設計においては厚さ

を一律 で設計することから，有効開口部寸法が小さい箇所が代表となる。 

評価対象部位を表 3-2 及び図 3-1 に示す。 

 

表 3-2 防護鋼板の貫通評価対象部位 

評価対象部位 設置方向 
有効開口部寸法 

縦(mm)×横(mm)×厚さ(mm) 
材質 

   SS400 

 

 

 

 

 

 

図 3-1 防護鋼板の貫通評価対象部位 

追而 

追而 
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3.3 荷重及び荷重の組合せ 

強度評価に用いる荷重は，別添 1-2「防護対策施設の強度計算の方針」の「2.3 荷重及び荷重

の組合せ」を踏まえて設定する。 

(1) 荷重の設定 

強度評価には以下の荷重を用いる。荷重の算定に用いる竜巻の特性値を表 3-2 に示す。 

 

表 3-2 荷重の算定に用いる竜巻の特性値 

最大風速 
ＶＤ 

(m/s) 

移動速度 
ＶＴ 

(m/s) 

最大接線風速 
ＶＲｍ 

(m/s) 

最大気圧低下量 
ΔＰｍａｘ 

(N/m2) 

100 15 85 8,900 

 

a. 風圧力による荷重(ＷＷ) 

風圧力による荷重ＷＷは，次式により算定する。 

ＷＷ＝ｑ×Ｇ×Ｃ×Ａ 

設計用速度圧ｑは，次式により算定する。 

ｑ＝(1／2)ρ×ＶＤ
2 

 

b. 飛来物による衝撃荷重(ＷＭ) 

飛来物による衝撃荷重(ＷＭ)は，表 3-3 に示す飛来物の衝突に伴う荷重とする。 

 

表 3-3 飛来物の諸元 

飛来物 
寸法 

(m) 

質量 

(kg) 

水平方向の 

飛来速度 

(m/s) 

鉛直方向の 

飛来速度 

(m/s) 

鋼製材 4.2×0.2×0.3 135 51 34 

 

 

c. 常時作用する荷重(ＦＤ) 

架構部材の自重，架構に取り付く防護ネット及び防護鋼板等の荷重を考慮する。 

 

(2) 荷重の組合せ 

強度評価に用いる荷重の組合せは，Ⅴ-3-別添 1-2「防護対策施設の強度計算の方針」の「2.3 

荷重及び荷重の組合せ」のとおり，風圧力による荷重，飛来物による衝撃荷重及び常時作用す

る荷重を組み合わせる。 

荷重の組合せを表 3-4 に示す。 

 

表 3-4 荷重の組合せ 

評価内容 荷重の組合せ 

貫通評価 ＷＷ＋ＷＭ＋Ｆｄ 

 

3.4 許容限界 

防護鋼板の許容限界は，Ⅴ-3-別添1-2「防護対策施設の強度計算の方針」の「5. 許容限界」に

て設定している許容限界を踏まえて設定する。 

許容限界としては，鋼材の破断ひずみを設定する。破断ひずみについては，「3.5.(3)b. 破断

ひずみ」に示すとおり，JIS に規定されている伸びの下限値を基に設定するが，「NEI 07-13 ： 

Methodology for Performing Aircraft Impact Assessments for New Plant Designs」（以下「NEI 
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07-13」という。）において TF（多軸性係数）を 2.0 とすることが推奨されていることを踏まえ，

安全余裕として TF=2.0 を考慮して設定する。 

設定した許容限界を表 3-5 に示す。 

 

表 3-5 許容限界(防護鋼板の貫通評価) 

材質 
破断ひずみ 

（真ひずみ） 

SS400 ( 5＜t≦16) 

 

3.5 評価方法 

(1) 解析モデル 

防護鋼板の貫通評価は，解析コード「LS-DYNA」を用いて 3 次元 FEM モデルによりモデル化し

評価を実施する。なお，評価に用いる解析コードの検証及び妥当性確認等の概要については，別

紙 1「計算機プログラム（解析コード）の概要」に示す。 

防護鋼板の解析モデルは，貫通評価においては，評価対象となる防護鋼板のうちはり，柱と重

なる部分を除いた有効開口部寸法が小さく，厚みが薄い箇所について飛来物の水平衝突及び鉛直

衝突それぞれにおいて代表箇所を選定する。 

防護鋼板は追而要素でモデル化し，境界条件は，防護鋼板の有効開口部の端部を完全固定とす

る。 

飛来物は，衝突時の荷重が保守的となるよう接触断面積を小さくするため，先端部（衝突部）

を開口として追而要素でモデル化し，自重及び竜巻による風圧力による荷重を作用させた状態 

で衝突させる。 

防護鋼板及び飛来物の解析モデル図を図 3-2 に示す。 

図 3-2 防護鋼板及び飛来物の解析モデル図 

 

 

(2) 材料定数 

飛来物及び防護鋼板に使用する鋼材の材料定数を表 4-3 に示す。 

材料定数は，JIS 及び「鋼構造設計規準－許容応力度設計法－（社）日本建築学会(2005 改

定)」に基づき設定する。 

 

表 4-3 使用材料の材料定数 

 材質 
厚さ 

(mm) 

降伏応力σy

(MPa) 

ヤング係数

E(MPa) 
ポアソン比

飛来物 

（鋼製材）
SS400

5 を超え 

16 以下 
245 2.05×105 0.3 

防護 

鋼板 
SS400

5 を超え 

16 以下 
245 2.05×105 0.3 

 

(3) 鋼製材料の非線形特性 

a. 材料の応力－ひずみ関係 

飛来物の衝突に対する解析は，変形速度が大きいためひずみ速度効果を考慮することとし，

以下に示す Cowper－Symonds の式を適用する。 σｅｑ＝  Ａ＋Ｂεｐｌ
ｎ  １＋  εｐｌ Ｄ   ｑ   

ここで，σｅｑは動的応力，Ａは降伏応力，Ｂは硬化係数，εｐｌは相当塑性ひずみ，ε
．

ｐｌは

追而 
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無次元相当塑性ひずみ速度，ｎは硬化指数，Ｄ及びｑはひずみ速度係数を表す。これらのパ

ラメータを表 4-4 に示す。 

 

表 4-4 Cowper-Symonds 式への入力パラメータ 

 
飛来物 

（鋼製材） 
防護鋼板 

材料 SS400 SS400 

Ｂ 

ｎ 

Ｄ(ｓ-１) 

ｑ 

 

材料の応力－ひずみ関係はバイリニア型とする。 

バイリニア型応力－ひずみ関係の概念図を図 4-1 に示す。 

図 4-1 バイリニア型応力－ひずみ関係の概念図 

 

b. 破断ひずみ 

破断ひずみは，JIS に規定されている伸びの下限値を基に設定する。また，「NEI 07-13」

においてＴＦ（多軸性係数）を 2.0 とすることが推奨されていることを踏まえ，安全余裕と

してＴＦ=2.0 を考慮する。ＴＦについては，防護鋼板のみ 2.0 とする。 

鋼製材は，保守的に破断ひずみを超えても要素を削除せず，荷重を負担するものとする。 

防護鋼板の破断ひずみを表 4-5 に示す。 

 

表 4-5 防護鋼板の破断ひずみ 

 材質 
JIS 規格値 

（伸び） 
ＴＦ 破断ひずみ※

防護鋼板 SS400(5＜t≦16) 0.17 2.0 

※：真ひずみ換算値 

  

E

E’ 
σy 
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4. 評価条件 

防護鋼板における「3. 強度評価方法」に用いる「LS-DYNA」による FEM 解析の解析ケースを以下

に示す。なお，評価に用いる防護鋼板の縦および横の寸法については，公称値を使用し，厚みにつ

いては設計確認値を使用する。 

防護鋼板の貫通評価においては，はり，柱と重なる部分を除いた有効開口部寸法が小さく，厚み

が薄い鋼板の中央部に衝突するケースを設定する。 

解析ケースを第 4-1 表及び第 3-1 図に示す。 

 

第 3-2 表 防護鋼板の貫通評価解析ケース 

評価対象部位 
飛来物の 

衝突方向 

有効開口部寸法 

縦(mm)×横(mm)×厚さ(mm) 
材質 

   SS400 

 

第 4-1 図 解析ケース図 

 

 

5. 強度評価結果 

防護鋼板の貫通評価結果を第 5-1 表に示す。防護鋼板のひずみは許容限界を超えず，設計飛来物

が防護鋼板を貫通しない。 

 

第 5-1 表 貫通評価結果 

評価対象部位 解析ケース 

ひずみ 

評価結果 許容限界 

   

 

追而 

追而 

/E

追而 
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Ⅴ-3-別添 1-3 屋外重大事故等対処設備の固縛装置の強度計算の方針
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1. 概要 

  本資料は，Ⅴ-1-1-2-3-3「竜巻防護に関する施設の設計方針」に示すとおり，屋外に設置する

重大事故等対処設備のうち，Ⅴ-1-1-2-3-2「竜巻の影響を考慮する施設及び固縛対象物の選定」

の「4. 竜巻防護のための固縛対象物の選定」で選定する固縛対象物に設置する固縛装置が竜巻

襲来時においても，固縛装置の構成要素が，設計竜巻による荷重とこれに組み合わせる荷重（以

下「設計荷重」という。）が固縛対象設備に作用した場合であっても，固縛状態を維持するため

に必要な構造強度を有することを計算により確認するための強度設計方針について説明するもの

である。 

 

2. 基本方針 

  強度設計は，「2.1 固縛対象設備の選定」に示す設備を対象として，「2.2 固縛装置の構造」

に示す固縛装置が「2.3 荷重及び荷重の組合せ」で示す設計竜巻による荷重とこれを組み合わ

せる荷重を考慮し，「6. 強度評価方法」で示す評価方法により「5. 許容限界」で設定する許

容限界を超えない設計とする。 

 

2.1 固縛対象設備の選定 

 屋外に設置する重大事故等対処設備は，Ⅴ-1-1-2-別添 1「屋外に設置されている重大事故

等対処設備の抽出」に示している。これらの屋外の重大事故等対処設備は，竜巻の風圧力によ

る荷重に対しては，位置的分散を考慮した保管により機能を損なわない設計としており，それ

とあいまって，悪影響防止として，設計基準事故対処設備や同じ機能を有する他の重大事故等

対処設備に衝突し，損傷させることのないように，浮き上がりの発生の有無，横滑り対策の要

否を検討し，固縛装置が必要となる屋外の重大事故等対処設備（以下「固縛対象設備」とい

う。）を選定する。なお，複数の固縛対象設備をコンテナ，車両等に保管している場合は，コ

ンテナ，車両等を収納設備として扱い，収納設備の保管単位に対して固縛対象設備を選定する。 

 固縛対象設備は，以下の観点を考慮して選定する。 

  ・設備の形状（受圧面積，重量，重心高さ等） 

  ・保管場所又は設置状況 

  ・設計竜巻による風圧力の影響の有無 

 固縛対象設備として抽出された屋外の重大事故等対処設備の一覧を表 2-1 に示す。 

 なお，屋外の常設重大事故等対処設備は，竜巻の風圧力による荷重を考慮した設計又は設置

場所により影響を受けないため，固縛対象設備として選定されない。 
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2.2 固縛装置の構造 

 固縛装置は，固縛対象設備が受ける浮き上がり荷重や横滑り荷重を，固縛ロープの連結材，

固定材（フレノリンクボルト，アンカープレート）を介してコンクリート等の基礎部で拘束す

る構造とする。固縛装置の構成要素を表 2-2 に示す。 

車両型固縛対象設備の固縛装置の構造を表 2-3 (1/2)に示す。車両型固縛対象設備は，Ⅴ-

1-1-6-別添 2「可搬型重大事故等対処設備の設計方針」のとおり，耐震設計においてサスペン

ションにより，地震に対する影響を軽減できる構造としているため，耐震設計に影響を与える

ことのないよう，固縛装置に耐震設計で求められる余長を持たせた設計とする。 

また，車両型固縛対象設備以外の固縛対象設備の固縛装置は，車両型固縛対象設備を固縛す

る場合と異なり，耐震設計として，固縛対象設備の構造を期待する設備でないこと，又は保管

状態にて固縛対象設備の機能維持を確認していることより，耐震設計への影響は考慮不要とし，

余長を持たせた設計とはしない。なお，車両以外の固縛対象設備の一部はコンテナ及びラック

に収納並びに運搬車に積載して保管するため，固縛装置は当該保管単位に対して設置するが，

この場合の車両については収納設備としており，固縛装置においても余長を持たせた設計とは

しないことを基本とする。 

車両型固縛対象設備以外（コンテナ型固縛対象設備及び運搬車等に積載した固縛対象設備）

の固縛装置の構造を表 2-3 (2/2)に示す。 
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表 2-2 固縛装置の構成要素 

固縛装置構成要素名称 概念図 用途 

連
結
材 

固縛ロープ  

固縛対象設備と固縛装置の固定材をつ

なぎ，固縛対象設備を拘束するときに

使用する。 

固
定
材 

フレノリンクボルト

 

アンカープレートに取付け，リングの

部分に連結材を接続し，固縛対象設備

を固縛するときに使用する。 

アンカープレート 

 

基礎部に取付け，フレノリンクボルト

と連結し，固縛対象設備を固縛すると

きに使用する。 

基
礎
部
（
ア
ン
カ
ー
ボ
ル
ト
） 

接着系アンカー 

 

固定材（アンカープレート）と基礎部

を定着させるために使用する。 

スラブコンクリート

 
連結材及び固定材との連結により，ス

ラブコンクリートの重量によって，固

縛対象設備の浮き上がり及び横滑りを

防止するために使用する。 

注） 耐震設計での保管状態（収納ラック等への取付）は上記構成要素の対象外とする。 

 

  

100



 

5 

N
T
2
 
補
②

 Ⅴ
-
3
-別

添
1
-
3 
R
2
 

表 2-3 固縛装置の構造（1/3） 

施設 

名称 

設計の概要 
説明図 

主体構造 支持構造 

固 

縛 

装 

置 

車両型 

固縛対象 

設備 

固縛装置は，連結材，固

定材及び基礎部から構成

し，連結材（メインロー

プ）を車両型固縛対象設

備に巻付け，連結材（サ

イドロープ）によって固

定材（フレノリンクボル

ト）に固定することで車

両を固縛する。 

 

車両型固縛対象設備につ

いては，連結材（サイド

ロープ）に余長を持たせ

て固縛することにより，

耐震設計に影響のない設

計とする。 

 

車両型固縛対象設備は，

重大事故等発生時の初動

対応時間を確保するため

に，固縛装置の数を可能

な限り少なくすること

で，機動性を確保する設

計とする。 

 

  

連結材 

（メインロープ） 

連結材 
（サイドロープ 

余長有）） 

基礎部 

固定材 

（正面図） 

固縛対象設備 

基礎部 

（側面図）

（上面図）

連結材 

 
連結材 
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表 2-3 固縛装置の構造（2/3） 

施設 

名称 

設計の概要 
説明図 

主体構造 支持構造 

固 

縛 

装 

置 

車両型 

以外の 

固縛対象 

設備 

 

固縛装置は，連結材，固

定材及び基礎部から構成

し，連結材（メインロー

プ）を車両型以外の固縛

対象設備に巻付け，連結

材（サイドロープ）によ

って固定材（フレノリン

クボルト）に固定するこ

とで車両を固縛する。 

連結材には，余長を設け

ない設計とする。 

 

固縛対象設備は，重大事

故等発生時の初動対応時

間を確保するために，固

縛装置の数を可能な限り

少なくすることで，機動

性を確保する設計とす

る。 

 

 

耐震設計で設定している

固縛対象設備の保管状態

（収納ラックに固縛対象

設備を固縛して保管）

 

収納ラックに固縛対象設

備を固定し，ラックを基

礎部に固定する。 

（固定のため余長なし） 

耐震設計により収納ラッ

クが設計されている。 

 

 

 

 

固縛対象設備をコンテナに収納して保管 

（収納コンテナを固縛する場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

固縛対象設備をラックに収納して保管 

（耐震設計で保管状態を考慮している場合） 

 

 

 

 

 

 

 

固縛対象設備   連結材 

（メインロープ） 

基礎部 

固定材 
連結材 

（サイドロープ 
（余長無し）） 

基礎部 

基礎部 

耐震設計上 
の保管状態 

固縛対象設備 
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表 2-3 固縛装置の構造（3/3） 

施設 

名称 

設計の概要 
説明図 

主体構造 支持構造 

固 

縛 

装 

置 

車両型 

以外の 

固縛対象 

設備 

固縛装置は，連結材，固

定材及び基礎部から構成

し，連結材（メインロー

プ）を，固縛対象設備の

収納設備としての車両に

巻付け，連結材（サイド

ロープ）によって固定材

（フレノリンクボルト）

に固定することで車両を

固縛する。 

連結材（サイドロープ）

には，余長を設けない設

計とする。 

 

固縛対象設備は，重大事

故等発生時の初動対応時

間を確保するために，固

縛装置の数を可能な限り

少なくすることで，機動

性を確保する設計とす

る。 

 

 

 

 

 

固縛対象設備を運搬車など積載して保管 

（収納設備としての車両を固縛の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  連結材 

（メインロープ） 

連結材 
（サイドロープ 

（余長無し）） 

基礎部 

固定材 

（正面図） 

固縛対象設備 

基礎部 

（側面図）

（上面図）

連結材 

 
連結材 
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2.3 荷重及び荷重の組合せ 

   固縛対象設備の固縛装置の強度評価に用いる荷重として，竜巻の風荷重によって，固縛対象

設備が浮き上がり又は横滑りを起こした場合に，固縛装置に作用する荷重を設計荷重とする。

設計荷重は，固縛装置が浮き上がり又は横滑りの挙動を拘束するために発生する荷重であり，

固縛対象設備に最大水平風速による風荷重が作用したケースを考慮して設定する。また，余長

を設けた固縛装置には，横滑りを始め，移動量が設計余長を超えると連結材が展張し，固縛装

置に衝撃荷重が作用するため，この衝撃荷重も設計荷重として考慮する。なお，連結材の展張

以後は，竜巻の風速場の特性を考えると，竜巻の風荷重が風向きを変えながらも固縛対象設備

に持続的に作用し続けるため，連結材も展張し続け竜巻が通過するまで固縛対象設備は，円弧

を描くように環状に移動すると考えられるため，風荷重が時速荷重として継続して作用する。 

  また，竜巻の最大水平風速時に浮き上がり及び横滑りの両方が発生する固縛対象設備について

は，各評価対象部位に対して，両方の荷重状態を比較し大きい荷重を設計荷重とする。 

   浮き上がりに伴い固縛装置に作用する荷重の算出については，空力パラメータから算出した

揚力が自重よりも大きく，浮き上がると判断される固縛対象設備に対して行う。 

   横滑りに伴い固縛装置に作用する荷重の算出については，固縛対象設備が横滑りによって移

動した場合に，設計基準事故対処設備（防護対象施設）及び他の重大事故等対処設備との間に

障害物がないために衝突し，悪影響を及ぼす可能性がある固縛対象設備に対して行う。 

   竜巻の風速としては，設計竜巻の最大風速ＶＤ＝100 m/s を使用することとする。 

   なお，設計竜巻の風速場モデルにフジタモデルを適用するため，固縛対象設備に作用する最

大水平風速ＶＳＡは，流入層の影響を考慮した水平風速となる。流入層とは，地面付近におい

て地面との摩擦により低下した遠心力と圧力分布のバランスが崩れ，流体が竜巻中心方向の低

圧部に引き込まれることにより形成されるもので，摩擦の影響が及ぶ範囲のみで形成される。

したがって，流入層に配置される固縛対象設備に作用する風速は，地面からの高さに依存する。

評価条件を表 2-4 に示す。 

表 2-4 設計竜巻の評価条件 

 

   設計竜巻の風荷重は，固縛対象設備の形状及び風荷重の作用方向による見付面積に応じて異

なるため，固縛対象設備に最も厳しくなる方向の風圧力に対して，荷重を設定する。一方，風

荷重は，固縛対象設備の外面に沿って作用することには変わらず，見付面積に直角方向に作用

する時が，作用する風圧力が全て固縛対象設備に作用することから，最も厳しい荷重状態とな

るため，この時の荷重を設定する。 

   設計荷重の考え方の概念図を図 2-1 に示す。 

 

最大風速 

ＶＤ 

（m/s） 

 

最大接線風速

ＶＲｍ 

(m/s) 

最大接線風速

の生じる半径

Ｒｍ 

(m) 

 

流入層高 

Ｈｉ 

(m) 

 

空気密度 

ρ 

(kg/m３) 

ガスト 

影響係数 

Ｇ 

（－） 

100 85 30 15 1.22 1.0 
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図 2-1 設計荷重の考え方の概念図 

 

 (1) 荷重の種類 

   a. 常時作用する荷重（Ｆｄ） 

  常時作用する荷重は，持続的に生じる荷重であり，自重とする。 

b. 風圧力による荷重（ＷＷ） 

  風圧力による荷重は，固縛対象設備に発生し，連結材，固定材（フレノリンクボルト及

びアンカープレート）を介して基礎（アンカーボルト）に作用する。 

  竜巻による最大風速は，一般的には水平方向の風速として設定され，これにより固縛対

象設備は横滑りを生じるような力を受けるが，鉛直方向に対しても，風圧力により固縛対

象設備に揚力が発生し，浮き上がりが生じるような力を受けるため，鉛直方向の荷重につ

いても考慮した設計とする。 

 (2) 竜巻の風圧力による荷重の算定 

 竜巻の風圧力による荷重を考慮し，荷重の算出式を以下に示す。 

a. 記号の定義 

荷重の算出に用いる記号を表 2-5 に示す。 

 

浮き上がり荷重 ＝（空力パラメータから算出 
される揚力）－自重 

（＞0 で浮き上がり発生） 

設計竜巻の 

風圧力 

横滑り荷重 ＝ 設計竜巻の風荷重 

【連結材の展張後の持続荷重】 

固縛対象設備 

【連結材の余長展張時の衝撃荷重】 

設計余長Ｘ 

設計竜巻の 

風圧力 
終端速度 

衝撃荷重 ＝ 終端速度を有する固縛対象設備が 
急停止することで作用する荷重 

固縛対象設備 

オフセット量 
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表 2-5 荷重の算出に用いる記号 

記号 単位 定義 

ＶＤ m/s 設計竜巻の最大風速 

ＶＲｍ m/s 設計竜巻の最大接線風速 

ＶＳＡ m/s 固縛対象設備に作用する最大水平風速 

Ｒｍ m 最大接線風速の生じる半径 

Ｈｉ m 流入層高さ 

ＣＤｉ(ｉ=1,2,3) － 固縛対象設備の形状に応じた抗力係数 

Ａｉ(ｉ=1,2,3) m2 固縛対象設備の各面の投影面積 

Ｗ m 固縛対象設備の幅 

Ｌ m 固縛対象設備の長さ 

Ｈ m 固縛対象設備の高さ 

ｍ kg 固縛対象設備の質量 

ｇ m/s2 重力加速度（ｇ＝9.80665） 

ρ kg/m3 空気密度 

ｑ N/m2 設計用速度圧 

Ｇ － ガスト影響係数 

Ｃ － 建築物荷重指針・同解説により規定される風力係数 

Ａ m2 固縛対象設備の最大受圧面積 

ＶＳＡＳ，Ｆ m/s 固縛対象設備が浮き上がりを開始する風速 

ＶＳＡＳ，Ｓ m/s 固縛対象設備が横滑りを開始する風速 

ＣＤＡ/ｍ m２/kg 空力パラメータ 

μＳ － 固縛対象設備と路面の静摩擦係数 

μｄ － 固縛対象設備と路面の動摩擦係数 

Ｘ mm 固縛装置の設計余長 

ＬＯＦ mm 固縛対象設備と固縛装置（アンカー点）のオフセット量 

ｎ 箇所 固縛装置の箇所数 

ｎ’ 個 固縛装置 1箇所あたりの固定材の配置数 

k N/m 連結材の等価剛性（＝ＥＲＰ・ＡＲＰ／ＬＲＰ） 

ＥＲＰ N/mm２ 連結材の弾性係数 

ＡＲＰ mm２ 連結材の断面積 

ＬＲＰ m 連結材の長さ 

Ｆｄ kN 固縛対象設備の自重 

ＦＬ，ｍ kN 固縛対象設備に作用する保守的に設定した揚力 

ＰＶ kN 固縛対象設備に作用する浮き上がり荷重 

ＰＨ kN 固縛対象設備に作用する横滑り荷重 

Ｐｉ kN 固縛対象設備に作用する衝撃荷重 
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   b. 浮き上がり荷重 

(a) 浮き上がりを考慮する対象設備の選定 

 浮き上がりを考慮する対象設備の選定に当たっては，固縛対象設備に対する浮き上

がり荷重の発生の有無により抽出する。 

(b) 浮き上がり荷重 

 固縛対象設備の浮き上がり時に発生する荷重ＰＶは，設計竜巻により当該固縛対象

設備に発生する鉛直力とする。 

 浮き上がり荷重は，固縛対象設備の形状による空力パラメータを用いて算出される

揚力が自重を上回る（＝空力パラメータから算出される揚力－自重 ＞ 0 ）場合に上

向きの力として固縛対象設備に作用する。 

 固縛対象設備に作用する揚力は，揚力係数の代わりに保守的な設定となる抗力係数

を用いることにより保守的に設定された揚力ＦＬ，ｍを用い，以下の式にて算出する。 

Ｆ
Ｌ，ｍ

＝
1

2
ρ・Ｖ

ＳＡ
 ２・Ｃ

Ｄ
Ａ 

ρ ：空気の密度   

Ｖ
ＳＡ ：固縛対象設備に作用する設計竜巻の最大水平風速   

Ｃ
Ｄ
Ａ：抗力係数と見付面積の積の平均値 

 保守的な揚力を空力パラメータＣＤＡ/ｍを用いた式に展開すると，浮き上がり荷

重ＰＶは次に示す式により算出する。 

Ｐ
Ｖ
＝Ｆ

Ｌ，ｍ
－ｍ・ｇ＝

1

2
ρ・Ｖ

ＳＡ
 ２・Ｃ

Ｄ
Ａ－ｍ・ｇ 

 ＝ｍ  1

2
ρ・Ｖ

ＳＡ
 ２・

Ｃ
Ｄ
Ａ

ｍ
－ｇ  

 

 なお，空力パラメータの算出等については「東京工芸大学，“平成 21～22 年度原

子力安全基盤調査研究（平成 22 年度）竜巻による原子力施設への影響に関する調査

研究”，独立行政法人原子力安全基盤機構委託研究成果報告書，平成 23 年 2 月」に

基づき，以下のＣＤＡ/ｍとして算出する。 

Ｃ
Ｄ
Ａ

ｍ
＝

0.33  Ｃ
Ｄ１

Ａ
１
+Ｃ

Ｄ２
Ａ

２
+Ｃ

Ｄ３
Ａ

３
 

ｍ
 

   c. 横滑り荷重 

(a) 横滑りを考慮する対象設備の選定 

 横滑りを考慮する対象設備の選定に当たっては，固縛対象設備が横滑りにより移動

した場合，防護対象施設及び他の重大事故等対処設備との間に障害物がないために衝

突し，悪影響を及ぼす可能性がある固縛対象設備を抽出する。
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 固縛対象設備が保管される可搬型重大事故等対処設備保管場所（西側）又は可搬型

重大事故等対処設備保管場所（南側）においては，防護対象施設及び他の重大事故等

対処設備と互いに衝突する可能性があるため，全固縛対象設備を，横滑りを考慮する

対象設備として選定する。 

(b) 横滑りに伴い発生する荷重 

横滑りに伴い発生する荷重ＰＨは，設計竜巻の風圧力による荷重が当該固縛対象

設備に作用する水平力とし，「建築基準法施行令」及び「日本建築学会 建築物荷

重指針・同解説」に準拠して，次に示すとおりＷＷとする。 

Ｐ
Ｈ
＝Ｗ

Ｗ
=ｑ・Ｇ・Ｃ・Ａ 

  ：設計用速度圧 

  ：ガスト係数（＝1.0）  

  ：風力係数  

  ：受圧面積 （固縛対象設備の見付面積の最大値） 

ｑ＝
1

2
ρ・Ｖ

ＳＡ
 ２ 

ρ   ：空気の密度    Ｖ
ＳＡ ：固縛対象設備に作用する最大水平風速   

   d. 衝撃荷重 

(a) 衝撃を考慮する対象設備の選定 

 衝撃を考慮する対象設備の選定に当たっては，固縛装置の余長の有無により抽出す

る。また，余長を有していても風荷重の方向によって横滑り等の移動をしない場合も

あり，当該ケースについては検討ケースとはしない。 

(b) 固縛装置作動に伴い発生する衝撃荷重 

固縛装置が作動（余長が展張）することで，固縛対象設備が急停止し，それに伴い，

固縛装置には衝撃荷重Ｐｉが発生する。図 2-2 に示すように，固縛対象設備が作動直

前に有していた速度ｖＳＡが，急停止によりが 0 になったとし，連結材の弾性的に拘

束力を生じる性質から，連結材をバネとしたモデルを用いて，損失した運動量が衝撃

荷重になったとして，以下の手順によって衝撃荷重Ｐｉを算出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2 連結材の展張以後の固縛対象設備の概要モデル 

Ｇ

Ｃ

ｑ

終端速度ｖＳＡ（＞0）

【サイド―ロープ展張時】 

Ａ

固縛対象設備速度 

（ｖＳＡ＝0） 

急制動荷重 

（急停止） 

衝撃荷重Ｆｉ 

（制動の反力） 

【衝撃荷重作用時（展張後）】 
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イ. 固縛対象設備の挙動開始風速の算出 

固縛対象設備が浮き上がり又は横滑りを始める時の風速を算出する。 

浮き上がり開始風速ＶＳＡＳ，Ｆは，浮き上がり荷重ＰＶが 0 となる時の風速であり，

以下の式によって算出する。 

 ＶＳＡＳ，Ｆ＝ 2・ｇ

ρ・
Ｃ

Ｄ
Ａ

ｍ

 

横滑り開始風速ＶＳＡＳ，Ｓは，風圧力による荷重と静止摩擦力が釣り合った時の

風速であり，以下の式によって算出する。 

 ＶＳＡＳ，Ｓ＝ 2μs・ｇ

ρ・  ＧＣＡ

ｍ
+μs

Ｃ
Ｄ
Ａ

ｍ
  

 μＳ ：固縛対象設備の静摩擦係数（＝0.44） 

    （道路構造令の記載数値を参考として，保守的に 20km/h の路面とタイ

ヤのすべり摩擦係数を静摩擦係数として設定） 

ロ. 固縛装置の余長がなくなる時点での終端速度の算定 

固縛対象設備が挙動を開始してから連結材（サイドロープ）が展張する時点での

固縛対象設備が持つ速度である終端速度ｖＳＡ，ＯＴを算出する。以下横滑りに対し

て，算定例を記載する。 

固縛対象設備が横滑りを始めた風速から最大風速となる風速を，設計竜巻の風速

分布曲線より，保守性を考慮して線形近似した以下の式を使用する。 

 Ｖ’
ＳＡ

＝ａｔ＋ｂ … ① 

Ｖ’ＳＡ：t 秒後に固縛対象設備が受ける竜巻の風速 

 ａ ：風速の近似式の定数 

 ｂ ：風速の近似式の定数（＝滑り出し風速） 

 

停止している固縛対象設備が動き出し，設計余長分を移動した時の加速度ａＳＡ

を，荷重と加速度の関係から算出する。 

 ａ
ＳＡ

＝
Ｆ

ｍ
＝

Ｗ
Ｗ
-Ｆ

ｆｄ

ｍ
＝

1

2
ρ

Ｇ・Ｃ・Ａ

m
Ｖ’

ＳＡ
 ２ - μｄ・ｇ… ② 

 

 Ｆｆｄ ：固縛対象設備に作用する動摩擦力 

 μｄ ：固縛対象設備の動摩擦係数（＝0.29） 

    （道路構造令の記載数値を参考として，保守的に 120km/h の路面とタイ

ヤのすべり摩擦係数を動摩擦係数として設定） 
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ここで，Ｋを以下に示すように置いて，②式のＶ’ＳＡに①式を代入し，ｔに対

する式として整理すると，③式となる。 

   Ｋ＝
1

2
ρ

Ｇ・Ｃ・Ａ

m
 

 ａ
ＳＡ

＝Ｋ・ａ
２
・ｔ

２
＋2Ｋ・ａ・ｂ・ｔ＋（Ｋ・ｂ

２
－ μｄ・ｇ）… ③ 

固縛対象設備の速度ｖＳＡは，加速度ａＳＡを時間ｔで積分し，初期条件を考慮す

ることで④式となる。（初期条件ｔ＝0のとき，ｖＳＡ＝0） 

 ｖ
ＳＡ

＝  ａ
ＳＡ

ｄｔ 

    ＝
1

3
Ｋ・ａ

２
・ｔ

３
＋Ｋ・ａ・ｂ・ｔ

２
 

            ＋（Ｋ・ｂ
２
－ μｄ・ｇ）t… ④ 

固縛対象設備の移動距離ｘＳＡは，速度ｖＳＡを時間ｔで積分し，初期条件を考慮

すると以下の式となる。（初期条件ｔ＝0 のとき，ｘＳＡ＝0） 

 ｘ
ＳＡ

＝  ｖ
ＳＡ

ｄｔ 

    ＝
1

12
Ｋ・ａ

２
・ｔ

４
＋

1

3
Ｋ・ａ・ｂ・ｔ

３
 

             ＋
1

2
（Ｋ・ｂ

２
－ μｄ・ｇ）ｔ

２
… ⑤ 

固縛対象設備の移動距離ｘＳＡが設計余長Ｘとなるケースとして，⑤式をｔにつ

いて解くと，滑り始めてから固縛装置が作動するまでの時間ｔⅰが算出できる。 

④式にｔⅰを代入することで，固縛装置が作動する時点での固縛対象設備の速度

として，終端速度ｖＳＡ，ＯＴが算出される。 

ハ. 固縛装置に作用する衝撃荷重の算定 

固縛対象設備の停止時に，固縛装置に作用する衝撃荷重は，停止に伴う衝撃荷重

によって連結材に作用する張力に加え，風圧力及び動摩擦力による荷重Ｆｉ’を静

荷重として，連結材張力による衝撃荷重Ｆｉ算出後に加算する。固縛対象設備が有

する運動量はｍｖＳＡである。固縛装置が作用し始めてΔｔの間に停止したとする

と，連結材に発生する衝撃荷重Ｆｉと運動量の関係は，⑥式に示すとおりとなる。 

  Ｆ
ｉ

 t

0

(t)dt＝ｍ・ｖ
ＳＡ

 …⑥ 

固縛装置の連結材は，弾性的に拘束力を生じる性質を有しており，バネ定数ｋを

有するバネとして考え，連結材に弾性的な力が作用し，固縛対象設備の速度が 0に

なったとすると，振幅をＢとして，連結材の変位ｘＲＰは，⑦式で表される。 
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 ｘ
ＲＰ

＝Ｂ・sin   ｋ

ｍ
・t  …⑦ 

また，フックの法則により連結材に発生する衝撃荷重Ｆｉは⑧式となる。 

 Ｆ
ｉ
(t)＝ｋ・ｘ

ＲＰ
＝ｋ・Ｂsin   ｋ

ｍ
・t  …⑧ 

  ｋ ：連結材のバネ定数（連結材の等価剛性） 

 

⑧式を⑥式に代入して積分し，初期条件を考慮して，振幅について解くと⑨式と

なる。（初期条件：ｔ＝0 のときｖＳＡ=ｖＳＡ，ＯＴ，ｔ＝ΔｔのときｖＳＡ=0） 

 Ｂ＝ｖ
ＳＡ，ＯＴ

・ ｍ

ｋ
 …⑨ 

また，衝撃荷重Ｆｉは，⑧式の正弦関数が 1 のときに最大値（＝ｋ・Ｂ）となり，

連結材の変位も最大となる。その時間ｔｉ’は，以下の式となる。 

 ｔ
ｉ
’＝

π

２
・ ｍ

ｋ
 …⑩ 

さらに，風荷重と動摩擦力の差分による静荷重Ｆｉ’が作用する。 

固縛対象設備に作用する風速は，①式にｔｉを代入して算出する。 

 Ｖ”
ＳＡ

＝ａ・ｔ
ｉ
＋ｂ 

 Ｆ
ｉ
’＝Ｗ

Ｗ
-Ｆ

ｆｄ
 

    ＝
1

2
ρ  Ｇ・Ｃ・Ａ

ｍ
+
Ｃ

Ｄ
Ａ

ｍ
 Ｖ”

ＳＡ
 ２ - μｄ・ｇ  

固縛装置作動により固縛対象設備の急停止に伴う荷重は，衝撃荷重Ｆｉに加えて

静荷重Ｆｉ’を加算した荷重とし，衝撃荷重Ｐｉとする。 

 

 (3) 荷重の組合せ 

 固縛対象設備に作用する荷重は，常時作用荷重（Ｆｄ），風荷重による浮き上がり荷重

(ＰＶ)，横滑り荷重(ＰＨ)及び衝撃荷重(Ｐｉ)を考慮する。 

 この荷重及び荷重の組合せを表 2-6「固縛装置の荷重の組合せ」に示す。
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表 2-6 固縛装置の荷重の組合せ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4) 設計荷重の選定 

 設計荷重の選定に当たっては，浮き上がりに伴い発生する荷重，横滑りに伴い発生する荷

重及び固縛装置が挙動を停止させることにより発生する衝撃荷重を考慮し，評価対象部位に

対してより厳しい荷重を設計荷重とする。 

  

強度評価の対象施設 評価内容 荷重の組合せ 

固縛装置 構造強度 

Ｆｄ＋ＰＶ 

又は 

Ｆｄ＋ＰＨ 

又は 

Ｆｄ＋Ｐｉ 

(固縛対象設備に作用する荷重) 
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3. 設計方針 

  固縛対象設備に風圧力による荷重が作用すると，固縛装置に風荷重に相当する荷重が伝わり，

浮き上がり荷重又は横滑り荷重が作用し，固縛対象設備は移動しようとする。連結材（サイドロ

ープ）に余長の有無により，移動が拘束される場合と連結材（サイドロープ）の展張までは移動

できる場合があるが，固縛装置を構成している連結材は，柔軟な挙動ができる部材を選定してい

るため，固縛対象設備に作用する荷重に伴い，連結材には引張荷重が伝達されることは同様であ

る。なお，連結材（サイドロープ）に余長を持たせた固縛装置は，固縛対象設備の移動に伴い連

結材が緊張状態になる前は，固縛装置に有意な荷重は発生しない。 

  以上により，固縛装置の強度設計においては，構成要素ごとに強度評価を実施する。 

  固縛装置は，表 2-2 に示す構成要素ごとに適切な裕度（安全率）を確保する定格荷重を定め，

固縛装置に作用する荷重以上の耐力を持つ構成要素を整理すると，連結材の余長の有無に違いは

あるが構成要素は同一で，強度評価の方法に関しても同じであり，表 3-1に示すとおりとする。 

  評価上最も裕度の小さい固縛装置の選定及びその固縛装置に対する強度評価について，Ⅴ-3-

別添-1-3-1「屋外重大事故等対処設備の固縛装置の強度計算書」に示す。 

  「2.1 固縛対象設備の選定」にて選定された固縛対象設備について，固縛装置の対策目的及

び型式（構成要素の組合せ）を表 3-2 に示す。 

 

表 3-1 固縛装置の構成 

型式 連結材 固定材 基礎部（アンカーボルト） 

Ａ 
固縛ロープ 

（余長あり） 

フレノリンク

ボルト 
接着系アンカーボルト 

Ｂ 
固縛ロープ 

（余長なし） 

フレノリンク

ボルト 
接着系アンカーボルト 
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表
3
-
2 

固
縛

装
置

の
対

策
目

的
及
び

型
式

(
1/
3
) 

固
縛
対
象

設
備
 

保
管
に
関

す
る
事

項
 

固
縛
装
置

対
策
目

的
 

余
長
 

有
無
 

備
考
 

区
分
 

設
備
名
称
 

保
管

単
位
 

保
管
状
態

の
特
記

事
項
 

保
管
場
所

＊
１
 

横
滑
り
 

浮
き
 

上
が
り
 

車
両

型
 

可
搬
型
代

替
注
水

大
型
ポ

ン
プ
 

台
 

－
 

西
側
 

南
側
 

○
 

○
＊

２
 

有
 

 

可
搬
型
代

替
注
水

大
型
ポ

ン
プ
（

放
水
用

）
 

台
 

－
 

西
側
 

南
側
（
予

備
）
 

○
 

○
＊

２
 

有
 

 

可
搬
型
代

替
注
水

中
型
ポ

ン
プ
 

台
 

－
 

西
側
 

南
側
 

○
 

○
＊

２
 

有
 

 

可
搬
型
代

替
低
圧

電
源
車
 

台
 

－
 

西
側
 

南
側
 

○
 

○
 

有
 

 

タ
ン
ク
ロ

ー
リ
 

台
 

－
 

西
側
 

南
側
（
予

備
）
 

○
 

○
 

有
 

 

窒
素
供
給

装
置
 

台
 

車
両
搭
載

型
 

西
側
 

南
側
（
予

備
）
 

○
 

○
＊

２
 

有
 

 

窒
素
供
給

装
置
用

電
源
車
 

台
 

－
 

西
側
 

南
側
（
予

備
）
 

○
 

○
 

有
 

 

注
記

 
＊

１
：

保
管

場
所

は
以

下
を
示

す
。
 

西
側

：
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設
備

保
管

場
所

（
西

側
）
，

南
側

：
可

搬
型

重
大

事
故

等
対
処

設
備

保
管

場
所

（
南

側
）
 

 
 

 
 

 
 

 
＊

２
：

浮
き

上
が
り

は
生

じ
る

が
，

余
長

が
展
張

す
る

こ
と

は
な

い
た

め
，
固

縛
装

置
に

浮
き

上
が

り
荷
重

は
作

用
し

な
い

。
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表
3
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2 

固
縛

装
置

の
対

策
目

的
及
び

型
式

(
2/
3
) 

固
縛
対
象

設
備
 

保
管
に
関

す
る
事

項
 

固
縛
装
置

対
策
目

的
 

余
長
 

有
無
 

備
考
 

区
分
 

設
備
名
称
 

保
管

単
位
 

保
管
状
態

の
特
記

事
項
 

保
管
場
所

＊
 

横
滑
り
 

浮
き
 

上
が
り
 

車
両

型
 

以
外
 

ホ
イ
ー
ル

ロ
ー
ダ
 

台
 

－
 

西
側
 

南
側
（
予

備
）
 

○
 

○
 

有
 

 

ホ
ー
ス
 

基
 

ホ
ー
ス
を

収
納
し

た
 

専
用
コ
ン

テ
ナ
で

保
管
 

西
側
 

南
側
 

○
 

○
 

無
 

 

台
 

ホ
ー
ス
を

収
納
し

た
 

専
用
コ
ン

テ
ナ
を

ホ
ー
ス
 

展
張
車
に

積
載
し

て
保
管
 

西
側
 

南
側
 

○
 

○
 

有
 

ホ
ー
ス
運

搬
の
 

運
用
性
を

考
慮
し

て
 

余
長
を
設

定
す
る

。
 

ホ
ー
ス
（

放
水
用

）
 

基
 

ホ
ー
ス
を

収
納
し

た
 

専
用
コ
ン

テ
ナ
で

保
管
 

西
側
 

南
側
（
予

備
）
 

○
 

○
 

無
 

 

台
 

ホ
ー
ス
を

収
納
し

た
 

専
用
コ
ン

テ
ナ
を

ホ
ー
ス
 

展
張
車
に

積
載
し

て
保
管
 

西
側
 

南
側
（
予

備
）
 

○
 

○
 

有
 

ホ
ー
ス
運

搬
の
 

運
用
性
を

考
慮
し

て
 

余
長
を
設

定
す
る

。
 

放
水
砲
 

台
 

－
 

西
側
 

南
側
（
予

備
）
 

○
 

○
 

無
 

 

泡
混

合
器

 
基
 

－
 

西
側
 

南
側
（
予

備
）
 

○
 

○
 

無
 

 

泡
消

火
薬

剤
容

器
（

大
型

ポ
ン

プ
用
）
 

基
 

－
 

西
側
 

南
側
（
予

備
）
 

○
 

○
 

無
 

 

注
記

 
＊

：
保

管
場

所
は

以
下

を
示
す

。
 

西
側

：
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設
備

保
管

場
所

（
西

側
）
，

南
側

：
可

搬
型

重
大

事
故

等
対
処

設
備

保
管

場
所

（
南

側
）
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表
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固
縛

装
置

の
対

策
目

的
及
び

型
式

(
3/
3
) 

固
縛
対
象

設
備
 

保
管
に
関

す
る
事

項
 

固
縛
装
置

対
策
目

的
 

余
長
 

有
無
 

備
考
 

区
分
 

設
備
名
称
 

保
管

単
位
 

保
管
状
態

の
特
記

事
項
 

保
管
場
所

＊
 

横
滑
り
 

浮
き
 

上
が
り
 

車
両

型
 

以
外
 

ケ
ー
ブ
ル
 

台
 

ケ
ー
ブ
ル

を
収
納

し
た
 

可
搬
型
ケ

ー
ブ
ル

運
搬
車

に
積
載
し

て
保
管
 

西
側
 

南
側
 

○
 

○
 

無
 

 

可
搬

型
整

流
器
 

基
 

専
用
ラ
ッ

ク
に
収

納
し
て

保
管
 

西
側
 

南
側
 

○
 

○
 

無
 

耐
震
設
計

に
お
い

て
 

保
管
状
態

を
考
慮

し
て

設
計
し
て

い
る
。
 

汚
濁

防
止

膜
 

台
 

汚
濁
防
止

膜
運
搬

車
の
荷

台
に
積
載

し
て
保

管
 

西
側
 

南
側
（
予

備
）
 

○
 

○
 

無
 

 

小
型
船
舶

（
船
外

機
）
 

基
 

専
用
ラ
ッ

ク
に
収

納
し
て

保
管
 

西
側
 

南
側
（
予

備
）
 

○
 

○
 

無
 

耐
震
設
計

に
お
い

て
 

保
管
状
態

を
考
慮

し
て

設
計
し
て

い
る
。
 

小
型
船
舶

（
船
体

）
 

基
 

専
用
架
台

に
積
載

し
て
保

管
 

西
側
 

南
側
（
予

備
）
 

○
 

○
 

無
 

 

注
記

 
＊

：
保

管
場

所
は

以
下

を
示
す

。
 

西
側

：
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設
備

保
管

場
所

（
西

側
）
，

南
側

：
可

搬
型

重
大

事
故

等
対
処

設
備

保
管

場
所

（
南

側
）
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4. 評価方針  

固縛装置の強度評価は，設計荷重が固縛装置に作用することにより，評価対象部位にかかる

荷重及び応力等が，「5. 許容限界」に示す許容限界に収まることを，「6. 強度評価方法」

に示す方法により確認する。 

固縛装置の強度評価においては，その構造を踏まえ，「2.3 荷重の及び荷重の組合せ」に示

す設計荷重の作用方向及び伝達過程を考慮し，評価対象部位を選定する。 

 (1) 強度評価方針 

 固縛装置の強度評価フローを図 4-1 に示す。固縛装置の強度評価においては，その構造を

踏まえ，設計竜巻の風圧力による荷重が固縛対象設備に作用した場合に固縛装置を構成して

いる連結材，固定材及び基礎部（アンカーボルト）に作用する荷重，応力等が「5. 許容限

界」にて示すそれぞれの許容限界以下であることを確認する。 

 なお，強度評価を行うことを基本とするが，耐震設計において固縛対象設備の保管状態を

考慮したうえで，耐震評価結果として機能維持が確認できている場合は，耐震評価結果より

も設計竜巻の風荷重が小さいことを確認することで，設計竜巻の風圧力による荷重によって

悪影響を及ぼすことがないと評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-1 固縛装置の強度評価フロー 

 

 

設計竜巻の風圧力による荷重 

評価対象部位の選定 

荷重及び荷重の組合せの選定 

固縛装置の各構成要素に作用する荷重及び応力計算 

設定する許容限界との比較 
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5. 許容限界  

固縛装置の許容限界は，「6.2 評価対象部位」にて設定している評価対象部位ごとに，評価

内容に応じて設定する。 

固縛装置に要求される機能は，竜巻により設計荷重を受けた固縛対象設備に浮き上がり又は

横滑りが発生した場合であってもその移動を制限し，防護対象施設や同じ機能を有する他の重

大事故等対処設備に衝突することを防止すること（悪影響防止）である。そのため，竜巻によ

る固縛対象設備の浮き上がり又は横滑りによる移動を制限する際に，固縛装置に作用する荷重

に対して，固縛状態を維持することが求められる。そこで，固縛装置の許容限界としては，終

局耐力を適用し，許容限界以下であり，固縛状態を維持するために必要な強度を有する設計と

する。 

ただし，取替えが容易にできない基礎部（アンカーボルト）については，竜巻襲来時に永久

変形を生じさせないために，許容限界として降伏耐力又は短期許容応力度を適用することとす

る。なお，発電所敷地内に竜巻が発生した場合は，事象収束後，設備の損傷の有無及び竜巻の

規模を確認し，損傷が確認された場合の処置については，保安規定に定める。 

 

 (1) 連結材 

 固縛に必要となる連結材（メインロープ及びサイドロープ）については，設計竜巻による

荷重に対し，連結材の破断が生じない設計とする。 

 このため，当社がその妥当性を確認したメーカ提示値の引張強度を許容限界とする。 

 (2) 固定材 

   a. フレノリンクボルト 

     固定材のうち，フレノリンクボルトについては，設計竜巻による荷重に対し，フレノリ

ンクボルトの破断が生じない設計とする。 

     このため，当社がその妥当性を確認したメーカ提示値の使用荷重に対し，安全係数を考

慮した値を許容限界とする。 

   b. アンカープレート 

     固定材のうち，アンカープレートについては，設計竜巻による荷重に対し，鋼材の破断

が生じない設計とする。 

     このため，「鋼構造塑性設計指針」に基づく，部材の終局耐力を許容限界とする。 

 (3) 基礎部（アンカーボルト） 

   a. 接着系アンカーボルト 

     基礎部（アンカーボルト）のうち，接着系アンカーボルトについては，設計竜巻による

荷重に対し，接着系アンカーボルトの破断が生じない設計とする。 

     このため，「各種合成構造設計指針・同解説」に基づく，短期許容応力度を許容限界と

する。 
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6. 強度評価方法 

6.1 記号の定義 

 (1) 強度評価の記号の定義 

連結材の強度評価に用いる記号を表 6-1，固定材及び基礎部（アンカーボルト）の強度評

価に用いる記号を表 6-2 に示す。 

 

表 6-1 連結材の強度評価に用いる記号 

記号 単位 定義 

Ｆｄ kN 固縛対象設備の自重 

ＰＶ kN 固縛対象設備に作用する浮き上がり荷重 

ＰＨ kN 固縛対象設備に作用する横滑り荷重 

Ｐｉ kN 固縛対象設備に作用する衝撃荷重 

Ｐ kN 固縛対象設備に作用する検討用荷重 

Ｎ 箇所 固縛装置の箇所数 

ｎ１ 個 固縛装置 1箇所あたりの固定材の配置数 

Ｐ１ kN 連結材 1 組当たりに作用する荷重 

Ｐ１，ｍ kN 連結材（メインロープ）1 組当たりに作用する荷重 

Ｐ１，ｓ kN 連結材（サイドロープ）1 組当たりに作用する荷重 

θＶ１ deg 
浮き上がり時に固縛装置の連結材（サイドロープ）と定着

面となす角度 

θＶ２ deg 
横滑り時に固縛装置の連結材（サイドロープ）と定着面と

なす角度 

θＨ deg 
横滑り時（設備進行方向）に固縛装置の連結材（サイドロ

ープ）が初期位置と展張時の位置とのなす角度 

Ａ m2 固縛対象設備の最大受圧面積 

Ｃ － 建築物荷重指針・同解説により規定される風力係数 

Ｇ － ガスト影響係数 

ｑ N/m2 設計用速度圧 

ＶＤ m/s 設計竜巻の最大風速 

ＶＲｍ m/s 設計竜巻の最大接線風速 

ＶＳＡ m/s 固縛対象設備に作用する最大水平風速 

ρ kg/m3 空気密度 

ＣＤｉ(ｉ=1,2,3) － 固縛対象設備の形状に応じた抗力係数 

Ａｉ(ｉ=1,2,3) m2 固縛対象設備の各面の投影面積 

Ｈ m 固縛対象設備の高さ 

ｍ kg 固縛対象設備の質量 

ｇ m/s2 重力加速度（ｇ＝9.80665） 
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表 6-2 固定材及び基礎部（アンカーボルト）の強度評価に用いる記号（1/3） 

記号 単位 定義 

Ｆｄ kN 固縛対象設備の自重 

ＰＶ kN 固縛対象設備に作用する浮き上がり荷重 

ＰＨ kN 固縛対象設備に作用する横滑り荷重 

Ｐｉ kN 固縛対象設備に作用する衝撃荷重 

Ｐ kN 固縛対象設備に作用する検討用荷重 

Ｎ 箇所 固縛装置の箇所数 

ｎ２ 個 固縛装置 1箇所あたりの固定材の配置数 

Ｐ２ kN フレノリンクボルト 1 本当たりに作用する荷重 

Ｐ３ kN アンカープレート 1箇所あたりに作用する荷重 

θＶ１ deg 
浮き上がり時に固縛装置の連結材（サイドロープ）と定着面とな

す角度 

θＶ２ deg 
横滑り時に固縛装置の連結材（サイドロープ）と定着面となす角

度 

θＨ deg 
横滑り時（設備進行方向）に固縛装置の連結材（サイドロープ）

が初期位置と展張時の位置とのなす角度 

Ａ m2 固縛対象設備の最大受圧面積 

Ｃ － 建築物荷重指針・同解説により規定される風力係数 

Ｇ － ガスト影響係数 

ｑ N/m2 設計用速度圧 

ＶＤ m/s 設計竜巻の最大風速 

ＶＲｍ m/s 設計竜巻の最大接線風速 

ＶＳＡ m/s 固縛対象設備に作用する最大水平風速 

ρ kg/m3 空気密度 

ＣＤｉ(ｉ=1,2,3) － 固縛対象設備の形状に応じた抗力係数 

Ａｉ(ｉ=1,2,3) m2 固縛対象設備の各面の見付面積 

Ｈ m 固縛対象設備の高さ 

ｍ kg 固縛対象設備の質量 

ｇ m/s2 重力加速度（ｇ＝9.80665） 

Ｆ N/mm2 鋼材の基準強度 

σｙ N/mm2 検討対象部材の降伏応力度で，基準強度 F 値を 1.1 倍した値 

τｙ N/mm2 検討対象部材のせん断降伏応力度（τy=σy/√3） 

ｆｂ N/mm2 検討対象部材の短期許容曲げ応力度 

ｆｔ N/mm2 検討対象部材の短期許容引張応力度 
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表 6-2 固定材及び基礎部（アンカーボルト）の強度評価に用いる記号（2/3） 

記号 単位 定義 

ｈ mm ベースプレート板厚芯からのフレノリンクボルト芯までの高さ 

Ｌ１ mm 両端のアンカーボルト芯間距離 

ｄｔ mm ベースプレート端部から引張側アンカーボルト芯までの距離 

ＢＢ mm ベースプレートの幅 

Ｂｔ mm ベースプレートの厚さ 

ＢＺｐｙ mm ベースプレートの y軸まわりの塑性断面係数 

ＢＺｐｘ mm ベースプレートの x軸まわりの塑性断面係数 

ＢＡ mm ベースプレートの断面積 

ＢＭｙ kN・mm x 方向検討荷重によるベースプレートの y 軸まわり曲げモーメント

ＢＭｘ kN・mm y 方向検討荷重によるベースプレートの x 軸まわり曲げモーメント

ＢＭｙ_ｚ kN・mm z 方向検討荷重によるベースプレートの y 軸まわり曲げモーメント

ＢＭｐｙ kN・mm ベースプレートの y軸まわりの終局曲げモーメント 

ＢＭｐｘ kN・mm ベースプレートの x軸まわりの終局曲げモーメント 

ＢＱｘ kN x 方向検討荷重によるベースプレートのせん断力 

ＢＱｙ kN y 方向検討荷重によるベースプレートのせん断力 

ＢＱｘ_ｚ kN z 方向検討荷重によるベースプレートのせん断力 

ＢＱｐｘ kN x 方向検討荷重に対するベースプレートの終局せん断力 

ＢＱｐｙ kN y 方向検討荷重に対するベースプレートの終局せん断力 

ＢＱｐｚ kN z 方向検討荷重に対するベースプレートの終局せん断力 

Ａα － 
アンカーボルトのねじ部における断面積の低減を考慮した係数

(=0.75) 

ＡＡｅ mm2 アンカーボルトの有効断面積 

ｎ 本 一組のアンカープレートにおけるアンカーボルト本数 

ｎ’ 本 一組のアンカープレートにおける引張側アンカーボルト本数 

ＡＴＶ kN z 方向の検討荷重によりアンカーボルト 1 本当たりに生ずる引張力

ＡＴＨ kN 
x 又は y 方向の検討荷重によりアンカーボルト 1本当たりに生ずる

引張力 

φ１ － 
アンカーボルトの降伏引張力を決定する際の低減係数で，アンカ

ーボルトの降伏による場合は 1.0 

Ｆｃ N/mm2 アンカーボルトが定着するコンクリートの設計基準強度（＝40） 

ｓσｑａ N/mm2 接着系アンカーボルトの許容せん断応力度（＝0.7×ft） 

ＡＱ kN 検討荷重によりアンカーボルト 1 本当たりに生ずるせん断力 

γ kN/m3 基礎自重算定用のコンクリートの単位体積重量 
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表 6-2 固定材及び基礎部（アンカーボルト）の強度評価に用いる記号（3/3） 

記号 単位 定義 

Ｑａ１ kN 
接着系アンカーボルトの検討において，アンカーボルトのせん断

強度により決定される許容せん断力 

Ｑａ２ kN 定着した躯体の支圧強度により決定される許容せん断力 

φ２ － 
アンカーボルトの降伏せん断力を決定する際の低減係数で，コン

クリートの支圧による場合は 2/3 

ｃσｑａ N/mm2 基礎コンクリートの支圧強度で，0.5×√（Fc・Ec） 

Ｅｃ N/mm2 コンクリートのヤング係数で，3.35×10４×(γ/24)2×（Fc/60）1/3

Ａｑｃ mm2 せん断力に対するコーン状破壊面の有効投影面積 

ＡＬ mm 接着系アンカーボルトにおいては，埋込長さ 

ＡＬｅ mm 接着系アンカーボルトの有効埋込長さ 

ＡＬｃｅ mm 接着系アンカーボルトの強度算定用埋込長さ 

Ａｄａ mm 接着系アンカーボルトの呼び径 

α１ 

α２ 

α３ 

－ 
接着系アンカーボルトにおいて，へりあき及びアンカーボルトの

ピッチによる付着強度の低減係数 

Ｃ１，Ｃ２，Ｃ３ mm 
接着系アンカーボルトのへりあき寸法又はアンカーボルトピッチ

の 1/2 

Ｐａ１ kN 
接着系アンカーボルトにおいて，アンカーボルトの降伏により決

定される 1本当たりの許容引張力 

Ｐａ３ kN 
接着系アンカーボルトにおいて，アンカーボルトの付着力により

決定される 1 本当たりの許容引張力 

φ３ － 
接着系アンカーボルトの許容引張力を決定する際の付着力による

低減係数(=2/3) 

τａ N/mm2 接着系アンカーボルトにおける許容付着応力度 

τｂａｖｇ N/mm2 
接着系アンカーの基本平均付着強度で，カプセル式・有機系の場

合（=10√(Fc/21) 

Ｐａ kN 接着系アンカーボルト 1本当たりの短期許容引張力 

Ｑａ kN 接着系アンカーボルト 1本当たりの短期許容せん断力 

Ｑａ３ kN 定着した躯体のコーン状破壊により決定される許容せん断力 

ｃσｔ N/mm2 コーン状破壊に対するコンクリートの引張強度（＝0.31×√Fc） 
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6.2 評価対象部位 

   固縛装置の評価対象部位は，「2.2 固縛装置の構造」にて設定している構造に基づき，

「2.3 荷重及び荷重の組合せ」に示す設計竜巻の風圧力の作用方向及び伝達過程を考慮し設

定する。 

 (1) 連結材 

    ・連結材本体（固縛ロープ（高強度繊維ロープ）） 

    ※連結材に作用する荷重を，メーカ提示値の規格引張強度と比較するため，評価対象部

位は固縛ロープ本体とする。 

    連結材の評価対象部位を図 6-1 に示す。 

 
（高強度繊維ロープφ30） 

図 6-1 連結材の評価対象部位 

 
 (2) 固定材 

   a. フレノリンクボルト 

     ・フレノリンクボルト本体 

    ※フレノリンクボルトに作用する荷重は，メーカ提示値の使用荷重に対し，安全係数

を考慮した値と比較するため評価対象部位はフレノリンクボルト本体とする。 

   b. アンカープレート 

     アンカープレートについては，ベースプレートを評価対象部位として設定する。 

     ・ベースプレート 

 (3) 基礎部（アンカーボルト） 

    接着系アンカーボルトにより構成されるため，評価対象部位として設定する。 

・接着系アンカーボルト 

 

   固定材（フレノリンクボルト及びアンカープレート）及び基礎部（アンカーボルト）の評

価対象部位を図 6-2 に示す。  

径 30 

長さ 
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図 6-2 固定材及び基礎部（アンカーボルト）の評価対象部位 

 

6.3 評価方法 

 (1) 連結材の評価方法 

    連結材に作用する荷重が，固縛装置の箇所数×連結材 1 組当たりの許容限界を超えないこ

とを確認するため，連結材 1 組当たりに作用する荷重を，以降に示す浮き上がり及び横滑り

の荷重状態に対して算定し，そのうち最も大きい荷重を選定する。 

   a. 浮き上がり時 

     設計竜巻の風荷重による揚力が固縛対象設備に作用して浮き上がる状態を考える。固縛

対象設備が浮き上がった場合には，両側に配置した固縛装置（連結材（サイドロープ）で

抵抗することから連結材に作用する荷重を以下の式により算定する。浮き上がり時の評価

モデルの概要図を図 6-3 に示す。 

     連結材に作用する荷重のうち，メインロープ又はサイドロープ作用する荷重のうち大き

い荷重を，浮き上がり時の連結材の検討用荷重Ｐ１とする。 

 Ｐ
１
＝max  Ｐ

ｎ
１

・
1

sinθＶ１

，
Ｐ

2
 ＝

Ｐ

ｎ
１

・
1

sinθＶ１

（ｎ
１
・sinθＶ１  2 より） 

 

  

接着系アンカーボルト 

フレノリンクボルト

フレノリンクボルト取付部 
フレノリンク 
ボルト取付部 
（ねじ加工） 

接着系 

アンカーボルト 
ベースプレート 
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図 6-3 浮き上がり時の連結材の評価モデルの概要図 

 

   b. 横滑り時 

設計竜巻による風荷重が固縛対象設備に作用して横滑りする状態を考え，連結材に作用

する荷重は算定するが，横滑りの方向により連結材に作用する荷重状態が異なるため、横

滑り方向に対して，荷重を算定する。 

    (a) 側面方向の横滑り時 

      固縛対象設備が側面方向（進行方向直角方向）に横滑りした場合には，固縛装置は片

側に配置した固縛装置（連結材（サイドロープ））のみで抵抗することとなるから，連

結材の検討用荷重Ｐ１は以下の式により算定する。横滑り時（側面方向）の評価モデル

の概要図を図 6-4 に示す。 

     連結材に作用する荷重のうち，メインロープ又はサイドロープ作用する荷重のうち大き

い荷重を，側面方向の横滑り時の連結材の検討用荷重Ｐ１とする。 

 

 Ｐ
１
＝max  Ｐ・

1

cosθＶ２

，
Ｐ

2
 ＝Ｐ・

1

cosθＶ２

（cosθＶ２  1< 2 より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-4 横滑り時（側面方向）の連結材の評価モデルの概要図 

 

※ 浮き上がりが発生しない 
（余長が展張しない）場合は 

Ｐ=ＰＶ=Ｐｉ＝0 θＶ１ 

固縛 

対象設備 
連結材（サイドロープ） 

（浮き上がり荷重作用時 
：展張状態） 

Ｐ＝max（ＰＶ，Ｐｉ）/Ｎ  

揚力（ＦＬ，Ｍ）

P１,Ｓ 

連結材（サイドロープ） 
（浮き上がり荷重作用時 

：展張状態） 

連結材（メインロープ）

P１,ｍ P１,ｍ 

P１,Ｓ 

θＶ２ 

固縛 

対象設備 

連結材（サイドロープ） 
（横滑り荷重作用時 

：展張状態） 

Ｐ＝max（ＰＨ，Ｐｉ）/Ｎ  

横滑り荷重 

連結材（サイドロープ） 
（横滑り荷重作用時 

：未展張状態） 

連結材（メインロープ）

P１,ｍ 

P１,Ｓ 

P１,ｍ 
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    (b) 正面方向の横滑り時 

      固縛対象設備が正面方向（進行方向）に横滑りした場合には，両側に配置した固縛装

置（連結材（サイドロープ））で抵抗することから，連結材の検討用荷重Ｐ１は以下の

式により算定する。横滑り時（正面方向）の評価モデルの概要図を図 6-5 に示す。 

      連結材に作用する荷重のうち，メインロープ又はサイドロープ作用する荷重のうち大

きい荷重を，正面方向の横滑り時の連結材の検討用荷重Ｐ１とする。 

 

 Ｐ
１
＝max  Ｐ

ｎ
１

・
1

sinθＨ

・
1

cosθＶ２

，
Ｐ

ｎ
１

・
1

tanθＨ

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-5 横滑り時（正面方向）の連結材の評価モデルの概要図 

 
 (2) 固定材の評価方法 

   a. フレノリンクボルトの評価方法 

     フレノリンクボルトに作用する荷重も連結材と同様に，固縛装置の箇所数×フレノリン

クボルト 1本当たりの許容限界を超えないことを確認するため，フレノリンクボルト 1 本

当たりに作用する荷重を，以降に示す浮き上がり及び横滑りの荷重状態に対して算定し，

そのうち最も大きい荷重を選定する。 

     なお，フレノリンクボルトは連結材のうちサイドロープと同一の作用線上に配置される

ことから，連結材のサイドロープの荷重を検討用荷重Ｐ２とする。 

     また，荷重の評価モデルは連結材と同様である。 

     (a) 浮き上がり時 

       浮き上がり時のフレノリンクボルトの検討用荷重Ｐ２は以下の式で算定する。 

θＨ 

固縛 

対象設備 

横滑り荷重 

連結材（サイドロープ） 
（横滑り荷重作用時 

：展張状態） 

連結材 
（メインロープ） 

P１,Ｓ 

P１,ｍ 

θＨ 

θＶ２ 

P１,ｍ 

P１,Ｓ 

Ｐ＝max（ＰＨ，Ｐｉ）/Ｎ  

固縛 

対象設備 

横滑り荷重 
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 Ｐ
２
＝

Ｐ

ｎ
２

・
1

sinθＶ１

 

     (b) 横滑り時 

      イ. 側面方向の横滑り時 

        側面方向の横滑り時のフレノリンクボルトの検討用荷重Ｐ２は以下の式で算定す

る。  Ｐ2＝Ｐ・
1

cosθＶ２

 

      ロ. 正面方向の横滑り時 

        正面方向の横滑り時のフレノリンクボルトの検討用荷重Ｐ２は以下の式で算定す

る。 

 Ｐ2＝ Ｐ

ｎ
２

・
1

cosθＨ

・
1

cosθＶ２

 

   b. アンカープレートの評価方法 

     (a) 計算モデル 

   アンカープレートの評価は，図 6-6 に示すｘ，ｙ，ｚ方向に作用する荷重として，

検討用荷重Ｐ３を選定し，各検討荷重に対して部材断面に生ずる荷重等を算定し，評

価を行う。 

   ただし，フレノリンクボルトはボルト芯を軸として回転するため，ｘ方向とｙ方向

は同一の評価条件となるため，選定した最大の値となる検討用荷重Ｐ３がｘ方向に作

用する場合にて評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-6 アンカープレートの計算モデルの概要図 

 

(b) 計算方法 

 イ．ｘ方向荷重時の検討 

   アンカープレートのうち，ベースプレートに対し，ｘ方向に荷重が作用した場合

の計算モデルの概要図を図 6-7 に示す。  

x 

y 

z 

Ｐ３ 

(a) ｘ方向 (b) ｙ方向 (c) ｚ方向 

Ｐ３’ Ｐ３ 
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図 6-7 ｘ方向に荷重が作用した場合の計算モデルの概要図 

 

   ・曲げに対する検討 

    検討用荷重Ｐ３によるベースプレートのｙ軸まわり曲げモーメントＢＭｙは，以

下の式により算定する。 

ＢＭ
ｙ
＝Ｐ

３
・

ｈ

2
 

    ベースプレートのｙ軸まわりの塑性断面係数ＢＺｐｙは，以下の式により算定す

る。 

ＢＺ
ｐｙ

＝
 ＢＢ・ Ｂｔ

2
4

 

    許容限界であるベースプレートのｙ軸まわりの終局曲げモーメントＢＭｐｙは，

「鋼構造塑性設計指針」に基づき，以下の式により算定する。 

  ＢＭ
ｐｙ

＝σｙ・ ＢＺ
ｐｙ

・10-3 

 

   ・せん断に対する検討 

    検討用荷重Ｐ３によるベースプレートのせん断力ＢＱｘは，以下の式により算定

する。 

ＢＱ
ｘ
＝

 ＢＭ
ｙ

Ｌ
１

２

 

    ベースプレートの断面積ＢＡは，以下の式により算定する。 

  ＢＡ ＝ ＢＢ ・ Ｂｔ 

    許容限界であるベースプレートの終局せん断力ＢＱｐｘは，「鋼構造塑性設計指

針」に基づき，以下の式により算定する。 

ｈ

Ｐ３ ＝Ｐ/(Ｎ)(側面方向) 

＝Ｐ/(Ｎ・ｎ２)(正面方向) 

Ｌ１ 

ＢＭｙ=Ｐ３・ｈ/２ 

ＢＱｘ=ＢＭｙ/（Ｌ１/２） 
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  ＢＱ
ｐｙ

＝τｙ・ ＢＡ・10-3 

 

 ロ．ｚ方向荷重時の検討 

   アンカープレートのうち，ベースプレートに対し，ｚ方向に荷重が作用した場合

の計算モデルの概要図を図 6-8 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-8 ｚ方向に荷重が作用した場合の計算モデルの概要図 

 

   ・曲げに対する検討 

    検討用荷重Ｐ３によるベースプレートのｙ軸まわり曲げモーメントＢＭｙ_ｚは，

以下の式により算定する。 

BＭｙ_z＝Ｐ
３
・

Ｌ
１

4
 

    ベースプレートのｙ軸まわりの塑性断面係数ＢＺｐｙは，以下の式により算定す

る。 

ＢＺ
ｐｙ

＝
 ＢＢ・ Ｂｔ

2
4

 

    許容限界であるベースプレートのｙ軸まわりの終局曲げモーメントＢＭｐｙは，

「鋼構造塑性設計指針」に基づき，以下の式により算定する。 

  ＢＭ
ｐｙ

＝σｙ・ ＢＺ
ｐｙ

・10-3 

   ・せん断に対する検討 

    検討用荷重Ｐ３によるベースプレートのせん断力ＢＱＸは，以下の式により算定

する。 

ｈ

Ｐ３＝Ｐ/（Ｎ・ｎ２） 

Ｌ１ 

ＢＭｙ_ｚ=Ｐ３・Ｌ１/４ 

ＢＱｘ_ｚ=Ｐ３/２ 
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BＱｘ_z
＝

Ｐ
３

2
 

    ベースプレートの断面積ＢＡは，以下の式により算定する。 

  ＢＡ ＝ ＢＢ ・ Ｂｔ 

    許容限界であるベースプレートの終局せん断力ＢＱｐｚは，「鋼構造塑性設計指

針」に基づき，以下の式により算定する。 

  ＢＱ
ｐｚ

＝τｙ・ ＢＡ・10-3 

 

 (3) 基礎部（アンカーボルト）の評価方法 

   a. 接着系アンカーボルトの評価方法 

(a) 引張に関する検討 

   接着系アンカーボルトの降伏引張耐力に関する検討は以下による。 

   アンカーボルトの有効断面積ＡＡｅは，以下の式により算定する。 

   ＡＡ
ｅ
＝ Ａα・

π・ｄ
ａ
 ２

4
 

   ｚ方向の検討用荷重Ｐ３によりアンカーボルト 1 本当たりに生ずる引張力ＡＴＶは，

以下の式により算定する。 

ＡＴ
Ｖ
＝Ｐ

３
 

   ｘ又はｙ方向の検討用荷重Ｐ３によりアンカーボルト 1 本当たりに生ずる引張力  

ＡＴＨは，以下の式により算定する。 

ＡＴ
Ｈ
＝

Ｐ
３
・ｈ

 
7
8 ｄｔ・ｎ’

 

   アンカーボルトの降伏により決定される 1 本当たりの許容引張力Ｐａ１は，以下の

式により算定する。 

Ｐ
ａ１

＝φ
１
・ｆ

ｔ
・ ＡＡ

ｅ
・10-3 

 

   アンカーボルトの付着力により決定される 1 本当たりの許容引張力Ｐａ３は，以下

の式により算定する。 

Ｐ
ａ３

＝φ
３
・τａ・π・ Ａｄ

ａ
・ ＡＬ

ｃｅ
・10-3 

   接着系アンカーボルトにおける許容付着応力度τａは以下の式により算定する。 
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τａ＝α１・α２・α３・τｂａｖｇ 

   接着系アンカーボルトにおいて，へりあき及びアンカーボルトのピッチによる付着

強度の低減係数は以下の式により算定する。 

αｎ：0.5・（Ｃ
ｎ
/ ＡＬ

ｃｅ
）＋0.5 

    ＡＬ
ｅ

＝ ＡＬ－ｄ
ａ
 

    ＡＬ
ｃｅ

＝ ＡＬ
ｅ

－2・ｄ
ａ

 

   ここで， 

  （Ｃｎ/ＡＬｃｅ）≧1.0 の場合は，（Ｃｎ/ＡＬｃｅ）=1.0 

ＡＬｅ ≧10ｄａの場合は， ＡＬｅ=10ｄａとする。 

   アンカーボルトの許容耐力Ｐａは，以下の式により算定する。 

Ｐａ＝min  Ｐ
ａ１

，Ｐａ３  
(b) せん断に関する検討 

   検討用荷重Ｐ３によりアンカーボルト 1 本当たりに生ずるせん断力ＡＱは，以下の

式により算定する。 

ＡＱ＝
Ｐ

３

ｎ
 

   アンカーボルトのせん断強度により決定される許容せん断力Ｑａ１は，以下の式に

より算定する。 

 Ｑ
ａ１

＝φ
１
・ ｓσ

ｑａ
・ ＡＡ

ｅ
・10-3 

  定着した躯体の支圧強度により決定される許容せん断力Ｑａ２は，以下の式により算

定する。 

 Ｑ
ａ２

＝φ
2
・ cσｑａ

・ ＡＡ
ｅ
・10-3 

  せん断力に対するコーン状破壊面の有効投影面積Ａｑｃは，アンカーボルトのへりあ

き寸法をｃとすると以下の式により算定する。 

 Ａ
ｑｃ

＝0.5・π・ｃ
２
 

   定着した躯体のコーン状破壊により決定される許容せん断力Ｑａ３は，以下の式に

より算定する。 

 Ｑ
ａ３

＝φ
３
・ cσｔ

・ Ａ
ｑｃ

・10-3 

  アンカーボルトの許容せん断力Ｑａは，以下の式により算定する。 
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 Ｑａ＝min  Ｑ
ａ１

，Ｑａ２，Ｑａ３  
(c) 引張とせん断を同時に受ける場合に関する検討 

   コンクリートに埋め込まれるアンカーボルトとしての引張力とせん断力の組合せ力

に対する検定は，「各種合成構造設計指針・同解説」に基づき，以下の式によって行

う。 

   ＡＴ
Ｈ

Ｐ
ａ

 ２＋   ＡＱ  

Ｑ
ａ

 ２ １ 
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7. 適用規格  

適用する規格，基準等を以下に示す。 

・日本工業規格（ＪＩＳ） 

・鋼構造設計規準‐許容応力度設計法‐（（社）日本建築学会，2005 改定） 

・鋼構造塑性設計指針（（社）日本建築学会，2010 改定） 

・建築基準法及び同施行令 

・建築物荷重指針・同解説（（社）日本建築学会，2004 改定） 

・各種合成構造設計指針・同解説（（社）日本建築学会，2010 改定） 
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Ⅴ-3-別添 1-3-1 屋外重大事故等対処設備の固縛装置の強度計算書
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1. 概要 

  本資料は，Ⅴ-3-別添 1-3「屋外重大事故等対処設備の固縛装置の強度計算の方針」に示すと

おり，固縛装置が必要となる屋外の重大事故等対処設備（以下「固縛対象設備」という。）の固

縛装置が，竜巻襲来時においても，固縛構成要素が，設計竜巻による荷重とこれを組み合わせる

荷重（以下「設計荷重」という。）が固縛対象設備に作用した場合であっても，固縛状態を維持

するために必要な構造強度を有するよう，作用する荷重が許容限界以下であることを確認するも

のである。 

 

2. 基本方針 

  固縛装置は，Ⅴ-3-別添 1-3「屋外重大事故等対処設備の固縛装置の強度計算の方針」の「3. 

設計方針」に示すとおり，固縛対象設備の構造によって連結材の余長の有無に違いはあるが，固

縛装置の構成要素の組合せは，表 2-1 に示す１つである。  

  当該固縛装置に対して，強度評価を行い，固縛状態を維持し，必要な構造強度を有しているこ

とを確認する。 

なお，固縛対象設備の設置される固縛装置の強度評価の結果，許容限界に対する裕度が最も低

い固縛装置は，「可搬型代替注水中型ポンプ」に設置する固縛装置であり，本資料においては，

可搬型代替注水中型ポンプを固縛対象設備とした評価を示す。 

 

表 2-1 固縛装置の構成 

固縛対象設備 連結材 固定材 
基礎部 

（アンカーボルト） 

対象の 

固縛対象 

設備数 

車両型 
固縛ロープ 

（余長あり） フレノリンク

ボルト 
接着系アンカーボルト

7 

車両型以外 
固縛ロープ 

（余長なし）
10 

 

2.1 位置 

 屋外に設置する重大事故等対処設備は，Ⅴ-1-1-2-3-3「竜巻防護に関する施設の設計方針」

の「3.2 (3) 性能目標」のとおり，位置的分散を考慮した保管としており，固縛対象設備も同

様であり，それぞれ可搬型重大事故等対処設備保管場所（西側）及び可搬型重大事故等対処設

備保管場所（南側）に設置しており，これらの固縛装置も同じ場所に設置する。 

固縛装置の設置位置図を図 2-1 に示す。 
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図 2-1 固縛装置の設置位置図
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 2.2 構造装置全体の構造概要 

 固縛対象設備の固縛装置の構造は，Ⅴ-3-別添 1-3「屋外重大事故等対処設備の固縛装置の

強度計算の方針」の「2.2 固縛装置の構造」を踏まえて設定する。 

固縛対象設備の固縛装置は，連結材，固定材及び基礎部（アンカーボルト）から構成される。 

(1) 固縛装置全体の構造概要

固縛装置は，連結材（固縛ロープ）を固定材であるフレノリンクボルト及びアンカープレ

ートと接続し，固定材と基礎部を接着系アンカーボルトで固定する構造である。可搬型代替

注水中型ポンプに設置する固縛装置の概要を図 2-2 に示す。 

図 2-2 可搬型代替注水中型ポンプの固縛装置の概要図 

2.3 固縛装置構成要素の構造概要 

 固縛対象設備の固縛装置の構成要素は，連結材，固定材及び基礎部（アンカーボルト）であ

り，固縛対象設備に作用する荷重が連結材から固定材へ伝達し，基礎部（アンカーボルト）に

より支持する構造となる。 

連結材の概要を図 2-3 に，固定材のうちフレノリンクボルトの概要図を図 2-4 に，固定材の

うちアンカープレート及び基礎部（アンカーボルト）の概要図を図 2-5 に示す。 

連結材

（メインロープ）

連結材

（サイドロープ

（余長有））

固定材

（正面図）（側面図）

（上面図）

アンカープレート

フレノリンクボルト

接着系アンカーボルト

（固定材詳細図）

8.260 

3.430  

2.490  

基礎部

可搬型代替注水中型ポンプ

（固縛対象設備）

基礎

（単位 m） 
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（高強度繊維ロープφ30mm(被覆部) 

φ22mm（被覆無し部）） 

図 2-3 連結材の概要図 

（フレノリンクボルト(A-48L)）

図 2-4 フレノリンクボルトの概要図 

図 2-5 固定材（アンカープレート）及び基礎部（アンカーボルト）の概要図

呼び径 30mm 

長さ

フレノリンク

ボルト取付部
（ねじ加工）

接着系

アンカーボルト

ベースプレート200 200 

5
50

 

550 

2
75

 

2
00

 
2
00

 
7
5 

7
5 

550 

75 75 

110 220 220 

2
75

 

9
4 

2
8

有
効

埋
込

長
 

2
76

 

275 275 

200 200 

550 

75 75 

（単位 mm） 

（単位 mm） 
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2.4 評価方針 

固縛装置の強度評価は，設計荷重が固縛装置に作用することにより評価対象部位に生ずる荷

重及び応力等が，Ⅴ-3-別添 1-3「屋外重大事故等対処設備の固縛装置の強度計算の方針」の

「5. 許容限界」に収まることを「3. 強度評価方法」に示す方法により，「4. 評価条件」

に示す評価条件を用いて計算し，「5. 強度評価結果」にて確認する。 

固縛装置の強度評価において，その構造を踏まえ，Ⅴ-3-別添 1-3「屋外重大事故等対処設

備の固縛装置の強度計算の方針」の「2.3 荷重及び荷重の組合せ」に示す設計荷重の作用方

向及び伝達過程を考慮し，評価対象部位を選定する。 

(1) 強度評価方針

固縛装置の強度評価フローを図 2-6 に示す。固縛装置の強度評価においては，その構造を

踏まえ，設計竜巻の風圧力による荷重が固縛対象設備に作用した場合に，固縛装置を構成し

ている連結材，固定材及び基礎部（アンカーボルト）に作用する荷重等が「3.4 許容限界」

にて示すそれぞれの許容限界以下であることを確認する。 

図 2-6 固縛装置の強度評価フロー 

2.5 適用規格 

適用する規格，基準等を以下に示す。 

・日本工業規格（ＪＩＳ）

・鋼構造設計規準‐許容応力度設計法‐（（社）日本建築学会，2005 改定）

・鋼構造塑性設計指針（（社）日本建築学会，2010 改定）

・建築基準法及び同施行令

・建築物荷重指針・同解説（（社）日本建築学会，2004 改定）

・各種合成構造設計指針・同解説（（社）日本建築学会，2010 改定）

設計竜巻の風圧力による荷重

評価対象部位の選定

荷重及び荷重の組合せの選定

固縛装置の各構成要素に作用する荷重及び応力計算

設定する許容限界との比較
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3. 強度評価方法

3.1 記号の定義 

(1) 強度評価の記号の定義

固縛対象設備に作用する荷重の評価に用いる記号を表 3-1，連結材の強度評価に用いる記

号を表 3-2，固定材及び基礎部（アンカーボルト）の強度評価に用いる記号を表 3-3 に示す。 

表 3-1 固縛対象設備に作用する荷重の算出に用いる記号（1/2） 

記号 単位 定義 

ＶＤ m/s 設計竜巻の最大風速 

ＶＲｍ m/s 設計竜巻の最大接線風速 

ＶＳＡ m/s 固縛対象設備に作用する最大水平風速 

Ｒｍ m 最大接線風速の生じる半径 

Ｈｉ m 流入層高さ 

ＣＤｉ(ｉ=1,2,3) － 固縛対象設備の形状に応じた抗力係数 

Ａｉ(ｉ=1,2,3) m2 固縛対象設備の各面の投影面積 

Ｗ m 固縛対象設備の幅 

Ｌ m 固縛対象設備の長さ 

Ｈ m 固縛対象設備の高さ 

ｍ kg 固縛対象設備の質量 

ｇ m/s2 重力加速度（ｇ＝9.80665） 

ρ kg/m3 空気密度 

ｑ N/m2 設計用速度圧 

Ｇ － ガスト影響係数 

Ｃ － 建築物荷重指針・同解説により規定される風力係数 

Ａ m2 固縛対象設備の最大受圧面積 

ＶＳＡＳ，Ｆ m/s 固縛対象設備が浮き上がりを開始する風速 

ＶＳＡＳ，Ｓ m/s 固縛対象設備が横滑りを開始する風速 

ＣＤＡ/ｍ m２/kg 空力パラメータ 

μＳ － 固縛対象設備と路面の静摩擦係数 

μｄ － 固縛対象設備と路面の動摩擦係数 

Ｘ mm 固縛装置の設計余長 

ＬＯＦ mm 固縛対象設備と固縛装置（アンカー点）のオフセット量 

ｎ 箇所 固縛装置の箇所数 

ｎ’ 個 固縛装置 1箇所あたりの固定材の配置数 
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表 3-1 荷重の算出に用いる記号（2/2） 

記号 単位 定義 

k N/m 連結材の等価剛性（＝ＥＲＰ・ＡＲＰ／ＬＲＰ） 

ＥＲＰ N/mm２ 連結材の弾性係数 

ＡＲＰ mm２ 連結材の断面積 

ＬＲＰ m 連結材の長さ 

Ｆｄ kN 固縛対象設備の自重 

ＦＬ，ｍ kN 固縛対象設備に作用する保守的に設定した揚力 

ＰＶ kN 固縛対象設備に作用する浮き上がり荷重 

ＰＨ kN 固縛対象設備に作用する横滑り荷重 

Ｐｉ kN 固縛対象設備に作用する衝撃荷重 
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表 3-2 連結材の強度評価に用いる記号 

記号 単位 定義 

Ｆｄ kN 固縛対象設備の自重 

ＰＶ kN 固縛対象設備に作用する浮き上がり荷重 

ＰＨ kN 固縛対象設備に作用する横滑り荷重 

Ｐｉ kN 固縛対象設備に作用する衝撃荷重 

Ｐ kN 固縛対象設備に作用する検討用荷重 

Ｎ 箇所 固縛装置の箇所数 

ｎ１ 個 固縛装置 1箇所あたりの固定材の配置数 

Ｐ１ kN 連結材 1 組当たりに作用する荷重 

Ｐ１，ｍ kN 連結材（メインロープ）1 組当たりに作用する荷重 

Ｐ１，ｓ kN 連結材（サイドロープ）1 組当たりに作用する荷重 

θＶ１ deg 
浮き上がり時に固縛装置の連結材（サイドロープ）と定着

面となす角度 

θＶ２ deg 
横滑り時に固縛装置の連結材（サイドロープ）と定着面と

なす角度 

θＨ deg 
横滑り時（設備進行方向）に固縛装置の連結材（サイドロ

ープ）が初期位置と展張時の位置とのなす角度 

Ａ m2 固縛対象設備の最大受圧面積 

Ｃ － 建築物荷重指針・同解説により規定される風力係数 

Ｇ － ガスト影響係数 

ｑ N/m2 設計用速度圧 

ＶＤ m/s 設計竜巻の最大風速 

ＶＲｍ m/s 設計竜巻の最大接線風速 

ＶＳＡ m/s 固縛対象設備に作用する最大水平風速 

ρ kg/m3 空気密度 

ＣＤｉ(ｉ=1,2,3) － 固縛対象設備の形状に応じた抗力係数 

Ａｉ(ｉ=1,2,3) m2 固縛対象設備の各面の投影面積 

Ｈ m 固縛対象設備の高さ 

ｍ kg 固縛対象設備の質量 

ｇ m/s2 重力加速度（ｇ＝9.80665） 
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表 3-3 固定材及び基礎部（アンカーボルト）の強度評価に用いる記号（1/3） 

記号 単位 定義 

Ｆｄ kN 固縛対象設備の自重 

ＰＶ kN 固縛対象設備に作用する浮き上がり荷重 

ＰＨ kN 固縛対象設備に作用する横滑り荷重 

Ｐｉ kN 固縛対象設備に作用する衝撃荷重 

Ｐ kN 固縛対象設備に作用する検討用荷重 

Ｎ 箇所 固縛装置の箇所数 

ｎ２ 個 固縛装置 1箇所あたりの固定材の配置数 

Ｐ２ kN フレノリンクボルト 1 本当たりに作用する荷重

Ｐ３ kN アンカープレート 1箇所あたりに作用する荷重

θＶ１ deg 
浮き上がり時に固縛装置の連結材（サイドロープ）と定着面とな

す角度 

θＶ２ deg 
横滑り時に固縛装置の連結材（サイドロープ）と定着面となす角

度 

θＨ deg 
横滑り時（設備進行方向）に固縛装置の連結材（サイドロープ）

が初期位置と展張時の位置とのなす角度 

Ａ m2 固縛対象設備の最大受圧面積 

Ｃ － 建築物荷重指針・同解説により規定される風力係数 

Ｇ － ガスト影響係数 

ｑ N/m2 設計用速度圧 

ＶＤ m/s 設計竜巻の最大風速 

ＶＲｍ m/s 設計竜巻の最大接線風速 

ＶＳＡ m/s 固縛対象設備に作用する最大水平風速 

ρ kg/m3 空気密度 

ＣＤｉ(ｉ=1,2,3) － 固縛対象設備の形状に応じた抗力係数 

Ａｉ(ｉ=1,2,3) m2 固縛対象設備の各面の見付面積 

Ｈ m 固縛対象設備の高さ 

ｍ kg 固縛対象設備の質量 

ｇ m/s2 重力加速度（ｇ＝9.80665） 

Ｆ N/mm2 鋼材の基準強度 

σｙ N/mm2 検討対象部材の降伏応力度で，基準強度 F 値を 1.1 倍した値 

τｙ N/mm2 検討対象部材のせん断降伏応力度（τy=σy/√3） 

ｆｂ N/mm2 検討対象部材の短期許容曲げ応力度 

ｆｔ N/mm2 検討対象部材の短期許容引張応力度 
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表 3-3 固定材及び基礎部（アンカーボルト）の強度評価に用いる記号（2/3） 

記号 単位 定義 

ｈ mm ベースプレート板厚芯からのフレノリンクボルト芯までの高さ 

Ｌ１ mm 両端のアンカーボルト芯間距離 

ｄｔ mm ベースプレート端部から引張側アンカーボルト芯までの距離 

ＢＢ mm ベースプレートの幅 

Ｂｔ mm ベースプレートの厚さ 

ＢＺｐｙ mm３ ベースプレートの y軸まわりの塑性断面係数 

ＢＺｐｘ mm３ ベースプレートの x軸まわりの塑性断面係数 

ＢＡ mm２ ベースプレートの断面積 

ＢＭｙ kN・mm x 方向検討荷重によるベースプレートの y 軸まわり曲げモーメント

ＢＭｘ kN・mm y 方向検討荷重によるベースプレートの x 軸まわり曲げモーメント

ＢＭｙ_ｚ kN・mm z 方向検討荷重によるベースプレートの y 軸まわり曲げモーメント

ＢＭｐｙ kN・mm ベースプレートの y軸まわりの終局曲げモーメント 

ＢＭｐｘ kN・mm ベースプレートの x軸まわりの終局曲げモーメント 

ＢＱｘ kN x 方向検討荷重によるベースプレートのせん断力 

ＢＱｙ kN y 方向検討荷重によるベースプレートのせん断力 

ＢＱｘ_ｚ kN z 方向検討荷重によるベースプレートのせん断力 

ＢＱｐｘ kN x 方向検討荷重に対するベースプレートの終局せん断力 

ＢＱｐｙ kN y 方向検討荷重に対するベースプレートの終局せん断力 

ＢＱｐｚ kN z 方向検討荷重に対するベースプレートの終局せん断力 

Ａα － 
アンカーボルトのねじ部における断面積の低減を考慮した係数

(=0.75) 

ＡＡｅ mm2 アンカーボルトの有効断面積

ｎ 本 一組のアンカープレートにおけるアンカーボルト本数 

ｎ’ 本 一組のアンカープレートにおける引張側アンカーボルト本数 

ＡＴＶ kN z 方向の検討荷重によりアンカーボルト 1 本当たりに生ずる引張力

ＡＴＨ kN 
x 又は y 方向の検討荷重によりアンカーボルト 1本当たりに生ずる

引張力 

φ１ －
アンカーボルトの降伏引張力を決定する際の低減係数で，アンカ

ーボルトの降伏による場合は 1.0 

Ｆｃ N/mm2 アンカーボルトが定着するコンクリートの設計基準強度

ｓσｑａ N/mm2 接着系アンカーボルトの許容せん断応力度（＝0.7×ft） 

ＡＱ kN 検討荷重によりアンカーボルト 1 本当たりに生ずるせん断力 

γ kN/m3 基礎自重算定用のコンクリートの単位体積重量 
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表 3-3 固定材及び基礎部（アンカーボルト）の強度評価に用いる記号（3/3） 

記号 単位 定義 

Ｑａ１ kN 
接着系アンカーボルトの検討において，アンカーボルトのせん断

強度により決定される許容せん断力 

Ｑａ２ kN 定着した躯体の支圧強度により決定される許容せん断力 

φ２ －
アンカーボルトの降伏せん断力を決定する際の低減係数で，コン

クリートの支圧による場合は 2/3

ｃσｑａ N/mm2 基礎コンクリートの支圧強度で，0.5×√（Fc・Ec） 

Ｅｃ N/mm2 コンクリートのヤング係数で，3.35×10４×(γ/24)2×（Fc/60）1/3

Ａｑｃ mm2 せん断力に対するコーン状破壊面の有効投影面積 

ＡＬ mm 接着系アンカーボルトにおいては，埋込長さ 

ＡＬｅ mm 接着系アンカーボルトの有効埋込長さ 

ＡＬｃｅ mm 接着系アンカーボルトの強度算定用埋込長さ 

Ａｄａ mm 接着系アンカーボルトの呼び径 

α１ 

α２ 

α３ 

－ 
接着系アンカーボルトにおいて，へりあき及びアンカーボルトの

ピッチによる付着強度の低減係数 

Ｃ１，Ｃ２，Ｃ３ mm 
接着系アンカーボルトのへりあき寸法又はアンカーボルトピッチ

の 1/2 

Ｐａ１ kN 
接着系アンカーボルトにおいて，アンカーボルトの降伏により決

定される 1本当たりの許容引張力 

Ｐａ３ kN 
接着系アンカーボルトにおいて，アンカーボルトの付着力により

決定される 1 本当たりの許容引張力 

φ３ －
接着系アンカーボルトの許容引張力を決定する際の付着力による

低減係数(=2/3) 

τａ N/mm2 接着系アンカーボルトにおける許容付着応力度 

τｂａｖｇ N/mm2 
接着系アンカーの基本平均付着強度で，カプセル式・有機系の場

合（=10√(Fc/21) 

Ｐａ kN 接着系アンカーボルト 1本当たりの短期許容引張力 

Ｑａ kN 接着系アンカーボルト 1本当たりの短期許容せん断力 

Ｑａ３ kN 定着した躯体のコーン状破壊により決定される許容せん断力 

ｃσｔ N/mm2 コーン状破壊に対するコンクリートの引張強度（＝0.31×√Fc）
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3.2 評価対象部位 

固縛装置の評価対象部位は，「2.2 固縛装置の構造」にて設定している構造に基づき，

「2.3 荷重及び荷重の組合せ」に示す設計竜巻の風圧力の作用方向及び伝達過程を考慮し設

定する。 

(1) 連結材

・連結材本体（固縛ロープ（高強度繊維ロープ））

※連結材に作用する荷重を，メーカ提示値の規格引張強度と比較するため，評価対象部

位は連結材本体とする。

連結材の評価対象部位を図 3-1 に示す。 

（高強度繊維ロープφ30mm(被覆部) 

φ22mm（被覆無し部）） 

図 3-1 連結材の評価対象部位 

(2) 固定材

a. フレノリンクボルト

・フレノリンクボルト本体

※フレノリンクボルトに作用する荷重は，メーカ提示値の使用荷重に対し，安全係数

を考慮した値と比較するため評価対象部位はフレノリンクボルト本体とする。

フレノリンクボルトの評価対象部位を図 3-2 に示す。 

（フレノリンクボルト(A-48L)）

図 3-2 フレノリンクボルトの評価対象部位 

呼び径 30mm 

長さ

（単位 mm） 
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b. アンカープレート

アンカープレートについては，ベースプレートを評価対象部位として設定する。

・ベースプレート

(3) 基礎部（アンカーボルト）

基礎部（アンカーボルト）は，接着系アンカーボルトを評価対象部位として設定する。

・接着系アンカーボルト

 固定材（アンカープレート）及び基礎部（アンカーボルト）の評価対象部位を図 3-3 に示

す。 

図 3-3 固定材（アンカープレート）及び基礎部（アンカーボルト）の評価対象部位 

3.3 荷重及び荷重の組合せ 

 強度評価に用いる荷重及び荷重の組合せは，Ⅴ-3-別添 1-3「屋外重大事故等対処設備の固

縛装置の強度計算の方針」の「2.3 荷重及び荷重の組合せ」にて示している荷重及び荷重の

組合せを用いる。 

(1) 荷重の設定

強度評価に用いる荷重は，以下の荷重を用いる。

a. 常時作用する荷重（Ｆｄ）

常時作用する荷重は，持続的に生じる荷重であり，自重とする。

b. 風圧力による荷重（ＷＷ）

風圧力による荷重は，固縛対象設備に発生し，連結材，固定材（フレノリンクボルト及

びアンカープレート）を介して基礎（アンカーボルト）に作用する。 

 Ⅴ-3-別添 1-3「屋外重大事故等対処設備の固縛装置の強度計算の方針」の「2.3(1) 

荷重の種類」に示すように，竜巻による最大風速は，一般的には水平方向の風速として設

定され，これにより固縛対象設備は横滑りを生じるような力を受けるが，鉛直方向に対し

フレノリンク

ボルト取付部
（ねじ加工）

接着系

アンカーボルト

ベースプレート200 200 

5
50

 

550 

2
75

 

2
00

 
2
00

 
7
5 

7
5 

550 

75 75 

110 220 220 

2
75

 

 
94

 
2
8

有
効

埋
込

長
 

2
76

 

275 275 

200 200 

550 

75 75 

（単位 mm） 
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ても，風圧力により固縛対象設備に揚力が発生し，浮き上がりが生じるような力を受ける

ため，鉛直方向の荷重についても考慮した設計とする。 

(a) 竜巻の風圧力による荷重

Ⅴ-3-別添 1-3「屋外重大事故等対処設備の固縛装置の強度計算の方針」の「2.3

荷重及び荷重の組合せ」に基づき，荷重を選定する。 

イ. 浮き上がり荷重

固縛対象設備の浮き上がり時に発生する荷重ＰＶは，設計竜巻により当該固縛対

象設備に発生する鉛直力とする。 

 浮き上がり荷重は，固縛対象設備の形状による空力パラメータを用いて算出され

る揚力が自重を上回る（＝空力パラメータから算出される揚力－自重 ＞ 0 ）場合

に上向きの力として固縛対象設備に作用する。 

 固縛対象設備に作用する揚力は，揚力係数の代わりに保守的な設定となる抗力係

数を用いることにより保守的に設定された揚力ＦＬ，ｍを用い，空力パラメータＣＤ

Ａ/ｍを用いた式に展開し，浮き上がり荷重ＰＶは次に示すとおり算出する。 

Ｐ
Ｖ
＝Ｆ

Ｌ，ｍ
－ｍ・ｇ＝

1

2
ρ・Ｖ

ＳＡ
 ２・Ｃ

Ｄ
Ａ－ｍ・ｇ

 ＝ｍ
1

2
ρ・Ｖ

ＳＡ
 ２・

Ｃ
Ｄ
Ａ

ｍ
－ｇ

 なお，空力パラメータの算出等については「東京工芸大学，“平成 21～22 年度原

子力安全基盤調査研究（平成 22 年度）竜巻による原子力施設への影響に関する調査

研究”，独立行政法人原子力安全基盤機構委託研究成果報告書，平成 23 年 2 月」に

基づき，以下のＣＤＡ/ｍとして算出する。 

Ｃ
Ｄ
Ａ

ｍ
＝

0.33 Ｃ
Ｄ１

Ａ
１
+Ｃ

Ｄ２
Ａ

２
+Ｃ

Ｄ３
Ａ

３
 

ｍ

ロ. 横滑り荷重

横滑りに伴い発生する荷重ＰＨは，設計竜巻の風圧力による荷重が当該固縛対象

設備に作用する水平力とし，「建築基準法施行令」及び「日本建築学会 建築物荷

重指針・同解説」に準拠して，次に示すとおりＷＷとする。 

Ｐ
Ｈ
＝Ｗ

Ｗ
＝ｑ・Ｇ・Ｃ・Ａ

ハ. 衝撃荷重

連結材（サイドロープ）に余長を有する固縛装置が作動（余長が展張）する時に

固縛対象設備の急停止に伴い固縛装置に発生する衝撃荷重Ｐｉは，Ⅴ-3-別添 1-3

「屋外重大事故等対処設備の固縛装置の強度計算の方針」の「2.3(2)d. 衝撃荷重」

に基づき，以下によって算出する。 
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(イ) 固縛対象設備の挙動開始風速の算出

固縛対象設備が浮き上がり又は横滑りを始める時の風速を算出する。

浮き上がり開始風速ＶＳＡＳ，Ｆは，浮き上がり荷重ＰＶが 0 となる時の風速であ

り，以下の式によって算出する。 

ＶＳＡＳ，Ｆ＝ 2・ｇ

ρ・
Ｃ

Ｄ
Ａ

ｍ

横滑り開始風速ＶＳＡＳ，Ｓは，風圧力による荷重と静止摩擦力が釣り合った時

の風速であり，以下の式によって算出する。 

ＶＳＡＳ，Ｓ＝ 2μs・ｇ

ρ・
ＧＣＡ

ｍ
+μs

Ｃ
Ｄ
Ａ

ｍ

(ロ) 固縛装置の余長がなくなる時点での終端速度の算定

固縛対象設備が挙動を開始してから連結材（サイドロープ）が展張する時点

での固縛対象設備が持つ速度である終端速度ｖＳＡ，ＯＴを算出する。以下算出は

横滑りを例に記載する。 

固縛対象設備が横滑りを始めた風速から最大風速となる風速を，設計竜巻の

風速分布曲線より，保守性を考慮して線形近似した以下の式を使用する。 

Ｖ’
ＳＡ

＝ａｔ＋ｂ … ①

Ｖ’ＳＡ：t 秒後に固縛対象設備が受ける竜巻の風速 

ａ ：風速の近似式の定数 

ｂ ：風速の近似式の定数（＝滑り出し風速） 

停止している固縛対象設備が動き出し，設計余長分を移動した時の加速度ａ

ＳＡを，荷重と加速度の関係から算出する。 

ａ
ＳＡ

＝
Ｆ

ｍ
＝

Ｗ
Ｗ
-Ｆ

ｆｄ

ｍ
＝

1

2
ρ

Ｇ・Ｃ・Ａ

m
・Ｖ’

ＳＡ
 ２ - μｄ・ｇ… ②

  Ｆｆｄ ：固縛対象設備に作用する動摩擦力 

ここで，Ｋを以下に示すように置いて，②式のＶ’ＳＡに①式を代入し，ｔに

対する式として整理すると，③式となる。 

 Ｋ＝
1

2
ρ

Ｇ・Ｃ・Ａ

m

ａ
ＳＡ

＝Ｋ・ａ
２
・ｔ

２
＋2Ｋ・ａ・ｂ・ｔ＋（Ｋ・ｂ

２
－ μｄ・ｇ）… ③

 固縛対象設備の速度ｖＳＡは，加速度ａＳＡを時間ｔで積分し，初期条件を考慮

することで④式となる。（初期条件ｔ＝0 のとき，ｖＳＡ＝0）
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ｖ
ＳＡ

＝  ａ
ＳＡ

ｄｔ

  ＝
1

3
Ｋ・ａ

２
・ｔ

３
＋Ｋ・ａ・ｂ・ｔ

２

 ＋（Ｋ・ｂ
２
－ μｄ・ｇ）t… ④

固縛対象設備の移動距離ｘＳＡは，速度ｖＳＡを時間ｔで積分し，初期条件を考

慮すると以下の式となる。（初期条件ｔ＝0のとき，ｘＳＡ＝0） 

ｘ
ＳＡ

＝  ｖ
ＳＡ

ｄｔ

＝
1

12
Ｋ・ａ

２
・ｔ

４
＋

1

3
Ｋ・ａ・ｂ・ｔ

３

 ＋
1

2
（Ｋ・ｂ

２
－ μｄ・ｇ）ｔ

２
… ⑤ 

固縛対象設備の移動距離ｘＳＡが設計余長Ｘとなる時として，⑤式をｔについ

て解くと，滑り始めてから固縛装置が作動するまでの時間ｔⅰが算出できる。 

④式にｔⅰを代入することで，固縛装置が作動する時点での固縛対象設備の

速度として，終端速度ｖＳＡ，ＯＴが算出される。 

(ハ) 固縛装置に作用する衝撃荷重の算定

固縛対象設備の停止時に，固縛装置に作用する衝撃荷重は，停止に伴う衝撃

荷重によって連結材に作用する張力に加え，風圧力及び動摩擦力による荷重Ｆ

ｉ’を静荷重として，連結材張力による衝撃荷重Ｆｉ算出後に加算する。固縛対

象設備が有する運動量はｍｖＳＡである。固縛装置が作用し始めてΔｔの間に停

止したとすると，連結材に発生する衝撃荷重Ｆｉと運動量の関係は，⑥式のと

おりとなる。 

Ｆ
ｉ

 t

0

(t)dt＝m・v
SA
 …⑥

固縛装置の連結材は，弾性的に拘束力を生じる性質を有しており，バネ定数

ｋを有するバネとして考え，連結材に弾性的な力が作用し，固縛対象設備の速

度が 0 になったとすると，振幅をＢとして，連結材の変位ｘＲＰは，以下の式で

表される。また，フックの法則により連結材に発生する衝撃荷重Ｆｉは⑧式と

なる。 

ｘ
ＲＰ

＝Ｂsin  ｋ

ｍ
・t  …⑦ 

Ｆ
ｉ
(t)＝ｋ・ｘ

ＲＰ
＝ｋ・Ｂsin  ｋ

ｍ
・t  …⑧ 
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次に，⑧式を⑥式に代入して積分し，初期条件を考慮して，振幅について解

くと⑨式となる。（初期条件：ｔ＝0のときｖＳＡ=ｖＳＡ，ＯＴ，ｔ＝Δｔのときｖ

ＳＡ=0）

Ｂ＝ｖ
ＳＡ，ＯＴ

・ ｍ

ｋ
 …⑨ 

また，衝撃荷重Ｆｉは，⑧式の正弦関数が1のときに最大値（＝ｋ・Ｂ）とな

り，連結材の変位も最大となるその時間ｔｉ’は，以下の式となる。 

ｔ
ｉ
’＝

π

２
・

ｍ

ｋ
 …⑩ 

さらに，風荷重と動摩擦力の差分による静荷重Ｆｉ’が作用する。 

固縛対象設備に作用する風速は，①式にｔｉを代入して算出する。 

Ｖ”
ＳＡ

＝ａ・ｔ
ｉ
＋ｂ

Ｆ
ｉ
’＝Ｗ

Ｗ
-Ｆ

ｍ

 ＝
1

2
ρ

Ｇ・Ｃ・Ａ

ｍ
+
Ｃ

Ｄ
Ａ

ｍ
Ｖ”

ＳＡ
 ２ - μｄ・ｇ

固縛装置作動により固縛対象設備の急停止に伴う荷重は，衝撃荷重Ｆｉに加

えて静荷重Ｆｉ’を加算した荷重とし，衝撃荷重Ｐｉとする。 

(2) 荷重の組合せ

Ⅴ-3-別添 1-3「屋外重大事故等対処設備の固縛装置の強度計算の方針」の「2.3 荷重及

び荷重の組合せ」に示す，常時作用荷重（Ｆｄ），風荷重による浮き上がり荷重(ＰＶ)，横

滑り荷重(ＰＨ)及び衝撃荷重(Ｐｉ)を考慮する。 

この荷重及び荷重の組合せを表 3 4 に示す。 

表 3-4 固縛装置の荷重の組合せ 

強度評価の対象施設 評価内容 荷重の組合せ 

固縛装置 構造強度 

Ｆｄ＋ＰＶ

又は 

Ｆｄ＋ＰＨ

又は 

Ｆｄ＋Ｐｉ

(固縛対象設備に作用する荷重) 
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(3) 固縛対象設備に考慮する荷重の組合せ

「2.基本方針」に記載したとおり，「3.3(1) 荷重設定」，「3.3(2) 荷重の組合せ」に

基づき評価した結果，最も裕度の低い固縛装置を有する可搬型代替注水中型ポンプに対して

考慮する荷重を表 3-5 に示す。 

表 3-5 可搬型代替注水中型ポンプに考慮する荷重の組合せ 

3.4 許容限界 

 固縛装置の許容限界は，Ⅴ-3-別添 1-3「屋外重大事故等対処設備の固縛装置の強度計算の

方針」の「5. 許容限界」に示すとおり，「3.2 評価対象部位」にて設定している評価対象

部位ごとに，評価内容に応じて設定する。評価においては，許容限界以下であることを確認す

る。 

(1) 連結材

固縛に必要となる連結材（固縛ロープ）については，設計竜巻による荷重に対し，連結材

の破断が生じない設計とする。 

このため，当社がその妥当性を確認したメーカ提示値の規格引張強度を許容限界とする。 

(2) 固定材

a. フレノリンクボルト

固定材のうち，フレノリンクボルトについては，設計竜巻による荷重に対し，フレノリ

ンクボルトの破断が生じない設計とする。

このため，当社がその妥当性を確認したメーカ提示値の使用荷重に対し，安全係数を考

慮した値を許容限界とする。 

b. アンカープレート

固定材のうち，アンカープレートについては，設計竜巻による荷重に対し，鋼材の破断

が生じない設計とする。 

このため，「鋼構造塑性設計指針」に基づく，部材の終局耐力を許容限界とする。 

(3) 基礎部（アンカーボルト）

a. 接着系アンカーボルト

基礎部（アンカーボルト）のうち，接着系アンカーボルトについては，設計竜巻による

荷重に対し，接着系アンカーボルトの破断が生じない設計とする。 

 このため，「各種合成構造設計指針・同解説」に基づく，短期許容応力度を許容限界と

する。

固縛対象設備 固縛装置の構成 荷重の組合せ 

可搬型代替注水

中型ポンプ 

フレノリンクボルト

＋ 

アンカープレート

＋ 

接着系アンカーボルト 

Ｆｄ＋衝撃荷重Ｐⅰ 

（側面方向の横滑り） 
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3.5 評価方法 

(1) 連結材の評価方法

連結材に作用する荷重が，固縛装置の箇所数×連結材 1 組当たりの許容限界を超えないこ

とを確認するため，連結材 1 組当たりに作用する荷重を，以降に示す浮き上がり及び横滑り

の荷重状態に対して算定し，そのうち最も大きい荷重を選定する。 

a. 浮き上がり時

設計竜巻の風荷重による揚力が固縛対象設備に作用して浮き上がる状態を考える。固縛

対象設備が浮き上がった場合には，両側に配置した固縛装置（連結材（サイドロープ）で

抵抗することから連結材に作用する荷重を以下の式により算定する。浮き上がり時の評価

モデルの概要図を図 3-4 に示す。

連結材に作用する荷重のうち，メインロープ又はサイドロープ作用する荷重のうち大き

い荷重を，浮き上がり時の連結材の検討用荷重Ｐ１とする。 

Ｐ
１
＝max  Ｐ

ｎ
１

・
1

sinθＶ１

，
Ｐ

2
＝

Ｐ

ｎ
１

・
1

sinθＶ１

（ｎ
１
・sinθＶ１ 2 より） 

図 3-4 浮き上がり時の連結材の評価モデルの概要図 

b. 横滑り時

設計竜巻による風荷重が固縛対象設備に作用して横滑りする状態を考え，連結材に作用

する荷重は算定するが，横滑りの方向により連結材に作用する荷重状態が異なるため、横

滑り方向に対して，荷重を算定する。 

(a) 側面方向の横滑り時

固縛対象設備が側面方向（進行方向直角方向）に横滑りした場合には，固縛装置は片

側に配置した固縛装置（連結材（サイドロープ））のみで抵抗することとなるから，連

結材の検討用荷重Ｐ１は以下の式により算定する。横滑り時（側面方向）の評価モデル

の概要図を図 3-5 に示す。 

連結材に作用する荷重のうち，メインロープ又はサイドロープ作用する荷重のうち大き

い荷重を，側面方向の横滑り時の連結材の検討用荷重Ｐ１とする。

※ 浮き上がりが発生しない

（余長が展張しない）場合は

Ｐ=ＰＶ=Ｐｉ＝0 θＶ１

固縛

対象設備
連結材（サイドロープ）

（浮き上がり荷重作用時

：展張状態）

Ｐ＝max（ＰＶ，Ｐｉ）/Ｎ 

揚力（ＦＬ，Ｍ）

P１,Ｓ 

連結材（サイドロープ）

（浮き上がり荷重作用時

：展張状態）

連結材（メインロープ）

P１,ｍ P１,ｍ 

P１,Ｓ 
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Ｐ
１
＝max  Ｐ・

1

cosθＶ２

，
Ｐ

2
＝Ｐ・

1

cosθＶ２

（cosθＶ２ 1< 2 より） 

図 3-5 横滑り時（側面方向）の連結材の評価モデルの概要図 

(b) 正面方向の横滑り時

固縛対象設備が正面方向（進行方向）に横滑りした場合には，両側に配置した固縛装

置（連結材（サイドロープ））で抵抗することから，連結材の検討用荷重Ｐ１は以下の

式により算定する。横滑り時（正面方向）の評価モデルの概要図を図 3-6 に示す。 

 連結材に作用する荷重のうち，メインロープ又はサイドロープ作用する荷重のうち大

きい荷重を，正面方向の横滑り時の連結材の検討用荷重Ｐ１とする。 

Ｐ
１
＝max  Ｐ

ｎ
１

・
1

sinθＨ

・
1

cosθＶ２

，
Ｐ

ｎ
１

・
1

tanθＨ

図 3-6 横滑り時（正面方向）の連結材の評価モデルの概要図

θＶ２

固縛

対象設備

連結材（サイドロープ）

（横滑り荷重作用時

：展張状態）

Ｐ＝max（ＰＨ，Ｐｉ）/Ｎ 

横滑り荷重

連結材（サイドロープ）

（横滑り荷重作用時

：未展張状態）

連結材（メインロープ）

P１,ｍ 

P１,Ｓ 

P１,ｍ 

θＨ

固縛

対象設備

横滑り荷重

連結材（サイドロープ）

（横滑り荷重作用時

：展張状態）

連結材

（メインロープ）

P１,Ｓ 

P１,ｍ 

θＨ

θＶ２

P１,ｍ 

P１,Ｓ 

Ｐ＝max（ＰＨ，Ｐｉ）/Ｎ 

固縛

対象設備

横滑り荷重
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 (2) 固定材の評価方法 

   a. フレノリンクボルトの評価方法 

     フレノリンクボルトに作用する荷重も連結材と同様に，固縛装置の箇所数×フレノリン

クボルト 1本当たりの許容限界を超えないことを確認するため，フレノリンクボルト 1 本

当たりに作用する荷重を，以降に示す浮き上がり及び横滑りの荷重状態に対して算定し，

そのうち最も大きい荷重を選定する。 

     なお，フレノリンクボルトは連結材のうちサイドロープと同一の作用線上に配置される

ことから，連結材のサイドロープの荷重を検討用荷重Ｐ２とする。 

     また，荷重の評価モデルは連結材と同様である。 

    (a) 浮き上がり時 

      浮き上がり時のフレノリンクボルトの検討用荷重Ｐ２は以下の式で算定する。 

  Ｐ
２
＝

Ｐ

ｎ
２

・
1

sinθＶ１

 

    (b) 横滑り時 

      イ. 側面方向の横滑り時 

        側面方向の横滑り時のフレノリンクボルトの検討用荷重Ｐ２は以下の式で算定す

る。  Ｐ2＝Ｐ・
1

cosθＶ２

 

      ロ. 正面方向の横滑り時 

        正面方向の横滑り時のフレノリンクボルトの検討用荷重Ｐ２は以下の式で算定す

る。 

 Ｐ2＝ Ｐ

ｎ
２

・
1

cosθＨ

・
1

cosθＶ２

 

   b. アンカープレートの評価方法 

     (a) 計算モデル 

   アンカープレートの評価は，図 3-7 に示すｘ，ｙ，ｚ方向に作用する荷重として，

検討用荷重Ｐ３を選定し，各検討荷重に対して部材断面に生ずる荷重等を算定し，評

価を行う。 

   ただし，フレノリンクボルトはボルト芯を軸として回転するため，ｘ方向とｙ方向

は同一の評価条件となるため，選定した最大の値となる検討用荷重Ｐ３がｘ方向に作

用する場合にて評価する。  
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図 3-7 アンカープレートの計算モデルの概要図 

 

(b) 計算方法 

 イ．ｘ方向荷重時の検討 

   アンカープレートのうち，ベースプレートに対し，ｘ方向に荷重が作用した場合

の計算モデルの概要図を図 3-8 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-8 ｘ方向に荷重が作用した場合の計算モデルの概要図 

 

   ・曲げに対する検討 

    検討用荷重Ｐ３によるベースプレートのｙ軸まわり曲げモーメントＢＭｙは，以

下の式により算定する。 

ＢＭ
ｙ
＝Ｐ

３
・

ｈ

2
 

    ベースプレートのｙ軸まわりの塑性断面係数ＢＺｐｙは，以下の式により算定す

る。 

ＢＺ
ｐｙ

＝
 ＢＢ・ Ｂｔ

2
4

 

    許容限界であるベースプレートのｙ軸まわりの終局曲げモーメントＢＭｐｙは，

「鋼構造塑性設計指針」に基づき，以下の式により算定する。 

  ＢＭ
ｐｙ

＝σｙ・ ＢＺ
ｐｙ

・10-3 

x 

y 

z 

Ｐ３ 

(a) ｘ方向 (b) ｙ方向 (c) ｚ方向 

ｈ

Ｐ３ ＝Ｐ/(Ｎ)(側面方向) 

＝Ｐ/(Ｎ・ｎ２)(正面方向) 

Ｌ１ 

ＢＭｙ=Ｐ３・ｈ/２ 

ＢＱｘ=ＢＭｙ/（Ｌ１/２） 

Ｐ３’ Ｐ３ 
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   ・せん断に対する検討 

    検討用荷重Ｐ３によるベースプレートのせん断力ＢＱｘは，以下の式により算定

する。 

ＢＱ
ｘ
＝

 ＢＭ
ｙ

Ｌ
１

２

 

    ベースプレートの断面積ＢＡは，以下の式により算定する。 

  ＢＡ ＝ ＢＢ ・ Ｂｔ 

    許容限界であるベースプレートの終局せん断力ＢＱｐｘは，「鋼構造塑性設計指

針」に基づき，以下の式により算定する。 

  ＢＱ
ｐｙ

＝τｙ・ ＢＡ・10-3 

 ロ．ｚ方向荷重時の検討 

   アンカープレートのうち，ベースプレートに対し，ｚ方向に荷重が作用した場合

の計算モデルの概要図を図 3-9 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-9 ｚ方向に荷重が作用した場合の計算モデルの概要図 

 

   ・曲げに対する検討 

    検討用荷重Ｐ３によるベースプレートのｙ軸まわり曲げモーメントＢＭｙ_ｚは，

以下の式により算定する。 

BＭｙ_z＝Ｐ
３
・

Ｌ
１

4
 

    ベースプレートのｙ軸まわりの塑性断面係数ＢＺｐｙは，以下の式により算定す

る。 

ＢＺ
ｐｙ

＝
 ＢＢ・ Ｂｔ

2
4

 

ｈ

Ｐ３＝Ｐ/（Ｎ・ｎ２） 

Ｌ１ 

ＢＭｙ_ｚ=Ｐ３・Ｌ１/４ 

ＢＱｘ_ｚ=Ｐ３/２ 
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    許容限界であるベースプレートのｙ軸まわりの終局曲げモーメントＢＭｐｙは，

「鋼構造塑性設計指針」に基づき，以下の式により算定する。 

  ＢＭ
ｐｙ

＝σｙ・ ＢＺ
ｐｙ

・10-3 

   ・せん断に対する検討 

    検討用荷重Ｐ３によるベースプレートのせん断力ＢＱＸは，以下の式により算定

する。 

BＱｘ_z
＝

Ｐ
３

2
 

    ベースプレートの断面積ＢＡは，以下の式により算定する。 

  ＢＡ ＝ ＢＢ ・ Ｂｔ 

    許容限界であるベースプレートの終局せん断力ＢＱｐｚは，「鋼構造塑性設計指

針」に基づき，以下の式により算定する。 

  ＢＱ
ｐｚ

＝τｙ・ ＢＡ・10-3 

 (3) 基礎部（アンカーボルト）の評価方法 

   a. 接着系アンカーボルトの評価方法 

(a) 引張に関する検討 

   接着系アンカーボルトの降伏引張耐力に関する検討は以下による。 

   アンカーボルトの有効断面積ＡＡｅは，以下の式により算定する。 

   ＡＡ
ｅ
＝ Ａα・

π・ｄ
ａ
 ２

4
 

   ｚ方向の検討用荷重Ｐ３によりアンカーボルト 1 本当たりに生ずる引張力ＡＴＶは，

以下の式により算定する。 

ＡＴ
Ｖ
＝Ｐ

３
 

   ｘ又はｙ方向の検討用荷重Ｐ３によりアンカーボルト 1 本当たりに生ずる引張力  

ＡＴＨは，以下の式により算定する。 

ＡＴ
Ｈ
＝

Ｐ
３
・ｈ

 
7
8 ｄｔ・ｎ’

 

   アンカーボルトの降伏により決定される 1 本当たりの許容引張力Ｐａ１は，以下の

式により算定する。 

Ｐ
ａ１

＝φ
１
・ｆ

ｔ
・ ＡＡ

ｅ
・10-3 
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   アンカーボルトの付着力により決定される 1 本当たりの許容引張力Ｐａ３は，以下

の式により算定する。 

Ｐ
ａ３

＝φ
３
・τａ・π・ Ａｄ

ａ
・ ＡＬ

ｃｅ
・10-3 

   接着系アンカーボルトにおける許容付着応力度τａは以下の式により算定する。 

τａ＝α１・α２・α３・τｂａｖｇ 

   接着系アンカーボルトにおいて，へりあき及びアンカーボルトのピッチによる付着

強度の低減係数は以下の式により算定する。 

αｎ：0.5・（Ｃ
ｎ
/ ＡＬ

ｃｅ
）＋0.5 

    ＡＬ
ｅ

＝ ＡＬ－ｄ
ａ
 

    ＡＬ
ｃｅ

＝ ＡＬ
ｅ

－2・ｄ
ａ

 

   ここで， 

  （Ｃｎ/ＡＬｃｅ）≧1.0 の場合は，（Ｃｎ/ＡＬｃｅ）=1.0 

ＡＬｅ ≧10ｄａの場合は， ＡＬｅ=10ｄａとする。 

   アンカーボルトの許容耐力Ｐａは，以下の式により算定する。 

Ｐａ＝min  Ｐ
ａ１

，Ｐａ３  
(b) せん断に関する検討 

   検討用荷重Ｐ３によりアンカーボルト 1 本当たりに生ずるせん断力ＡＱは，以下の

式により算定する。 

ＡＱ＝
Ｐ

３

ｎ
 

   アンカーボルトのせん断強度により決定される許容せん断力Ｑａ１は，以下の式に

より算定する。 

 Ｑ
ａ１

＝φ
１
・ ｓσ

ｑａ
・ ＡＡ

ｅ
・10-3 

  定着した躯体の支圧強度により決定される許容せん断力Ｑａ２は，以下の式により算

定する。 

 Ｑ
ａ２

＝φ
2
・ cσｑａ

・ ＡＡ
ｅ
・10-3 

  せん断力に対するコーン状破壊面の有効投影面積Ａｑｃは，アンカーボルトのへりあ

き寸法をｃとすると以下の式により算定する。 

 Ａ
ｑｃ

＝0.5・π・ｃ
２
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   定着した躯体のコーン状破壊により決定される許容せん断力Ｑａ３は，以下の式に

より算定する。 

 Ｑ
ａ３

＝φ
３
・ cσｔ

・ Ａ
ｑｃ

・10-3 

  アンカーボルトの許容せん断力Ｑａは，以下の式により算定する。 

 Ｑａ＝min  Ｑ
ａ１

，Ｑａ２，Ｑａ３  
(c) 引張とせん断を同時に受ける場合に関する検討 

   コンクリートに埋め込まれるアンカーボルトとしての引張力とせん断力の組合せ力

に対する検定は，「各種合成構造設計指針・同解説」に基づき，以下の式によって行

う。 

   ＡＴ
Ｈ

Ｐ
ａ

 ２＋   ＡＱ  

Ｑ
ａ

 ２ １ 
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4. 評価条件 

  評価に用いる寸法は，公称値を使用する。 

4.1 可搬型代替注水中型ポンプの評価条件 

   可搬型代替注水中型ポンプの評価条件を， 表 4-1～表 4-8 に示す。 

 

表 4-1 評価条件 

固縛対象設備 
ＶＤ 

(m/s) 

ＶＲｍ 

(m/s) 

Ｒｍ 

(m) 

Ｈｉ 

(m) 

ρ 

(kg/m3) 

ｇ 

(m/s2) 

可搬型代替注水 

中型ポンプ 
100 85 30 15 1.22 9.80665 

 

表 4-2 評価条件（固縛対象設備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

固縛対象設備 
Ｂ 

(m) 

Ｌ 

(m) 

Ｈ 

(m) 

ｍ 

(m) 

μＳ 

（-） 

μｄ 

（-） 

可搬型代替注水 

中型ポンプ 
2.490 8.260 3.430 14800 0.44 0.29 

ＣＤ１ 

(-) 

ＣＤ２ 

(-) 

ＣＤ３ 

(-) 

Ａ１ 

(m2) 

Ａ２ 

(m2) 

Ａ３ 

(m2) 

Ｇ 

(-) 

Ｃ 

(-) 

2.0 2.0 2.0 8.541 20.567 28.332 1.0 1.2 

ＶＳＡ 

(m/s) 

ＶＳＡＳ，Ｆ

(m/s) 

ＶＳＡＳ，Ｓ 

(m/s) 

側面 正面 

88.1 79.0 45.4 62.2 
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表 4-3 評価条件（固縛装置） 

固縛対象設備 
Ｎ 

(箇所) 

Ｘ 

(mm) 

ＬＯＦ 

(m) 

θＶ１ 

(°) 

θＶ２ 

(°) 

θＨ 

(°) 

可搬型代替注水 

中型ポンプ 
5 600 900 60.2 34.0 53.2 

 

表 4-4 評価条件（連結材） 

評価対象 仕様 
ＡＲＰ 

(mm2) 

ＥＲＰ 

(N/mm2) 

ＬＲＰ 

(m) 

ｎ１ 

（個） 

連結材 高強度繊維ロープ 380.13 15785 6.568 2 

 

表 4-5 評価条件（固定材のうちフレノリンクボルト） 

評価対象 仕様 型式 

ｎ２ 

（個） 

固定材 フレノリンクボルト A-48L 2 

 

表 4-6 評価条件（固定材のうちアンカープレート） 

評価対象 評価部位 材質 

Ｆ 

（N/mm2）

ＢＢ 

(mm) 

Ｂｔ 

(mm) 

固定材 アンカープレート SN400B 235 550 28 

 

 

 

 

 

 

 

ｈ 

(mm) 

Ｌ１ 

(mm) 

ｄｔ 

(mm) 

ｎ２ 

（個） 

136 400 475 2 
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表 4-7 評価条件（基礎部（アンカーボルト）） 

評価対象 評価部位 材質 

Ｆ 

（N/mm2）

ｆｂ 

(N/mm2) 

ｆｔ 

(N/mm2) 

基礎部 

（アンカーボルト）

接着系 

アンカーボルト 
SS400 235 235 235 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 4-8 評価条件（固縛対象設備に作用する荷重） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｄａ 

(mm) 

ｎ２ 

（個） 

Ａｎ 

（本） 

Ａｎ’ 

（本） 

ＡＬ 

（mm） 

Ａａ 

（mm） 

ｃ 

（mm） 

24 2 8 3 300 200 400 

α１ 

(-) 

α２ 

(-) 

α３ 

(-) 

ＦＣ

(N/mm2) 

γ

(kN/m3) 

1.0 0.76 0.76 40 24.5 

固縛対象設備 
ＰＶ 

(kN) 

ＰＨ 

(kN) 

Ｐⅰ 

(kN) 

側面 正面 側面 正面 

可搬型代替注水 

中型ポンプ 
35.0 161.0 48.5 676.0 713.7 
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5. 評価結果 

5.1 可搬型代替注水中型ポンプの評価結果 

  (1) 連結材の評価結果 

    連結材の評価結果を表 5-1 に示す。連結材に作用する荷重は許容限界以下であり，固縛状

態を維持するために必要な構造強度を有している。 

 

表 5-1 連結材の評価結果 

評価対象 
作用荷重 

ケース 

作用荷重 

(kN) 

許容限界 

(kN) 
裕度 

連結材 

衝撃荷重 

（側面方向 

  横滑り） 

163.1 250 1.53 

 

 (2) 固定材の評価結果 

   a. フレノリンクボルト 

     固定材のうちフレノリンクボルトの評価結果を表 5-2 に示す。フレノリンクボルトに作

用する荷重は許容限界以下であり，固縛状態を維持するために必要な構造強度を有してい

る。 

 

表 5-2 固定材（フレノリンクボルト）の評価結果 

評価対象 
作用荷重 

ケース 

作用荷重 

(kN) 

許容限界 

(kN) 
裕度 

フレノリンク 

ボルト 

衝撃荷重 

（側面方向 

 横滑り） 

163.1 735 4.50 

 

   b. アンカープレート 

     固定材のうちアンカープレートの評価結果を表 5-3 に示す。アンカープレートに作用す

る荷重は許容限界以下であり，固縛状態を維持するために必要な構造強度を有している。 
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表 5-3 固定材（アンカープレート）の評価結果 

評価対象 

作用荷重 

ケース 

（水平方向） 

ｘ(ｙ)方向

荷重の曲げ 

モーメント 

(kN・mm) 

許容限界 

(kN・mm) 

ｘ(ｙ)方向

せん断力 

(kN) 

許容限界 

(kN) 

アンカー 

プレート 

衝撃荷重 

（側面方向 

  横滑り） 

9193.6 27812.4 46.0 2279.2 

 

作用荷重 

ケース 

（鉛直方向） 

ｚ方向荷重

の曲げ 

モーメント 

(kN・mm) 

許容限界 

(kN・mm) 

ｚ方向 

せん断力 

(kN) 

許容限界 

(kN) 
裕度＊ 

浮き上がり 

荷重 
350.0 27812.4 1.8 2279.2 3.02 

注） ＊：最小裕度のみ記載    

 

 (3) 基礎部（アンカーボルト）の評価結果 

    基礎部（アンカーボルト）の評価結果を表 5-4 に示す。アンカーボルトに作用する荷重は

許容限界以下であり，固縛状態を維持するために必要な構造強度を有している。 

 

表 5-4 基礎部（アンカーボルト）の評価結果 

評価対象 

作用荷重 

ケース 

（水平方向） 

引張力 

(kN) 

許容限界 

(kN・mm) 

せん断力 

(kN) 

許容限界 

(kN) 

接着系 

アンカーボルト

衝撃荷重 

（側面方向 

  横滑り） 

14.8 79.7 16.9 55.6 

 

引張力＋ 

せん断力 
許容限界 裕度＊ 

0.1391 1.0 3.28 

注） ＊：最小裕度のみ記載     
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Ⅴ-3-別添 1-1-1 竜巻より防護すべき施設を内包する施設の 

強度計算書
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1. 概要

本資料は，Ⅴ-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」に示すとおり，竜

巻より防護すべき施設を内包する施設である原子炉建屋，タービン建屋，使用済燃料乾式貯蔵

建屋（以下「建屋」という。）及び軽油貯蔵タンクタンク室（以下「構造物」という。）が，設

計飛来物（以下「飛来物」という。。）の衝突に加え，風圧力及び気圧差に対し，竜巻時及び竜巻

通過後においても，竜巻より防護すべき施設の安全機能を損なわないよう，内包する竜巻よ

り防護すべき施設に飛来物が衝突することを防止する機能を有すること及び竜巻より防護す

べき施設に必要な機能を損なわないことを確認するものである。 

2. 基本方針

建屋及び構造物について，Ⅴ-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の

「3.2 機能維持の方針」に示す構造計画を踏まえ，建屋及び構造物の「2.1 位置」，「2.2 

構造概要」，「2.3 評価方針」及び「2.4 適用規格」を示す。 

2.1 位置 

建屋及び構造物の配置図を図2-1に示す。 

図 2-1 建屋及び構造物の配置図 
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2.2 構造概要 

建屋及び構造物は，Ⅴ-3-別添 1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「3.2

機能維持の方針」に示す構造計画とする。 

建屋は，主体構造が鉄筋コンクリート造で，一部鉄骨造を有する構造である。また，原子炉

建屋には，外殻を構成する部材として鋼製の原子炉建屋大物搬入口扉（原子炉建屋原子炉棟水密扉及

び機器搬入口内側扉），原子炉建屋付属棟1階電気室搬入口水密扉等の扉が設置されている。 

軽油貯蔵タンクタンク室は，地中に埋設された構造物であり，地上部に露出する頂版を含めた

外殻の躯体は鉄筋コンクリート造とし，地上部に露出する開口部の蓋は鋼製である。 

建屋及び構造物の概略平面図及び概略断面図を図 2-2～図 2-9 に示す。 
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図2-2 原子炉建屋の概略平面図  
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図 2-3 原子炉建屋の概略断面図  
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図 2-4 タービン建屋の概略平面図  
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図 2-5 タービン建屋の概略断面図 
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図 2-6 使用済燃料乾式貯蔵建屋の概略平面図 

  

175



 

8 

N
T
2
 
補
②

 Ⅴ
-
3
-別

添
1
-
1-
1
 
R
0 

 

 

図 2-7 使用済燃料乾式貯蔵建屋の概略断面図 
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図2-8 軽油貯蔵タンクタンク室の概略平面図 

図2-9 軽油貯蔵タンクタンク室の概略断面図 
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追而 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-10 緊急時対策所の概略平面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

追而 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-11 緊急時対策所の概略断面図 
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2.3 評価方針 

建屋及び構造物の強度評価は，Ⅴ-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方

針」の「4.1 荷重及び荷重の組合せ」及び「4.2 許容限界」を踏まえ，竜巻より防護すべき

施設が安全機能を損なわないことを，「3. 強度評価方法」に示す方法により，「4. 評価条

件」に示す評価条件を用いて計算し，「5. 強度評価結果」にて確認する。 

建屋及び構造物の強度評価においては，その構造を踏まえ，設計竜巻荷重とこれに組み合

わせる荷重（以下「設計荷重」という。）の作用方向及び伝達過程を考慮し，評価対象部位

を設定する。 

具体的には，飛来物が竜巻より防護すべき施設に衝突する直接的な影響の評価として，建

屋及び構造物の外殻を構成する部材に対する「衝突評価」を行う。また飛来物が竜巻より防

護すべき施設に衝突・接触する波及的な影響の評価として，建屋及び構造物の外殻を構成す

る部材の裏面剥離による飛散の影響並びに建屋及び構造物の外殻を構成する部材の転倒・脱

落の影響に対する「構造強度評価」を行う。 

 

2.3.1 貫通評価 

飛来物が建屋及び構造物の外殻を構成する部材を貫通しない設計とするために，飛来物

による衝撃荷重に対し，防護すべき施設の外殻を構成する部材が設計飛来物の貫通を生じ

ないことを計算若しくは解析により確認する。 

具体的には，防護すべき施設の外殻となる区画の屋根，外壁及び内壁，並びに開口部建

具並びに構造物の地上露出部が，設計飛来物の貫通を生じない厚さを有していることを，

計算により確認する。貫通を生じない厚さを有していることの確認が出来ない場合におい

ては，これらに終局状態に至るようなひずみを生じないことを，解析により確認する。 

 

2.3.2 構造強度評価 

飛来物による衝撃荷重に対し，竜巻より防護すべき施設に波及的影響を与えないよう，

防護すべき施設の外殻を構成する部材自体の脱落を生じない設計とするために，これらに

ついて，裏面剥離によるコンクリート片の飛散が生じないことを計算により確認する。

（以下「裏面剥離評価」という。） 

具体的には，ＲＣ造の建屋及び構造物について，飛来物による衝撃荷重に対し，施設の

外殻を構成する部材自体の脱落を生じない設計とするために，外殻となる屋根スラブ，外

壁及び内壁並びに構造物の鉄筋コンクリートが，裏面剥離によるコンクリート片の飛散が

生じない最小厚さ以上であることを計算により確認する。 

外殻を構成する部材で，裏面剥離によるコンクリート片の飛散が生じない最小厚さ以上

であることの確認ができない場合は，裏面剥離の影響を受ける防護対象施設が当該部位の

近傍にないことを確認するか，裏面剥離が生じない構造であることを解析により確認す

る。 

また，外殻を構成する部材自体の転倒及び脱落を生じない設計とするために，設計荷重

に対し，外殻となる屋根スラブ，屋根スラブのスタッドボルト，外壁及び内壁に終局状態

に至るようなひずみ又は応力が生じないこと，鉄骨架構に終局状態に至るような変形が生
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じないことを計算及び解析により確認する。（以下「変形評価」という。） 

建屋及び構造物の設計荷重作用時の強度評価フローを図2-10に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注 1）3次元ＦＥＭモデルを用いた動的評価を実施する。 

（注 2）地震応答解析モデルを用いた静的評価を実施する。 

 

図2-10 強度評価フロー  

建屋及び構造物の強度評価 

評価方法の設定 

貫通評価 

評価式 

（Chang 式） 

強度評価結果の確認 

許容限界の設定 

評価対象部位の設定 

荷重及び荷重の組合せの設定 

裏面剥離評価 

解析モデルの設定 

変形評価 

評価式（Degen 式，BRL 式），

衝突解析（注１） 

応力計算，構造躯体の 

変形量の算定（注 2） 
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2.4 適用規格 

・鋼構造設計規準 -許容応力度設計法- （（社）日本建築学会，2005改定） 

・Methodology for Performing Aircraft Impact Assessments for New Plant Designs 

(Nuclear Energy Institute 2011 Rev 8P(NEI07-13))（以下「ＮＥＩ07-13」という。） 

・建築基準法及び同施行令 

・建築物荷重指針・同解説（（社）日本建築学会，2004改定） 

・ISES7607-3「軽水炉構造機器の衝撃荷重に関する調査 その3 ミサイルの衝突による構造

壁の損傷に関する評価式の比較検討」（高温構造安全技術研究組合） 

・鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説（（社）日本建築学会，2010改定）（以下「RC

規準」という。） 

・「原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡＧ４６０１-1987」（（社）日本電気協会） 

・「原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡＧ４６０１-1991 追補版」（（社）日本電気協

会） 

・「発電用原子力設備規格 設計・建設規格 ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１-2005/2007」（社）日本

機械学会 

・日本工業規格（ＪＩＳ） 

・「各種合成構造設計指針・同解説」（（社）日本建築学会，2010改定）（以下「各種合

成指針」という。） 

・建築耐震設計における保有耐力と変形性能（（社）日本建築学会，1990 改定） 
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3. 強度評価方法 

3.1 記号の定義 

建屋及び構造物の評価に用いる記号を表3-1～表3-3に示す。 

 

表 3-1 貫通評価に用いる記号（Degen 式） 

記号 単位 定義 

Ｄ kgf/cm3 飛来物直径密度 Ｄ＝Ｗ/ｄ3 

ｄ cm 飛来物の（等価）直径 

ｅ cm 貫通限界厚さ（コンクリート） 

Ｆｃ kgf/cm2 コンクリートの設計基準強度 

Ｎ － 飛来物の形状係数 

Ｖ m/s 
外壁 飛来物の衝突速度（水平） 

屋根 飛来物の衝突速度（鉛直） 

Ｗ kgf 飛来物重量 

Ｘ cm 貫入深さ 

αｅ － 低減係数 

 

表 3-2 貫通評価に用いる記号（BRL 式） 

 

表 3-3 裏面剥離評価に用いる記号（Chang 式） 

記号 単位 定義 

ｄ cm 飛来物の（等価）直径 

ｆｃ’ kgf/cm2 コンクリートの設計基準強度 

Ｓ cm 裏面剥離限界厚さ 

Ｖ cm/s 
外壁 飛来物の衝突速度（水平） 

屋根 飛来物の衝突速度（鉛直） 

Ｖ０ cm/s 飛来物基準速度 

Ｗ kgf 飛来物重量 

αｓ － 低減係数 

 

記号 単位 定義 

ｄ cm 飛来物の（等価）直径 

ｋ － 鋼板の材質に関する係数 

Ｍ kg 飛来物の質量 

Ｔ m 貫通限界厚さ（鋼製部材） 

Ｖ m/s 飛来物の衝突速度（鉛直） 
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3.2 評価対象部位 

建屋及び構造物の評価対象部位は，別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方

針」の「4.2 許容限界」に示す評価対象部位を踏まえて設定する。 

 

3.2.1 貫通評価 

(1) 建屋 

設計荷重に対して，外殻を構成する部材が飛来物を貫通させないことの確認におい

て，建屋については，屋根スラブ，外壁並びに防護すべき施設の外殻となる建屋内の部

位のうちタービン建屋オペレーティングフロア床版，気体廃棄物処理系隔離弁を内包す

る区画の壁面並びに開口部建具のうち原子炉建屋機器搬入口扉，原子炉建屋附属棟1階

電気室搬入口扉，追而を評価対象部位として選定する。 

(2) 構造物 

外殻を構成する部材が飛来物を貫通させないことの確認において，軽油貯蔵タンクタ

ンク室については，鋼製蓋及び鉄筋コンクリート造の頂版を評価対象部位として選定す

る。 

 

3.2.2 裏面剥離評価 

(1) ＲＣ造建屋 

設計荷重に対して，外殻を構成する部材が飛来物による裏面剥離を生じないことの確

認において，建屋については，屋根スラブ，外壁並びに防護すべき施設の外殻となる建

屋内の部位のうちタービン建屋オペレーティングフロア床版，気体廃棄物処理系隔離弁

を内包する区画の壁面を評価対象部位として設定する。 

(2) 構造物 

設計荷重に対して，外殻を構成する部材が飛来物による裏面剥離を生じないことの確

認において，軽油貯蔵タンクタンク室については，鉄筋コンクリート造の頂版を評価対

象部位として選定する。 

 

3.2.3 変形評価 

(1) 建屋 

設計荷重に対して，外殻を構成する部材自体が防護対象施設へ衝突等の影響を与える

変形に至らないことの確認において，建屋については，設計荷重が外殻を構成する屋根

スラブ及び外壁に作用し，耐震壁を介して直接岩盤に支持する基礎版へ伝達されるた

め，設計荷重が直接作用する屋根スラブ及び外壁のうち，屋根スラブについては部材厚

が最も薄い原子炉建屋原子炉棟の屋根スラブを，及び外壁については原子炉建屋，ター

ビン建屋及び使用済燃料乾式貯蔵建屋を評価対象部位として設定する。 

 

(2) 構造物 

設計荷重に対して，外殻を構成する部材自体が竜巻により防護すべき施設へ衝突等の

影響を与える変形に至らないことの確認において，軽油貯蔵タンクタンク室について
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は，地中に埋設され竜巻の風荷重を受け難い構造であることから，評価は不要とする。 

 

3.3 荷重及び荷重の組合せ 

強度評価に用いる荷重及び荷重の組み合わせは，V-3-別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設

の強度計算の方針」の「4.1 荷重及び荷重の組合せ」に示している荷重及び荷重の組合せを

用いる。 

 

3.3.1 荷重の設定 

強度評価に用いる荷重を以下に示す。 

(1) 風圧力による荷重（ＷＷ） 

風圧力による荷重ＷＷは，下式により算定する。 

風力係数Ｃは，「建築基準法及び同施行令」に基づき設定する。 

ＷＷ＝ｑ・Ｇ・Ｃ・Ａ 

 

(2) 気圧差による荷重（ＷＰ） 

気圧差による荷重ＷＰについては，気圧差による荷重が最大となる「閉じた施設」を

想定し，下式により算定する。 

ＷＰ＝ΔＰ・Ａ 

 

(3) 飛来物による衝撃荷重（ＷＭ） 

飛来物による衝撃荷重ＷＭは，表3-4に示す飛来物の衝突に伴う荷重とするが，この荷

重は瞬間的に作用するものであり，またこれら飛来物に対し質量が十分に大きな建物お

よび構造物が評価の対象対象であるため，これらの施設の全体的な挙動に対する評価

（変形評価）においては考慮せず，評価対象施設に対する瞬間的且つ局所的な影響の評

価（貫通，裏面剥離）時のみ考慮する。 

 

表3-4 飛来物の諸元 

飛来物 
寸法 

(m) 

質量 

(kg) 

水平方向の

飛来速度 

(m/s) 

鉛直方向の

飛来速度 

(m/s) 

衝突対象 

鋼製材 
4.2×0.2×

0.3 
135 51 34 

全ての建屋及び構造物 

車両 追而 
・使用済燃料乾式貯蔵建屋

・緊急時対策所 

 

(4) 常時作用する荷重（Ｆｄ） 

常時作用する荷重Ｆｄとして，自重及び上載荷重を考慮する。 
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3.3.2 荷重の組合せ 

強度評価に用いる荷重の組合せは，V-3-別添 1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度

計算の方針」の，「4.1 荷重及び荷重の組合せ」を踏まえ，設計竜巻荷重及び常時作用す

る荷重を組み合わせる。 

荷重の組合せを表 3-5 に示す。 

 

表3-5 荷重の組合せ 

評価内容 評価対象部位 荷重の組合せ 

貫通評価 

（式による評価） 

・屋根スラブ，外壁及び内壁 

・扉板 

ＷＭ 

（解析による評価） 

・原子炉建屋屋根スラブ 

複合荷重 

ＷＴ２ 
ＷＷ＋1/2ＷＰ＋ＷＭ＋Ｆｄ 

裏面剥離評価

（式による評価） 

・屋根スラブ，外壁及び内壁 
ＷＭ 

（解析による評価） 

・原子炉建屋屋根スラブ及び外

壁 

複合荷重 

ＷＴ２ 
ＷＷ＋1/2ＷＰ＋ＷＭ＋Ｆｄ 

変形評価 

（式による評価） 

・原子炉建屋 

・タービン建屋 

・使用済燃料乾式貯蔵建屋 

・扉取付部 

複合荷重 

ＷＴ２ 
ＷＷ＋1/2ＷＰ＋Ｆｄ 

ＷＭ：風圧力による荷重  ＷＰ：気圧差による荷重 

ＷＭ：飛来物による衝撃荷重  Ｆｄ：常時作用する荷重 
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3.4 許容限界 

建屋及び構造物の許容限界は，Ⅴ-3-別添 1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の

方針」の「4.2 許容限界」に示す許容限界を踏まえて，評価対象部位ごとに，評価内容に応じ

て設定する。 

 

3.4.1 貫通評価 

貫通評価の許容限界は，式による評価を行う場合においては表 3-6 に示す最小部材厚さ

とする。 

表3-6 貫通評価の許容限界（式による評価） 

評価内容 評価対象部位 

貫通評価 

（式による評価）

コンク

リート

原子炉建屋 

タービン建屋 

使用済燃料乾式貯蔵建屋 

軽油貯蔵タンクタンク室 

緊急時対策所 

鋼板 

※：地中の構造物のため，側壁は露出していない。 

 

式による評価を満足せず，解析による評価を行う場合における許容限界を，表3-7に示す。 

表3-7 貫通評価の許容限界（解析による評価） 

評価内容 評価対象部位 破断ひずみ 

貫通評価 

（解析による評価） 
鉄筋 追而 
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3.4.2 裏面剥離評価 

裏面剥離評価において，式による評価を行う場合においては表 3-8 に示す最小部材厚さ

とする。 

表3-8 裏面剥離評価の許容限界（式による評価） 

評価内容 評価対象部位 
最少部材厚さ(mm) 

鉛直方向 水平方向 

裏面剥離評価 

（式による評価）

コンク

リート

原子炉建屋 

追而 タービン建屋 

使用済燃料乾式貯蔵建屋 

軽油貯蔵タンクタンク室 追而(頂版) ―※ 

緊急時対策所 追而 

※：地中の構造物のため，側壁は露出していない。 

 

式による評価を満足せず，解析による評価を行う場合における許容限界は，表3-9に示す

コンクリート内面のライナ若しくはデッキプレートの破断ひずみとする。 

 

表3-9 裏面剥離評価の許容限界（解析による評価） 

評価内容 評価対象部位 破断ひずみ 

貫通評価 

（解析による評価）

コンクリート内面のライナ若しくは

デッキプレート 
追而 

 

3.4.3 変形評価 

屋根スラブ及びスタッドボルトの変形評価の許容限界は，それぞれ RC 規準及び各種合

成指針に基づく強度とし，建屋全体の変形評価の許容限界は，耐震壁のせん断ひずみに

関する許容限界に基づく 2000μとする。 

変形評価の許容限界を表 3-10 に示す。 

 

表3-10 変形評価の許容限界 

評価内容 評価対象部位 許容限界 

変形評価 

（屋根スラブ）

屋根スラブ 「RC規準」に基づく終局強度 

スタッドボルト 

（屋根支持部） 
「各種合成指針」に基づく許容耐力 

変形評価 

（建物全体）
建物の構造躯体 せん断ひずみ 2×10-3 
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3.5 評価方法 

3.5.1 貫通評価 

(1) 鉄筋コンクリート造部分 

貫通限界厚さｅを，別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」に基づ

き，以下に示すDegen式を用いて算出し，外殻となる部位の厚さが許容限界を上回るこ

とを確認する。 

 

1.52 ≦ Ｘ/ｄ ≦ 13.42の場合， 

ｅ＝αｅ{0.69 ＋ 1.29(Ｘ/ｄ)}・ｄ 

Ｘ/ｄ ≦ 1.52の場合， 

ｅ＝αｅ{2.2(Ｘ/ｄ) － 0.3(Ｘ/ｄ)2}・ｄ 

 

ここで，貫入深さＸは， 

Ｘ/ｄ ≦ 2.0の場合， 

Ｘ/ｄ＝{(12145/ Ｆ
Ｃ
)・Ｎ・ｄ0.2・Ｄ・（Ｖ/1000）1.8}0.5 

2.0 ≦ Ｘ/ｄの場合， 

Ｘ/ｄ＝{(12145/ Ｆ
Ｃ
)・Ｎ・ｄ0.2・Ｄ・（Ｖ/1000）1.8＋1 

 

(2) 鋼製部 

貫通限界厚さｅを，別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」に基づ

き，以下に示すBRL式を用いて算出し，外殻となる部位の厚さが許容限界を上回ること

を確認する。 

Ｔ
3
2＝

0.5・Ｍ・Ｖ
2

1.439・109・Ｋ
2
・ｄ

3
2

 

 

(3) 原子炉建屋原子炉棟屋根スラブに対する衝突解析 

原子炉建屋原子炉棟屋根スラブに対する貫通評価については，風圧力による荷重Ｗ

Ｗ，気圧差による荷重ＷＰ，飛来物による衝撃荷重ＷＭ及び常時作用する荷重Ｆｄを考慮

し，3次元FEMモデルを用いた衝突解析により屋根及び外壁の鉄筋に生じるひずみを算出

し，許容限界を超えないことを確認する。 

評価対象範囲は，原子炉建屋搭屋部の屋根スラブ及び外壁のうち躯体厚さが最も薄い

部分とする。 

衝突解析には，解析コード「LS-DYNA」を用いる。解析コードの検証及び妥当性確認

等の概要については，別紙1「計算プログラム（解析コード）の概要」に示す。 

 

a. 解析モデル 
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(a) 屋根スラブ

屋根スラブのモデル化範囲及び飛来物の衝突位置を図3-1に示す，屋根トラスの

主トラス間の長さはほぼ同等であることより、評価上重要な使用済燃料貯蔵プール

直上となる部位とし，屋根スラブのコンクリート，鉄筋及びデッキプレートをモデ

ル化する。

コンクリートはソリッド要素，鉄筋はビーム要素及びデッキプレートはシェル要

素でモデル化する。 

屋根スラブの解析モデルを図3-2，解析モデルの境界条件を表3-8に示す。 

図3-1 原子炉建屋搭屋部屋根スラブモデル化範囲 
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図3-2 原子炉建屋原子炉棟屋根スラブの解析モデル 

(c) 飛来物

飛来物は，衝突時の荷重が保守的となるよう接触断面積を小さくするため，鋼製

材は先端部（衝突部）を開口としてシェル要素でモデル化し，自重及び竜巻による

風圧力による荷重を作用させた状態で衝突させる。 

飛来物の解析モデル図を図3-3に示す。 

図3-5 飛来物の解析モデル図 

b. 解析モデル

(a) 屋根スラブ及び外壁

コンクリートの材料定数を表3-11，鉄筋の材料定数を表3-12に示す。

表3-11 コンクリートの材料定数

コンクリート

種類 

設計基準強度 

Ｆｃ 

(N/mm2) 

ヤング係数

Ｅ 

(N/mm2） 

ポアソン比 

ν 

単位体積重量 

ρ 

(kN/m3） 

表3-12 鉄筋の材料定数 

鉄筋 

種類 

降伏強度 

Ｆｙ 

(N/mm2) 

ヤング係数

Ｅ 

(N/mm2） 

ポアソン比 

ν 

単位体積重量 

ρ 

(kN/m3） 
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(b) 飛来物 

飛来物の仕様について表3-13に示す。 

 

表3-12 飛来物の仕様 

飛来物 

サイズ 

長さ×幅×奥行き 

(m) 

質量 

(kg) 
材質 

剛性 

(N/m) 

鋼製材 4.2×0.3×0.2 135 SS400 － 

 

c. 材料の非線形特性 

(a) 材料の応力－ひずみ関係 

コンクリートの応力－ひずみ関係は，圧縮側が圧縮強度に到達後もその応力を保

持するバイリニア型とする。 

鉄筋の応力－ひずみ関係はバイリニア型とする。 

 

コンクリートの応力－ひずみ関係を図3-6に，鋼製材の応力－ひずみ関係を図3-7

に，示す。 

 

図3-6 真応力－真ひずみ関係（コンクリート） 
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図3-7 応力－ひずみ関係（鉄筋） 

 

 

(b) ひずみ速度効果 

竜巻による飛来物に対する解析は，衝撃問題で変形速度が大きいため，ひずみ速

度効果を考慮することとし，このひずみ速度効果として，NEI07-13で規定された割

増係数（鉄筋：1.10（降伏応力）、1.05（引張強度）、デッキプレート・飛来物：

1.29（降伏応力）、1.10（引張強度））を考慮する。 

 

(c) 破断ひずみ 

金属材料の破断ひずみは，JISに規定されている伸びの下限値を基に設定する。

また，NEI 07-13においてＴＦ（多軸性係数）を2.0とすることが推奨されているこ

とを踏まえ，安全余裕としてＴＦ=2.0を考慮する。ＴＦについては，鉄筋のみ2.0

とする。鋼製材は保守的に破断ひずみを超えても荷重を負担するものとする。 

鉄筋の破断ひずみを表3-13に示す。 

 

表3-13 鉄筋の破断ひずみ 

材質 
JIS規格値 

（下限値） 
ＴＦ 破断ひずみ 

 
   追而 
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3.5.2 裏面剥離評価 

裏面剥離限界厚さＳを，別添1-1「竜巻への配慮が必要な施設の強度計算の方針」に基

づき，以下に示すChang式を用いて算定し，許容限界を超えないことを確認する。 

 

Ｓ＝1.84α
Ｓ
・  Ｖ

０

Ｖ
 0.13

・

 Ｗ・Ｖ
2

980
 0.4

ｄ
0.2

・ｆ
ｃ

’
0.4

 

 

なお，評価の結果，裏面剥離の発生が想定され防護対象施設への影響が想定される場合

には，内面に鋼板のライナを取り付ける補強を実施するとともに，3次元FEMモデルを用い

た衝突解析を行い，当該ライナに発生するひずみが表3-7に示す許容限界を超えないこと

を確認する。解析モデルについては，追而。 

 

3.5.3 変形評価 

(1) 建屋 

原子炉建屋，タービン建屋，使用済燃料乾式貯蔵建屋及び緊急時対策所の変位は，設

計荷重による建屋の層せん断力及び各部材のせん断力-せん断ひずみ関係（Ｑ－γ）関

係より算定する。各建屋のＱ‐γ関係は，Ⅴ-2-2-1「原子炉建屋の地震応答計算書」，

Ⅴ-2-11-2-11「タービン建屋の耐震性についての計算書」及びⅤ-2-2-4「使用済燃料乾

式貯蔵建屋の地震応答計算書」に示される。 

原子炉建屋，タービン建屋，使用済燃料乾式貯蔵建屋のＱ‐γ関係を，表3-14から表

3-16に示す。 

 

 

 

図3-14 原子炉建屋のＱ－γ関係 

 

 

 

 

図3-15 タービン建屋のＱ－γ関係 

 

 

 

 

図3-16 使用済燃料乾式貯蔵建屋のＱ－γ関係 

 

設計荷重のうち，風圧力による荷重ＷＷは，建屋の形状を考慮して算出した風力係数

 

追而 

 

追而 

 

追而 
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及び受圧面積に基づき算出する。 

気圧差による荷重ＷＰは，建屋の内部から外部に作用し，建屋層全体の評価において

は相殺される荷重であるが，保守的にＷＷと同じ方向にのみ作用すると見なす。 

飛来物による衝撃荷重ＷＭは，瞬間的に作用するものであり，またこれら建屋の質量

が飛来物に対し十分に大きなものであることから，建屋の全体的な挙動に対する影響は

軽微と考えられるため考慮しない。 

 

(2)  原子炉建屋原子炉棟屋根スラブ  

原子炉建屋原子炉棟屋根スラブについて，風圧力による荷重ＷＷ，気圧差による荷重

ＷＰ及び常時作用する荷重Ｆｄにより発生する曲げモーメント及びせん断力を計算し，

許容限界を超えないことを確認する。 

原子炉建屋原子炉棟屋根スラブは，鉄骨はりにスタッドを介して接続しているため，

はり位置を支持点とした一方向版とし，両端の固定条件はピンとして評価する。スタッ

ドに作用する引張力は，単位幅の屋根スラブに生じるせん断力を当該範囲のスタッドが

均等に負担するものとして評価する。 

屋根スラブの発生曲げモーメントＭ及び発生せん断力Ｑ並びにスタッドの発生引張力

Ｔの算定式を以下に示す。また，屋根スラブに作用する荷重の概要を図3-17に示す。 

単位幅の屋根スラブにおける発生モーメント 

Ｍ＝
 ω

T
－ω

ｄ
 ・Ｌ

2

8
 

単位幅の屋根スラブにおける発生せん断力 

Ｑ＝
 ω

T
－ω

ｄ
 ・Ｌ

2
 

スタッド 1本あたりの発生引張力 

Ｔ＝Ｑ・
ｐ

1000
 

 

 

 

図3-17 屋根スラブに作用する荷重の概要 

 

許容限界である終局強度については，「RC規準」に基づき算定する。 

スタッドの許容引張力は，「各種合成指針」に準拠し，スタッドの降伏により定ま

る許容引張力Ｐａ1及びコンクリート部のコーン状破壊により定まる許容引張力Ｐａ２の

うち小さい値とする。 

屋根スラブの許容曲げモーメントＭａ及び許容せん断力Ｑａ並びにスタッドの許容引

張力Ｐａの算定式を以下に示す。 

Ｍａ＝at･ft･j 

Ｑａ＝b･j･fs 
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Ｐａ＝ min(Ｐａ1, Ｐａ２) 

 

(3) 原子炉建屋大物搬入口扉のうち原子炉建屋原子炉棟水密扉 

原子炉建屋原子炉棟水密扉のカンヌキ部（カンヌキ，カンヌキ受けピン及びカンヌ

キ受けボルト）については，気圧差による荷重ＷＰ及び常時作用する荷重Ｆｄにより発

生する応力を算出し，許容限界を超えないことを確認する。 

 

ａ．応力評価 

  追而 

 

ｂ．断面検定 

  追而 

 

(4) 原子炉建屋付属棟1階電気室搬入口水密扉 

追而 

 

(5) その他の外殻となる扉 

追而 
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4. 評価条件 

「3. 強度評価方法」に用いる評価条件を，以下に示す。 

 

4.1 貫通評価 

4.1.1 鉄筋コンクリート造部 

鉄筋コンクリート造部の貫通評価に用いる条件を表4-1に示す。 

 

表4-1 貫通評価に用いる入力値（鉄筋コンクリート造部） 

記号 記号の説明 数値 単位 

α
ｅ
 低減係数 

鋼製材  － 

乗用車  － 

ｄ 飛来物直径 
鋼製材  cm 

乗用車  cm 

Ｆｃ コンクリートの設計基準強度  kgf/cm2 

Ｎ 飛来物の形状係数 
鋼製材  － 

乗用車  － 

Ｄ 飛来物直径密度 W/d3 
鋼製材  kgf/cm3 

乗用車  kgf/cm3 

Ｗ 飛来物重量 
鋼製材  kgf 

乗用車  kgf 

Ｖ 飛来物の衝突速度 

鋼製材 
水平  

m/s 
鉛直  

乗用車 
水平  

m/s 
鉛直  

 

4.1.2 鋼製部 

鋼製部の貫通評価に用いる条件を表4-2に示す。 

 

表4-2 貫通評価に用いる入力値（鋼製部） 

記号 記号の説明 数値 単位 

ｄ 飛来物直径 鋼製材 7.90 cm 

ｋ 鋼板の材質に関する係数 1 ― 

Ｍ 飛来物重量 鋼製材 135 kg 

Ｖ 飛来物の衝突速度 鋼製材 
水平 51 

m/s 
鉛直 34 

追而
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4.1.3 原子炉建屋原子炉棟屋根スラブ 

原子炉建屋原子炉棟屋根スラブの変形評価における，「3. 強度評価方法」に用いる

「LS-DYNA」によるFEM解析の解析ケースを以下に示す。 

飛来物の衝突位置は，衝突時間が長く，被衝突部材に伝達するエネルギが大きくなる

ように部材長さ（支持スパン）が最大となる位置（中央部）とする。飛来物の衝突方向

は鉛直とし，衝突位置のスパンに合わせて，屋根に対して最小断面積で衝突する場合

（縦衝突）とする。 

解析ケースを表4-3に，解析ケース図を図4-1に示す。 

 

表4-5 解析ケース 

評価対象 飛来物 衝突箇所 
飛来物の 

衝突方向 
対象部材 

原子炉建屋 

原子炉棟 

屋根スラブ 

鋼製材 中央部 鉛直：縦 

 

 

 

 

 

 

追而 

 

 

 

 

図4-1 解析ケース図 
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4.2 裏面剥離評価 

裏面剥離評価評価に用いる条件を表 4-3 に示す。 

 

表4-3 屋根スラブの裏面剥離評価式に用いる入力値 

記号 記号の説明 数値 単位 

αＳ 低減係数 
鋼製材  

－ 
乗用車  

Ｖ０ 飛来物基準速度 
鋼製材  

m/s 
乗用車  

ｄ 飛来物直径 
鋼製材  

cm 
乗用車  

ｆｃ’ コンクリートの設計基準強度  kgf/cm2 

Ｗ 飛来物重量 
鋼製材  

kgf 
乗用車  

Ｖ 飛来物の衝突速度 

鋼製材 
水平  

m/s 
鉛直  

乗用車 
水平  

鉛直  

 

 

4.3 変形評価 

(1) 外壁 

原子炉建屋，タービン建屋，使用済燃料乾式貯蔵建屋及び緊急時対策所の変形評価に用いる

条件を表4-4から表4-7に示す。 

 

表4-4 原子炉建屋変形評価の評価条件 

質点 高さ 位置 風力係数 
受圧面積 

Ｎ－Ｓ方向 Ｅ－Ｗ方向 

      

      

 

表4-5 タービン建屋変形評価の評価条件 

質点 高さ 位置 風力係数 
受圧面積 

Ｎ－Ｓ方向 Ｅ－Ｗ方向 

      

      

 

 

 

 

追而 

追而 

追而 
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表4-6 使用済燃料乾式貯蔵建屋変形評価の評価条件 

質点 高さ 位置 風力係数 
受圧面積 

Ｎ－Ｓ方向 Ｅ－Ｗ方向 

      

      

 

表4-7 緊急時対策所変形評価の評価条件 

質点 高さ 位置 風力係数 
受圧面積 

Ｎ－Ｓ方向 Ｅ－Ｗ方向 

      

      

 

(2) 原子炉建屋原子炉棟屋根スラブ 

原子炉建屋原子炉棟屋根スラブの変形評価に用いる条件を表4-8に示す。 

 

表4-8 原子炉建屋原子炉棟屋根スラブ変形評価の評価条件 

記号 記号の説明 数値 単位 

    

    

 

 

(3)  原子炉建屋大物搬入口扉のうち原子炉建屋原子炉棟水密扉 

原子炉建屋原子炉棟水密扉の変形評価に用いる条件を表4-8に示す。 

 

表4-8 原子炉建屋原子炉棟水密扉変形評価の評価条件 

部位 記号 記号の説明 数値 単位 

     

     

 

 

(4) 原子炉建屋付属棟1階電気室搬入口水密扉 

原子炉建屋付属棟1階電気室搬入口水密扉の変形評価に用いる条件を表4-8に示す。 

 

表4-8 原子炉建屋付属棟1階電気室搬入口水密扉変形評価の評価条件 

部位 記号 記号の説明 数値 単位 

     

     

 

追而 

追而 

追而 

追而 
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(5) その他の外殻となる扉 

追而 
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5. 強度評価結果 

5.1 貫通評価 

貫通限界厚さと許容限界の比較を表5-1に示す。式による評価で許容限界を満足しなか

った原子炉建屋屋根スラブについては，解析による評価にてデッキプレートが破断しない

ことを確認した。 

 

表5-1 貫通評価結果(1/2）（式による評価） 

評価項目 部位 飛来物 
評価結果

(mm) 

許容限界

(mm) 

貫
通
評
価 

原子炉建屋 
屋根スラブ 鋼製材   

外壁 鋼製材   

タービン建屋 

オペレーティング 

フロア床版 
鋼製材   

気体廃棄物処理系 

隔離弁設置エリア壁 
鋼製材   

使用済燃料乾式 

貯蔵建屋 

屋根スラブ 
鋼製材  

 
車両  

外壁 
鋼製材  

 
車両  

軽油貯蔵タンク 

タンク室 
頂版 鋼製材   

緊急時対策所 

建屋屋根スラブ 
鋼製材   

車両   

建屋外壁 
鋼製材   

車両   

※：表5-2(2/2)により内包する防護すべき施設への影響がないことを確認 

 

表5-1 貫通評価結果(2/2）（解析による評価） 

評価項目 部位 飛来物 
評価結果

(－) 

許容限界

(－) 

貫
通
評
価

原子炉建屋 屋根スラブ 鋼製材   

 

 

  

追而 
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5.2 裏面剥離評価 

裏面剥離限界厚さと許容限界の比較を表5-2に示す。式による評価で許容限界を満足しなか

った部位については，解析による評価にてデッキプレート若しくはライナが破断しないこと

を確認した。 

 

表 5-2 裏面剥離評価結果(1/2）（式による評価） 
 

評価項目 部位 飛来物 
評価結果

(mm) 

許容限界

(mm) 

裏
面
剥
離
評
価 

原子炉建屋 
屋根スラブ 鋼製材   

外壁 鋼製材   

タービン建屋 

オペレーティング 

フロア床版 
鋼製材  

 

気体廃棄物処理系 

隔離弁設置エリア壁 
鋼製材   

使用済燃料乾式 

貯蔵建屋 

屋根スラブ 
鋼製材  

 
車両  

外壁 
鋼製材  

 
車両  

軽油貯蔵タンク 

タンク室 
頂版 鋼製材   

緊急時対策所 

建屋屋根スラブ 
鋼製材  

 
車両  

建屋外壁 
鋼製材  

 
車両  

※：表 5-2(2/2)により内包する防護すべき施設への影響がないことを確認 

 

表5-2 裏面剥離評価結果(2/2）（解析による評価） 

評価項目 部位 飛来物 
評価結果

(－) 

許容限界

(－) 

裏
面
剥
離

評
価 

原子炉建屋 

屋根スラブ 鋼製材   

外壁 鋼製材   

 

  

追而 
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5.3 変形評価 

(1) 外壁 

建屋に生じるせん断ひずみと許容限界の比較を表5-3に示す。建屋に生じるひずみが

許容限界を超えないことを確認した。 

 

表 5-3 変形評価結果（建屋） 
 

評価項目 評価結果 評価結果 許容限界 

建屋の 

せん断ひずみ 

原子炉建屋 

追而 

タービン建屋 

使用済燃料乾式貯蔵建屋 

緊急時対策所 

 

(2) 屋根スラブ 

原子炉建屋原子炉棟屋根スラブに生じる荷重と許容限界の比較を表5-4に示す。スラ

ブ及びスタッドに生じる荷重が建屋に生じるひずみが許容限界を超えないことを確認し

た。 

 

表5-4 変形評価結果（原子炉建屋原子炉棟屋根スラブ） 

評価項目 評価結果 許容限界 

屋根スラブの曲げモーメント 

追而 屋根スラブのせん断応力 

スタッドの発生引張力 

 

(3)  原子炉建屋大物搬入口扉のうち原子炉建屋原子炉棟水密扉 

原子炉建屋大物搬入口扉のうち原子炉建屋原子炉棟水密扉に生じる荷重と許容限界の

比較を表5-5に示す。カンヌキ部に生じる荷重が建屋に生じる応力が許容限界を超えな

いことを確認した。 

 

表5-4 変形評価結果（原子炉建屋原子炉棟屋根スラブ） 

評価対象部位 評価結果 許容限界 

追而 
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(4) 原子炉建屋付属棟1階電気室搬入口水密扉 

追而 

 

(5) その他の外殻となる扉 

追而 
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Ⅴ-3-別添 1-2-1-3 架構の強度計算書 

 

 

 

 

205



 

 

N
T
2
 
補
②

 Ⅴ
-
3
-別

添
1
-
2-
1
-
3
 
R
0 

目次 

1. 概要                                                                              1 

2. 基本方針                                                                          1 

2.1 位置                                                                            1 

2.2 構造概要                                                                        2 

2.3 評価方針                                                                       13 

2.4 適用規格                                                                       15 

3. 強度評価方法                                                                       16 

3.1 記号の定義                                                                      16 

3.2 評価対象部位                                                                    16 

3.3 荷重及び荷重の組合せ                                                            16 

3.4 許容限界                                                                        18 

3.5 評価方法                                                                        21 

4. 評価条件                                                                           33 

5. 強度評価結果                                                                       37 

5.1 貫通評価                                                                        37 

5.2 支持機能評価                                                                    37 

 

 

206



1 

N
T
2
 
補
②

 Ⅴ
-
3
-別

添
1
-
2-
1
-
3
 
R
1 

1. 概要

本資料は，Ⅴ-3-別添 1-2「防護対策施設の強度計算の方針」に示すとおり，防護対策施設で

ある非常用ディーゼル発電機室ルーフベントファン竜巻防護対策施設，中央制御室換気系冷凍機

竜巻防護対策施設，海水ポンプエリア竜巻防護対策施設，原子炉建屋外側ブローアウトパネル竜

巻防護対策施設，中央制御室換気系開口部竜巻防護対策施設，使用済燃料乾式貯蔵容器竜巻防護

対策施設，原子炉建屋付属棟軽量外壁部竜巻防護対策施設及び原子炉建屋排気隔離弁竜巻防護対

策施設の架構が，設置（変更）許可を受けた設計飛来物（以下「飛来物」という。）の衝突に加

え，風圧力に対し，竜巻時及び竜巻通過後においても防護対象施設に飛来物を衝突させず，ま

た，機械的な波及的影響を与えず，防護対象施設の安全機能維持を考慮して，架構の主要な構造

部材が構造健全性を有することを確認するものである。 

2. 基本方針

Ⅴ-3-別添 1-2「防護対策施設の強度計算の方針」を踏まえ，架構の「2.1 位置」，「2.2 

構造概要」，「2.3 評価方針」及び「2.4 適用規格」を示す。 

2.1  位置 

架構は，原子炉建屋（ディーゼル発電機室屋上，原子炉棟外壁及び付属棟屋上並びに外

壁），海水ポンプ室周り及び使用済燃料乾式貯蔵建屋外壁に設置する。 

架構の設置位置図を図 2-1 に示す。 

図 2-1 架構の設置位置図 
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2.2  構造概要 

架構の構造は，Ⅴ-3-別添 1-2「防護対策施設の強度計算の方針」の「3.3 架構の構造設

計」に示す構造計画を踏まえて設定する。 

(1) 非常用ディーゼル発電機室ルーフベントファン竜巻防護対策施設架構 

非常用ディーゼル発電機室ルーフベントファン竜巻防護対策施設の架構は，防護ネッ

ト及び防護鋼板を設置するための鉄骨構造であり，防護対象施設であるディーゼル発電

機室ルーフベントファンを内包する施設として，柱，はり等により構成される。 

非常用ディーゼル発電機室ルーフベントファン竜巻防護対策施設架構の構造を図 2-2

に示す。  
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図 2-2 非常用ディーゼル発電機室ルーフベントファン竜巻防護対策施設架構の構造図(1/4) 

（２Ｃ非常用ディーゼル発電機室ルーフベントファン竜巻防護対策施設）
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図 2-2 非常用ディーゼル発電機室ルーフベントファン竜巻防護対策施設架構の構造図(2/4) 

（２Ｄ非常用ディーゼル発電機室ルーフベントファン竜巻防護対策施設(1/2)） 
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図 2-2 非常用ディーゼル発電機室ルーフベントファン竜巻防護対策施設架構の構造図(3/4) 

（２Ｄ非常用ディーゼル発電機室ルーフベントファン竜巻防護対策施設(2/2)）
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図 2-2 非常用ディーゼル発電機室ルーフベントファン竜巻防護対策施設架構の構造図(3/4) 

（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機室ルーフベントファン竜巻防護対策施設）
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(2) 中央制御室換気系冷凍機竜巻防護対策施設架構 

中央制御室換気系冷凍機竜巻防護対策施設の架構は，防護ネット及び防護鋼板を設置

するための鉄骨構造であり，防護対象施設である中央制御室換気系冷凍機を内包する施

設として，柱，はり等により構成される。 

中央制御室換気系冷凍機竜巻防護対策施設架構の構造を図 2-3 に示す。
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図 2-3 中央制御室換気系冷凍機竜巻防護対策施設架構の構造図(1/2) 
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図 2-3 中央制御室換気系冷凍機竜巻防護対策施設架構の構造図(2/2)
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(3) 海水ポンプエリア竜巻防護対策施設架構 

海水ポンプエリア竜巻防護対策施設の架構は，防護ネット及び防護鋼板を設置するた

めの鉄骨構造であり，防護対象施設である残留熱除去系海水系配管等を内包する施設と

して，柱，はり等により構成される。 

海水ポンプエリア竜巻防護対策施設架構の構造を図 2-4 に示す。 

図 2-4 海水ポンプエリア竜巻防護対策施設架構の構造図 

 

 

(4) 原子炉建屋外側ブローアウトパネル竜巻防護対策施設架構 

原子炉建屋外側ブローアウトパネル竜巻防護対策施設架構は，防護ネット及び防護鋼

板を設置するための鉄骨構造であり、防護対象施設である原子炉建屋外側ブローアウト

パネル及び原子炉建屋原子炉棟6階設置設備（使用済燃料プール及び燃料プール冷却浄

化系真空破壊弁）を内包する施設として柱、はり等により構成される。 

原子炉建屋外側ブローアウトパネル竜巻防護対策施設架構の構造を図 2-5 に示す。 

図 2-5 原子炉建屋外側ブローアウトパネル竜巻防護対策施設架構の構造図 

 

  

追而 

追而 
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(5) 中央制御室換気系開口部竜巻防護対策施設架構 

中央制御室換気系開口部竜巻防護対策施設架構は，防護鋼板を設置するための鉄骨構

造であり，防護対象施設である中央制御室換気系ファン等を内包する施設として柱，は

り等により構成される。 

中央制御室換気系開口部竜巻防護対策施設架構の構造を図 2-6 に示す。 

図 2-6 中央制御室換気系開口部竜巻防護対策施設架構の構造図 
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(6) 使用済燃料乾式貯蔵容器竜巻防護対策施設架構 

追而 

使用済燃料乾式貯蔵容器竜巻防護対策施設架構の構造を図 2-7 に示す。 

図 2-7 使用済燃料乾式貯蔵容器竜巻防護対策施設架構の構造図 

 

(7) 原子炉建屋付属棟軽量外壁部竜巻防護対策施設架構 

原子炉建屋付属棟軽量外壁部竜巻防護対策施設架構は，防護鋼板を設置するための鉄

骨構造であり，柱，はり等により構成される。 

原子炉建屋付属棟軽量外壁部竜巻防護対策施設架構の構造を図 2-8 に示す。 

図 2-8 原子炉建屋付属棟軽量外壁部竜巻防護対策施設架構の構造図 

 

(8) 原子炉建屋排気隔離弁竜巻防護対策施設架構 

原子炉建屋排気隔離弁竜巻防護対策施設架構は，防護鋼板を設置するための鉄骨構造

であり，防護対象施設である原子炉建屋排気隔離弁等を内包する施設として柱，はり等

により構成される。 

原子炉建屋排気隔離弁竜巻防護対策施設架構の構造を図 2-9 に示す。 

図 2-9 原子炉建屋排気隔離弁竜巻防護対策施設架構の構造図 
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追而 
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2.3  評価方針 

架構の強度計算は，Ⅴ-3-別添 1-2「防護対策施設の強度計算の方針」の「2.3 荷重及び荷

重の組合せ」及び「5. 許容限界」にて設定している荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界を

踏まえて，架構の評価対象部位に作用する応力等が許容限界に収まることを「3. 強度評価方

法」に示す方法により，「4. 評価条件」に示す評価条件を用いて計算し，「5. 強度評価結

果」にて確認する。 

架構の評価フローを図 2-10 に示す。 

架構の強度評価においては，その構造を踏まえて，設計竜巻による荷重とこれに組み合わせ

る荷重（以下「設計荷重」という）の作用方向及び伝達過程を考慮し，評価対象部位を設定す

る。 

具体的には，設計荷重に対して，防護対象施設の機能喪失に至る可能性のある飛来物が架構

を構成する柱，はり等の部材（以下「架構部材」という。）を貫通し防護対象施設へ衝突しな

いことを確認するための，架構部材に対する貫通評価を実施する。また，架構に上載する防護

ネット及び防護鋼板を支持する機能を保持可能な構造強度を有することを確認するための，架

構部材及び架構全体に対する支持機能評価を実施する。 

さらに，設計竜巻の風圧力による荷重及び飛来物による衝撃荷重並びにその他の荷重に対

し，架構が倒壊し防護対象施設に機械的な波及的影響を与えないことを確認するための，波及

的影響評価を実施する。 

 

以下に，これらの評価にて確認する評価項目を示す。 

(1) 貫通評価 

飛来物の架構への直接衝突により，架構部材が全断面欠損に至らないことを確認す

る。 

(2) 支持機能評価 

a. 架構部材の支持機能評価 

飛来物の架構，防護ネット及び防護鋼板への衝突において，架構部材に破断が生

じないよう十分な余裕を持った強度が確保されていることを確認する。 

b. 架構全体の支持機能評価 

飛来物が衝突した際の衝撃荷重により架構全体に作用する応答加速度に対して，

防護対策施設の倒壊に至るような架構の変形が生じないよう，架構及び架構と建屋

等の接合部に十分な余裕を持った強度が確保されていることを確認する。 

(3) 波及的影響評価 

波及的影響評価については，「2.3(2) 支持機能評価」の評価に同じ。 
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図 2-10 架構の評価フロー 

  

評価対象部位の設定 

荷重及び荷重の組合せの設定 

許容限界の設定 

解析モデルの設定 

衝突解析 

支持機能評価 貫通評価 波及的影響評価 

設定する許容限界と

の比較 

設定する許容限界と

の比較 

支持機能的評価に包絡 
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2.4  適用規格 

適用する規格，基準，指針等を以下に示す。 

・「発電用原子力設備規格 設計・建設規格 ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣl-2005/2007」 

（（社）日本機械学会（以下「ＪＳＭＥ」という。）） 

・「原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 ＪＥＡＧ４６０１・補-

1984」（社）日本電気協会 

・「原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡＧ４６０１-1987」（社）日本電気協会 

・「原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡＧ４６０１-1991 追補版」（社）日本電気協会 

・日本工業規格(ＪＩＳ) 

・「建築物荷重指針・同解説」（（社）日本建築学会，2004 改定） 

・「鋼構造設計規準－許容応力度設計法－」（（社）日本建築学会，2005 改定） 

・「鋼構造接合部設計指針」（(社)日本建築学会，2012 改定） 

・Methodology for Performing Aircraft Impact Assessments for 

New Plant Designs (Nuclear Energy Institute 2011 Rev8(NEI 07-13)) 

・「伝熱工学資料（改訂第 4 版）」（（社）日本機械学会） 

・「鋼構造限界状態設計指針・同解説」（(社)日本建築学会，以下） 
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3. 強度評価方法 

3.1 記号の定義 

3.1.1 荷重の設定 

荷重の設定に用いる記号を表 3-1 に示す。 

 

表 3-1 荷重の設定に用いる記号 

記号 単位 定

Ａ m2 受圧面積 

Ｃ － 風力係数 

Ｆ
ｄ
 N 常時作用する荷重 

Ｇ － ガスト影響係数 

ｑ N/m2 設計用速度圧 

Ｖ
Ｄ
 m/s 竜巻の最大風速 

Ｖ
Ｒｍ

 m/s 最大接線風速 

Ｖ
Ｔ
 m/s 移動速度 

Ｗ
Ｍ
 N 飛来物による衝撃荷重 

Ｗ
Ｗ
 N 風圧力による荷重 

ΔＰ
ｍａｘ N/m2 最大気圧低下量 

ρ kg/m3 空気密度 

 

3.2 評価対象部位 

3.2.1 貫通評価 

架構部材の貫通評価として，飛来物が架構部材に直接衝突した場合についての解析を行

う。架構部材の変形が最も大きくなるよう，架構部材のうち，部材厚さが薄く，長さが最

短となるものを代表として抽出し解析を行う。 

 

3.2.2 支持機能評価 

架構全体の支持機能評価として，飛来物が防護対策設備に衝突した場合の架構全体の支

持機能についての評価を行う。 

本評価は，バネ－質点系でモデル化した飛来物及び防護設備の応答解析結果より算出し

た，飛来物が衝突した際の衝撃荷重により架構全体に作用する応答加速度を用いた静的解

析を行う。 

この評価においては，各防護対象施設の架構及びアンカーボルトを評価対象部位として

選定する。 

 

3.3 荷重及び荷重の組合せ 

強度評価に用いる荷重は，別添 1-2「防護対策施設の強度計算の方針」の「2.3 荷重及び

荷重の組合せ」を踏まえて設定する。 
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3.3.1 荷重の設定 

強度評価には以下の荷重を用いる。荷重の算定に用いる竜巻の特性値を表 3-2 に示す。 

 

表 3-2 荷重の算定に用いる竜巻の特性値 

最大風速 

ＶＤ 

(m/s) 

移動速度 

ＶＴ  

(m/s) 

最大接線風速 

ＶＲｍ 

(m/s) 

最大気圧低下量 

ΔＰｍａｘ 

(N/m2) 

100 15 85 8900 

 

(1) 風圧力による荷重(ＷＷ) 

風圧力による荷重ＷＷは，次式により算定する。 

ＷＷ＝ｑ×Ｇ×Ｃ×Ａ 

設計用速度圧ｑは，次式により算定する。 

ｑ＝(1／2)ρ×ＶＤ
2 

 

(2) 飛来物による衝撃荷重(ＷＭ) 

飛来物による衝撃荷重(ＷＭ)は，表 3-3 及び表 3-4 に示す飛来物の衝突に伴う荷重とす

る。 

また，架構全体の支持機能評価に用いる衝撃荷重は，飛来物の衝突により施設に発生す

る応答加速度から算出する。応答加速度の算出方法及び結果については，「3.5(2)b.(c) 

応答加速度の算出」に示す。 

 

表 3-3 飛来物の諸元 

飛来物 
寸法 

(m) 

質量 

(kg) 

水平方向の 

飛来速度 

(m/s) 

鉛直方向の 

飛来速度 

(m/s) 

衝突対象 

鋼製材 4.2×0.2×0.3 135 51 34 全ての防護対策施設 

車両 追而 

使用済燃料乾式貯蔵容

器竜巻防護対策施設の

うち，車両防止柵 

 

表 3-4 飛来物の特性値 

飛来物 
ヤング係数 

(N/mm2) 
ポアソン比 

剛性 

(N/m) 

鋼製材 2.05×105 0.3 ― 

車両 ― ― 追而 
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(3) 常時作用する荷重(Ｆｄ) 

架構部材の自重，架構に取り付く防護ネット及び防護鋼板等の荷重を考慮する。 

 

3.3.2 荷重の組合せ 

強度評価に用いる荷重の組合せは，Ⅴ-3-別添 1-2「防護対策施設の強度計算の方針」

の「2.3 荷重及び荷重の組合せ」のとおり，風圧力による荷重，飛来物による衝撃荷重

及び常時作用する荷重を組み合わせる。 

荷重の組合せを表 3-5 に示す。 

 

表 3-5 荷重の組合せ 

評価内容 荷重の組合せ 

貫通評価 

ＷＷ＋ＷＭ＋Ｆｄ 
支持機能評価 

架構部材 

架構全体 

 

3.4 許容限界 

架構の許容限界は，Ⅴ-3-別添 1-2「防護対策施設の強度計算の方針」の「5. 許容限界」

にて設定している許容限界を踏まえて，「3.2 評価対象部位」にて設定した評価対象部位の

機能損傷モードを考慮して設定する。 

貫通評価及び支持機能評価の許容限界を以下に示す。 

 

(1) 貫通評価 

飛来物の貫通防止を満足する許容限界として，部材が破断しない飛来物の貫入深さを設定

する。架構部材のうちＨ形鋼はフランジ面を防護施設に対して外向きとして設定しているこ

とから，部材せいを貫入深さの許容限界とする。 

貫通評価において許容限界とする部材せい位置を図 3-1 に示す。 

 

 

図 3-1 貫通評価における許容限界とする部材せい 

 

部材せい 
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(2) 支持機能評価 

a. 架構部材の支持機能評価 

飛来物が架構及び防護鋼板に衝突する場合は，貫通が防止できても部材端部が破断し架

構の支持機能が保持されないことが考えられることから，部材端部及びその近傍が破断し

ないことを確認する。 

許容限界としては，鋼材の破断ひずみを基本として設定する。破断ひずみについては，

「4.(1)c.(c) 破断ひずみ」に示すとおり，JIS に規定されている伸びの下限値を基に設

定するが，「NEI 07-13 ： Methodology for Performing Aircraft Impact Assessments 

for New Plant Designs」（以下「NEI 07-13」という。）において TF（多軸性係数）を

2.0 とすることが推奨されていることを踏まえ，安全余裕として TF=2.0 を考慮して設定

する。 

最大ひずみが破断ひずみを超える場合には，破断箇所を確認し全断面に発生しないこと

を確認する。 

設定した許容限界を表 3-6 に示す。 

 

表 3-6 許容限界(架構部材の支持機能評価) 

材質 
破断ひずみ 

（真ひずみ） 

SM490 ( 5＜t≦16) 0.081 

 
 

 

b. 架構全体の支持機能評価 

飛来物が架構又は防護鋼板に衝突する場合，衝撃荷重により架構は衝突方向に変位する

が，架構の終局耐力以上の荷重が作用した場合は，変位が止まらず倒壊に至る。防護対策

施設の倒壊により防護対象施設に影響を与えないという観点で，許容限界としては，塑性

ひずみが生じる場合であっても，その量が微小なレベルに留まって破断延性限界に十分な

余裕を有することを確認するため，JIS 規格及び建築学会「鋼構造限界状態設計指針・同

解説」に基づき設定した架構の許容応力を表 3-7 に，使用材料の許容応力を表 3-8 から表

3-13 に示す。 

 

表 3-7 許容応力(その他の支持構造物) 

許容 

応力 

状態 

許容限界 

(ボルト以外) 

許容限界 

(ボルト等) 

一次応力 一次応力 

引張 せん断 圧縮 曲げ 引張 せん断 

ⅣＡＳ 1.5ｆｔ
＊ 1.5ｆｓ

＊ 1.5ｆｃ
＊ 1.5ｆｂ

＊ 1.5ｆｔ
＊ 1.5ｆｓ

＊ 

（注）応力の組合せが考えられる場合には，組合せ応力に対しても評価を行う。 

追而 
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表 3-8 使用材料の許容応力 

(非常用ディーゼル発電機室ルーフベントファン竜巻防護対策施設架構，中央制御室換気系冷凍機

竜巻防護対策施設架構及び中央制御室換気系開口部竜巻防護対策施設架構) 

(単位：MPa) 

評価箇所 材料 

評価用

温度 

(℃) 

 
Ｓ

ｙ
 

 
Ｓ

ｕ
 

許容応力 

1.5ｆｔ
＊ 1.5ｆｓ

＊ 1.5ｆｃ
＊ 1.5ｆｂ

＊

架構         

アンカー 

ボルト 
      － － 

 

表 3-9 使用材料の許容応力 

(原子炉建屋外側ブローアウトパネル竜巻防護対策施設架構) 

(単位：MPa) 

評価箇所 材料 

評価用

温度 

(℃) 

 
Ｓ

ｙ
 

 
Ｓ

ｕ
 

許容応力 

1.5ｆｔ
＊ 1.5ｆｓ

＊ 1.5ｆｃ
＊ 1.5ｆｂ

＊

架構         

アンカー 

ボルト 
      － － 

 

表 3-10 使用材料の許容応力 

(海水ポンプエリア竜巻防護対策施設架構) 

(単位：MPa) 

評価箇所 材料 

評価用

温度 

(℃) 

 
Ｓ

ｙ
 

 
Ｓ

ｕ
 

許容応力 

1.5ｆｔ
＊ 1.5ｆｓ

＊ 1.5ｆｃ
＊ 1.5ｆｂ

＊

架構         

アンカー 

ボルト 
      － － 

 

 

 

 

 

追而 

追而 

追而 
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表 3-11 使用材料の許容応力 

(使用済燃料乾式貯蔵容器竜巻防護対策施設架構) 

(単位：MPa) 

評価箇所 材料 

評価用

温度 

(℃) 

 
Ｓ

ｙ
 

 
Ｓ

ｕ
 

許容応力 

1.5ｆｔ
＊ 1.5ｆｓ

＊ 1.5ｆｃ
＊ 1.5ｆｂ

＊

架構         

アンカー 

ボルト 
      － － 

 

表 3-12 使用材料の許容応力 

(原子炉建屋付属棟軽量外壁部竜巻防護対策施設架構) 

(単位：MPa) 

評価箇所 材料 

評価用

温度 

(℃) 

 
Ｓ

ｙ
 

 
Ｓ

ｕ
 

許容応力 

1.5ｆｔ
＊ 1.5ｆｓ

＊ 1.5ｆｃ
＊ 1.5ｆｂ

＊

架構         

アンカー 

ボルト 
      － － 

 

表 3-13 使用材料の許容応力 

(原子炉建屋排気隔離弁竜巻防護対策施設架構) 

(単位：MPa) 

評価箇所 材料 

評価用

温度 

(℃) 

 
Ｓ

ｙ
 

 
Ｓ

ｕ
 

許容応力 

1.5ｆｔ
＊ 1.5ｆｓ

＊ 1.5ｆｃ
＊ 1.5ｆｂ

＊

架構         

アンカー 

ボルト 
      － － 

 

3.5 評価方法 

架構の強度評価は，貫通評価及び架構部材の支持機能評価においては，解析コード「LS-

DYNA」を用いて 3 次元 FEM モデルによりモデル化し，架構全体の支持機能評価においては，非

常用ディーゼル発電機室ルーフベントファン竜巻防護対策施設架構，中央制御室換気系冷凍機

竜巻防護対策施設架構及び中央制御室換気系開口部竜巻防護対策施設架構においては，解析コ

追而 

追而 

追而 
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ード「MSC/NASTRAN」を，海水ポンプエリア竜巻防護対策施設架構は追而を，原子炉建屋外側

ブローアウトパネル竜巻防護対策施設架構，使用済燃料乾式貯蔵容器竜巻防護対策施設架構，

原子炉建屋付属棟軽量外壁部竜巻防護対策施設架構及び原子炉建屋排気隔離弁竜巻防護対策施

設架構は「追而」を用いて，3次元 FEM モデルによりモデル化し評価を実施する。 

なお，評価に用いる解析コードの検証及び妥当性確認等の概要については，別紙 1「計算機

プログラム（解析コード）の概要」に示す。 

 

(1) 貫通評価 

飛来物の衝突による衝突箇所の衝突評価においては，架構の主要部材に飛来物を直接衝突

させた解析を行うことで評価する。この評価では，図 3-2 に示すとおり，架構部材の解析モ

デルの評価対象部位に設計飛来物の解析モデルを衝突させた解析を行う。 

飛来物による衝撃荷重は，架構部材の変形が最大となるよう，部材の中央に作用させるこ

とを基本とする。 

飛来物は，衝突時の荷重が保守的となるようにするため，鋼製材は先端部（衝突部）を開

口として接触断面積を小さくモデル化し，自重及び竜巻による風圧力による荷重を作用させ

た状態で衝突させる。 

図 3-2 解析モデル図(代表部材モデルと飛来物) 

(2) 支持機能評価 

a. 架構部材の支持機能評価 

飛来物が架構部材に衝突する場合については，「3.5(1) 衝突評価」で評価した解析モ

デルにおいて，飛来物が架構部材に衝突する場合の架構部材端部に発生するひずみ量を算

出し，架構部材端部に破断が生じないことを確認する。飛来物が架構部材に衝突する場合

に架構部材端部に破断が生じないことを確認することにより，その部材の近傍の部材につ

いても，破断が生じないことを確認する。 

最大ひずみが破断ひずみを超える場合には，破断箇所を確認し全断面に発生しないこと

追而 
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を確認する。 

 

b. 架構全体の支持機能評価 

架構全体の支持機能評価においては，飛来物が衝突した際の応答加速度を 3 次元 FEM モ

デルの質点に入力し，設計竜巻の風圧力による荷重及び自重も考慮した静的解析を実施す

る。 

 

(a) 解析モデル及び諸元 

解析モデルは，防護壁を構成する架構部材をはり要素にてモデル化した 3次元 FEM モ

デルとする。 

解析モデルを図 3-3～図 3-11 に，機器の諸元を表 3-14 に示す。 

 

図 3-3 解析モデル図(非常用ディーゼル発電機室ルーフベントファン竜巻防護対策施設架構) 

 

図 3-4 解析モデル図(中央制御室換気系冷凍機竜巻防護対策施設架構) 

 

図 3-5 解析モデル図(海水ポンプエリア竜巻防護対策施設架構) 

 

図 3-6 解析モデル図(原子炉建屋外側ブローアウトパネル竜巻防護対策施設架構) 

 

図 3-7 解析モデル図(中央制御室換気系開口部竜巻防護対策施設架構) 

 

追而

追而

追而

追而

追而

追而
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図 3-8 解析モデル図(使用済燃料乾式貯蔵容器竜巻防護対策施設架構) 

 

図 3-9 解析モデル図(中央制御室換気系冷凍機竜巻防護対策施設架構) 

 

図 3-10 解析モデル図(原子炉建屋付属棟軽量外壁部竜巻防護対策施設架構) 

 

図 3-11 解析モデル図(原子炉建屋排気隔離弁竜巻防護対策施設架構) 

 

表 3-14 機器の諸元(1/2) 

 項目 記号 単位 入力値 

非常用ディーゼル発電機室ル

ーフベントファン竜巻防護対

策施設架構 

材質 - - 

追而 

温度条件 

(雰囲気温度)
Ｔ ℃ 

縦弾性係数 Ｅ MPa 

ポアソン比 ν - 

全体質量 - kg 

中央制御室換気系冷凍機竜巻

防護対策施設架構 

材質 - - 

温度条件 

(雰囲気温度)
Ｔ ℃ 

縦弾性係数 Ｅ MPa 

ポアソン比 ν - 

全体質量 - kg 

海水ポンプエリア竜巻防護対

策施設架構 

材質 - - 

温度条件 

(雰囲気温度) 
Ｔ ℃ 

縦弾性係数 Ｅ MPa 

ポアソン比 ν - 

全体質量 - kg 

 

 

追而

追而

追而

追而
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表 3-14 機器の諸元(2/2) 

 項目 記号 単位 入力値 

原子炉建屋外側ブローアウト

パネル竜巻防護対策施設架構 

材質 - - 

追而 

温度条件 

(雰囲気温度)
Ｔ ℃ 

縦弾性係数 Ｅ MPa 

ポアソン比 ν - 

全体質量 - kg 

中央制御室換気系開口部竜巻

防護対策施設架構 

材質 - - 

温度条件 

(雰囲気温度) 
Ｔ ℃ 

縦弾性係数 Ｅ MPa 

ポアソン比 ν - 

全体質量 - kg 

使用済燃料乾式貯蔵容器竜巻

防護対策施設架構 

材質 - - 

温度条件 

(雰囲気温度) 
Ｔ ℃ 

縦弾性係数 Ｅ MPa 

ポアソン比 ν - 

全体質量 - kg 

原子炉建屋付属棟軽量外壁部

竜巻防護対策施設架構 

材質 - - 

温度条件 

(雰囲気温度)
Ｔ ℃ 

縦弾性係数 Ｅ MPa 

ポアソン比 ν - 

全体質量 - kg 

原子炉建屋排気隔離弁竜巻防

護対策施設架構 

材質 - - 

温度条件 

(雰囲気温度)
Ｔ ℃ 

縦弾性係数 Ｅ MPa 

ポアソン比 ν - 

全体質量 - kg 
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(b) 固有値解析結果 

図 3-3～図 3-11 の解析モデルによる固有値解析結果を表 3-15～表 3-22 に示す。 

 

表 3-15 固有振動数(非常用ディーゼル発電機室ルーフベントファン竜巻防護対策施設架構) 

次数 
固有振動数

(Hz) 

固有周期 

(sec) 

刺激係数 
卓越方向 

X 方向 Y 方向 Z 方向 

追而 

Z 方向 

X 方向 

Y 方向 

 

表 3-16 固有振動数(中央制御室換気系冷凍機竜巻防護対策施設架構) 

次数 
固有振動数

(Hz) 

固有周期 

(sec) 

刺激係数 
卓越方向 

X 方向 Y 方向 Z 方向 

追而 

Z 方向 

X 方向 

Y 方向 

 

表 3-17 固有振動数(海水ポンプエリア竜巻防護対策施設架構) 

次数 
固有振動数

(Hz) 

固有周期 

(sec) 

刺激係数 
卓越方向 

X 方向 Y 方向 Z 方向 

追而 

Z 方向 

X 方向 

Y 方向 

 

表 3-18 固有振動数(原子炉建屋外側ブローアウトパネル竜巻防護対策施設架構) 

次数 
固有振動数

(Hz) 

固有周期 

(sec) 

刺激係数 
卓越方向 

X 方向 Y 方向 Z 方向 

追而 

Z 方向 

X 方向 

Y 方向 

 

表 3-19 固有振動数(中央制御室換気系開口部竜巻防護対策施設架構) 

次数 
固有振動数

(Hz) 

固有周期 

(sec) 

刺激係数 
卓越方向 

X 方向 Y 方向 Z 方向 

追而 

Z 方向 

X 方向 

Y 方向 
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表 3-20 固有振動数(使用済燃料乾式貯蔵容器竜巻防護対策施設架構) 

次数 
固有振動数

(Hz) 

固有周期 

(sec) 

刺激係数 
卓越方向 

X 方向 Y 方向 Z 方向 

追而 

Z 方向 

X 方向 

Y 方向 

 

表 3-21 固有振動数(原子炉建屋付属棟軽量外壁部竜巻防護対策施設架構) 

次数 
固有振動数

(Hz) 

固有周期 

(sec) 

刺激係数 
卓越方向 

X 方向 Y 方向 Z 方向 

追而 

Z 方向 

X 方向 

Y 方向 

 

表 3-22 固有振動数(原子炉建屋排気隔離弁竜巻防護対策施設架構) 

次数 
固有振動数

(Hz) 

固有周期 

(sec) 

刺激係数 
卓越方向 

X 方向 Y 方向 Z 方向 

追而 

Z 方向 

X 方向 

Y 方向 

 

(c) 応答加速度の算出 

飛来物の衝突による防護対策施設の応答加速度は，解析コード「LS-DYNA」を用いて，

飛来物を FEM モデル，防護対策施設を 1自由度のバネ－質点系でモデル化し，両者の応

答を連成させた評価により算出する。飛来物の衝突速度については，水平方向のバネ定

数については水平方向の飛来速度を，鉛直方向のバネ定数については鉛直方向の飛来速

度を用いる。なお，飛来物の解析モデル及び材料特性等は「3.5(1) 衝突評価」と同様

である。 

防護対策施設のバネ定数 k は，「3.5(2)b.(b) 固有値解析結果」にて算出した固有振

動数ｆと防護対策施設の質量Ｍを用いて以下の式で求める。 

ｋ＝Ｍ(2πｆ)2 

ここで，固有振動数ｆについては，各方向において最も刺激係数が大きいモード振動

次数のものを選定する。また，防護施設の質量Ｍについては，応答加速度はバネ定数が

大きい方が大きくなる傾向であることを踏まえ，防護施設の全体質量とする。 

防護対策施設の諸元を表 3-23 に，応答加速度評価モデルを図 3-3 に，応答加速度算

出結果を表 3-24 に示す。 
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表 3-23 防護対策施設の諸元 

 

全体質量

Ｍ 

(kg) 

方向 

固有振動数

ｆ 

(Hz) 

バネ定数

ｋ 

(N/m) 

非常用ディーゼル発電機室ルーフ

ベントファン竜巻防護対策施設架

構 

追而 

水平 
X

追而 

Y

鉛直 Z

中央制御室換気系冷凍機竜巻防護

対策施設架構 

水平 
X

Y 

鉛直 Z 

海水ポンプエリア竜巻防護対策施

設架構 

水平 
X 

Y 

鉛直 Z 

原子炉建屋外側ブローアウトパネ

ル竜巻防護対策施設架構 

水平 
X 

Y 

鉛直 Z 

中央制御室換気系開口部竜巻防護

対策施設架構 

水平 
X 

Y 

鉛直 Z

使用済燃料乾式貯蔵容器竜巻防護

対策施設架構 

水平 
X

Y

鉛直 Z

原子炉建屋付属棟軽量外壁部竜巻

防護対策施設架構 

水平 
X

Y

鉛直 Z

原子炉建屋排気隔離弁竜巻防護対

策施設架構 

水平 
X

Y

鉛直 Z
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図 3-3 応答加速度評価モデル 

  

飛
来
物 

防護対策施設 

Ｍ 

ｋ 

ＶＤ 

Ｍ ：防護対策施設の質量 

ｋ ：防護対策施設のばね定数 

ＶＤ：飛来物の衝突速度 
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表 3-24 応答加速度算出結果 

 
応答加速度(m/s2) 

水平方向 鉛直方向 

非常用ディーゼル発電機室ルーフベントフ

ァン竜巻防護対策施設架構 

追而 

中央制御室換気系冷凍機竜巻防護対策施設

架構 

海水ポンプエリア竜巻防護対策施設架構 

原子炉建屋外側ブローアウトパネル竜巻防

護対策施設架構 

中央制御室換気系開口部竜巻防護対策施設

架構 

使用済燃料乾式貯蔵容器竜巻防護対策施設

架構 

原子炉建屋付属棟軽量外壁部竜巻防護対策

施設架構 

原子炉建屋排気隔離弁竜巻防護対策施設架

構 

注：太枠線は評価に用いる応答加速度を示す。 

 

(d) 各部材の発生応力の算出 

架構全体の支持機能評価においては，「3.5(2)b.(c) 応答加速度の算出」で算出した

飛来物が衝突した際の応答加速度を図3-3～図 3-11に示す 3次元FEMモデルの各質点に

入力し，設計竜巻の風圧力による荷重及び自重も考慮した静的解析により，各部材に生

じる曲げモーメント，せん断力及び軸力を算出し，評価対象部位の発生応力を求め，許

容限界に収まっていることを確認する。架構の応力計算式を表 3-25 に，アンカーボル

トの応力計算式を表 3-26 に示す。 
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表 3-25 架構の応力計算式 

応力の種類 単位 応力計算式 

引張応力 σｔ MPa 
Ａ

Ｎｔ  

圧縮応力 σｃ MPa 
Ａ

Ｎｃ  

曲げ応力 σｂｙ，σｂｚ MPa 
ｚ

ｚ

ｙ

ｙ

Ｚ

Ｍ
　　

Ｚ

Ｍ
,  

せん断応力 τｙ，τｚ MPa 
ｓｚ

ｚ

ｓｙ

ｙ

Ａ

Ｑ
　　

Ａ

Ｑ
,  

組合せ 

応力 

圧縮＋曲げ - 
＊
ｔ

ｃｂｙｂｚ

＊
ｂ

ｂｙｂｚ

＊
ｃ

ｃ

1.5ｆ

σσσ
　　　　,

1.5ｆ

σσ

1.5ｆ

σ
ｍａｘ

引張＋曲げ - 
＊
ｂ

ｔｂｙｂｚ

＊
ｔ

ｂｙｂｚｔ

1.5ｆ

σσσ
　　　　,

1.5ｆ

σσσ
ｍａｘ  

曲げ＋せん断 - 

＊
ｂ

ｔｂｙｂｚ

＊
ｔ

ｂｙｂｚｔ

1.5ｆ

σσσ

　　,
1.5ｆ

σσσ

ｍａｘ  

ここで、 

Ａ                      ：断面積(mm) 

Ｚｙ，Ｚｚ            ：断面係数(Y，Z軸回り)(mm) 

Ａｓｙ，Ａｓｚ       ：せん断断面積(Y，Z)(mm) 

Ｎｔ，Ｎｃ            ：軸力(引張，圧縮)(N) 

Ｍｙ，Ｍｚ            ：曲げモーメント(Y，Z 軸回り)(N・mm) 

Ｑｙ，Ｑｚ            ：せん断力(Y，Z軸)(N) 
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表 3-26 ボルトの応力計算 

応力の種類 単位 応力計算式 

引張応力σｂ MPa 
ｂ

ｘ

Ａ

Ｆ
 

せん断応力τｂ MPa 
ｂ

2
ｚ

2
ｙ

Ａ

ＦＦ
 

組合せ 

応力 
せん断＋引張 MPa 

ｂ

ｘ

Ａ

Ｆ
 

ここで 

Ｆｘ，Ｆｙ，Ｆｚ  ：引張力(X 軸)，せん断力(Y軸，Z軸)(N) 

Ａｂ               ：ボルトの断面積(mm2) 
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4. 評価条件 

(1) 衝突評価及び架構部材の支持機能評価 

a. 使用材料及び寸法 

衝突評価にて選定する架構部材の仕様を表 4-1 に，飛来物の仕様を表 4-2 に示す。 

 

表 4-1 架構部材の仕様 

評価対象 
評価部

材番号
仕様 材質 

非常用ディーゼル発電機

室ルーフベントファン竜

巻防護対策施設架構 

①-1 

追而 

(部材せい：) 

追而 

①-2 (部材せい：) 

中央制御室換気系冷凍機

竜巻防護対策施設架構 

②-1 (部材せい：) 

②-2 (部材せい：) 

海水ポンプエリア竜巻防

護対策施設架構 
③-1 (部材せい：) 

③-2 (部材せい：) 

原子炉建屋外側ブローア

ウトパネル竜巻防護対策

施設架構 

④-1 (部材せい：) 

④-2 (部材せい：) 

中央制御室換気系開口部

竜巻防護対策施設架構 
⑤-1 (部材せい：) 

⑤-2 (部材せい：) 

使用済燃料乾式貯蔵容器

竜巻防護対策施設架構 
⑥-1 (部材せい：) 

⑥-2 (部材せい：) 

原子炉建屋付属棟軽量外

壁部竜巻防護対策施設架

構 

⑦-1 (部材せい：) 

⑦-2 (部材せい：) 

原子炉建屋排気隔離弁竜

巻防護対策施設架構 

⑧-1 (部材せい：) 

⑧-2 (部材せい：) 
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表 4-2 飛来物の仕様 

飛来物 

サイズ 

長さ×幅×高さ 

(m) 

質量 

(kg) 
材質 

鋼製材 4.2×0.3×0.2 135 SS400 

 

b. 材料定数 

飛来物及び架構部材に使用する鋼材の材料定数を表 4-3 に示す。 

材料定数は，JIS 及び「鋼構造設計規準－許容応力度設計法－（社）日本建築学会(2005

改定)」に基づき設定する。 

 

表 4-3 使用材料の材料定数 

 材質 
厚さ 

(mm) 

降伏応力σy

(MPa) 

ヤング係数

E(MPa) 
ポアソン比

鋼製材 SS400 
5 を超え 

16 以下 
245 2.05×105 0.3 

架構 

部材 

SM490 
5 を超え 

16 以下 
245 2.05×105 0.3 

     

 

c. 鋼製材料の非線形特性 

(a) 材料の応力－ひずみ関係 

飛来物の衝突に対する解析は，衝撃問題で変形速度が大きいため，ひずみ速度効果を考

慮することとし，以下に示す Cowper－Symonds の式を適用する。 σｅｑ＝  Ａ＋Ｂεｐｌ
ｎ  １＋  εｐｌ Ｄ   ｑ   

ここで，σｅｑは動的応力，Ａは降伏応力，Ｂは硬化係数，εｐｌは相当塑性ひずみ，ε
．

ｐｌは無次元相当塑性ひずみ速度，ｎは硬化指数，Ｄ及びｑはひずみ速度係数を表す。ひ

これらのパラメータを表 4-4 に示す。 

  

追而 
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表 4-4 Cowper-Symonds 式への入力パラメータ 

飛来物 

（鋼製材） 
架構部材 

材料 SS400 SM490 

Ｂ 1420 2590 

ｎ 1 1  

Ｄ(ｓ-１) 118000 180000 

ｑ 6 4.9 

材料の応力－ひずみ関係はバイリニア型とする。 

バイリニア型応力－ひずみ関係の概念図を第 4-1 図に示す。 

図 4-1 バイリニア型応力－ひずみ関係の概念図 

(b) 破断ひずみ

破断ひずみは，JIS に規定されている伸びの下限値を基に設定する。また，「NEI 07-

13」においてＴＦ（多軸性係数）を 2.0 とすることが推奨されていることを踏まえ，安全

余裕としてＴＦ=2.0 を考慮する。ＴＦについては，架構のみ 2.0 とする。 

なお鋼製材は，保守的に破断ひずみを超えても要素を削除せず，荷重を負担するものと

する。 

材料ごとの破断ひずみを表 4-5 に示す。 

表 4-5 破断ひずみ 

材質 
JIS 規格値 

（伸び） 
ＴＦ 破断ひずみ※

架構 

SM490(5＜t≦16) 0.17 2.0 

※：真ひずみ換算値 

E

E’ 
σy 

追而

追而
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(2) 架構全体の支持機能評価 

a. 使用材料及び寸法 

架構全体の支持機能評価にて選定する架構の材料及び寸法の仕様を表 4-6 に示す。 

 

表 4-6 架構の使用材料及び寸法の仕様 

評価対象 仕様 材質 

非常用ディーゼル発電機室ルーフベントフ

ァン竜巻防護対策施設架構 

追而 追而 

中央制御室換気系冷凍機竜巻防護対策施設

架構 

海水ポンプエリア竜巻防護対策施設架構 

原子炉建屋外側ブローアウトパネル竜巻防

護対策施設架構 

中央制御室換気系開口部竜巻防護対策施設

架構 

使用済燃料乾式貯蔵容器竜巻防護対策施設

架構 

原子炉建屋付属棟軽量外壁部竜巻防護対策

施設架構 

原子炉建屋排気隔離弁竜巻防護対策施設架

構 

 

b. 材料定数 

架構の使用材料の材料定数を表 4-7 に示す。 

 

表 4-7 架構の使用材料の材料定数 

材料 
単位体積重量 

(kN/m3) 

ヤング係数 

(N/mm2) 
ポアソン比 

    

 

追而
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5. 強度評価結果 

5.1 貫通評価 

飛来物の架構への貫通評価結果を表 5-1 に示す。 

評価部材のすべてのケースにおいて貫入深さが部材せいを下回っており，架構部材の全断面

喪失は発生しないため，飛来物が架構部材を貫通し，防護対策施設の内側に侵入することはな

い。 

 

表 5-1 飛来物の架構部材への衝突評価結果 

評価対象 評価部材番号 飛来物 
貫入深さ 

(mm) 

許容限界 

(mm) 

追而 

 

5.2 支持機能評価 

5.2.1 部材の支持機能評価 

(1) 架構への衝突時の支持機能評価 

a. 海水ピットポンプ室架構 

飛来物の架構への衝突時の支持機能評価結果を表 5-2 に示す。架構部材端部に生じる

最大ひずみは破断ひずみを下回っているため，架構部材端部で破断が生じることなく部

材は支持される。また，部材の最大ひずみが破断ひずみを下回っていることから，荷重

が作用する箇所の近傍の部材についても破断に至ることはない。 

 

表 5-2 支持機能評価(架構部材への衝突時) 

評価対象 
評価部材 

番号 
飛来物 

最大 

ひずみ 

破断ひずみ 

(許容限界) 

・非常用ディーゼル発電機室ルーフベ

ントファン竜巻防護対策施設架構 

・中央制御室換気系冷凍機竜巻防護対

策施設架構 

・中央制御室換気系開口部竜巻防護対

策施設架構 
追而 

海水ポンプエリア竜巻防護対策施設架

構 

原子炉建屋外側ブローアウトパネル竜

巻防護対策施設架構 
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5.2.2 架構全体の支持機能評価 

架構全体の支持機能評価結果を表 5-3 に示す。なお，評価結果は許容応力に対する発生

応力の裕度が最も小さいものを記載している。 

 

表 5-3 架構全体の支持機能評価結果 

 評価部位 応力分類 
発生応力 

(MPa) 

許容限界

(MPa) 
備考 

非常用ディーゼル発電機室

ルーフベントファン竜巻防

護対策施設架構 

架構 

追而 

アンカー 

ボルト 

中央制御室換気系冷凍機竜

巻防護対策施設架構 

架構 

アンカー 

ボルト 

中央制御室換気系開口部竜

巻防護対策施設架構 

架構 

アンカー 

ボルト 

海水ポンプエリア竜巻防護

対策施設架構 

架構 

アンカー 

ボルト 

原子炉建屋外側ブローアウ

トパネル竜巻防護対策施設

架構 

架構 

アンカー 

ボルト 

使用済燃料乾式貯蔵容器竜

巻防護対策施設架構 

架構 

アンカー 

ボルト 

原子炉建屋付属棟軽量外壁

部竜巻防護対策施設架構 

架構 

アンカー 

ボルト 

原子炉建屋排気隔離弁竜巻

防護対策施設架構 

架構 

アンカー 

ボルト 

(注)ボルトの引張応力とせん断応力との組合せ応力ｆｔｓの評価基準値は以下の通り。 

ｆｔｓ＝1.4×1.5ｆｔ
＊-1.6τ 

 且つ 

ｆｔｓ≦1.5ｆｔ
＊ 

    ここで、 

     τ ： ボルトに作用するせん断応力 
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